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１ 健康いわて 21プラン（第２次）策定の経緯 

（１） 健康いわて 21プラン 

○ 本県では、国において平成 12 年３月に策定された「21世紀における国民健康づくり運

動（健康日本 21）」を踏まえ、「岩手に生まれ、生活できる喜びを実感できる健康安心・福

祉社会」を実現するため、壮年期の死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質や人生の質（Ｑ

ＯＬ）の向上を目指して、具体的な目標と達成のための指針を示しながら、県民に向けて、

健康づくりを働きかけるため、平成 13年３月に「健康いわて 21プラン」を策定しました。 

 

（２） 中間評価及び到達度・活動状況評価、最終評価 

○ プラン策定後、健康増進法や食育基本法、生活習慣病予防を重視した医療制度改革関連

法の制定のほか、メタボリックシンドロームの概念を導入した健康づくりなどの健康づく

りを取り巻く状況の変化を踏まえるとともに、平成 17～18 年度に実施した中間評価に基

づき、平成 20年３月にプランの改定を行い、推進期間を平成 24年度まで延長しました。 

 

○ また、平成 22年度には、当初の推進期間であった平成 22年度時点での目標の到達度と

健康づくりサポーターの活動状況評価を行い、県民の健康課題などを明らかにしました。 

 

○ さらに、平成 23 年度には、東日本大震災津波の本県への影響を踏まえ、推進期間を１年

延長し、平成 25年度までとするとともに、平成 25年度に目標値の最終評価を行いました。 

 

 

２ 健康いわて 21プラン（第２次）策定の趣旨 

○ 県民が生涯を通じて心身ともに健康で質の高い生活を送るためには、正しい生活習慣を身に

付け、生活習慣病の発症予防や重症化予防、社会生活を営むために必要な機能の維持向上に努

めていくことが重要です。 

 

○ しかし、個人の健康は、家庭や学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、社

会全体として個人の健康を支え、守る環境の整備が求められます。 

 

○ したがって、このプランは、県民一人ひとりが取り組むべき健康課題を明らかにするととも

に、県民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、行政や関係機関団体、

企業等の社会全体が健康づくりサポーターとして県民の健康を支援し、もって、県民の健康寿

命の延伸を図ることを目的として策定するものです。 

 

 

３ 健康いわて 21プラン（第２次）の期間 

 ○ 2014年度（平成 26年度）を初年次とし、2022年度（平成 34年度）を目標年次とする９か

年計画とします。 

 

 ○ また、中間評価を計画期間の中間年に当たる 2017年度（平成 29年度）に行います。 
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４ 健康いわて 21プラン（第２次）の性格 

○ このプランは、県民一人ひとりが自らの健康状態を正しく理解し、主体的に健康づくりに取

り組むための行動指針です。 

 

○ このプランは、「希望郷いわて」の実現を目指す「いわて県民計画」の健康づくり分野におけ

る領域計画です。 

 

○ このプランは、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第８条において都道府県が定めると

されている、県民の健康増進の推進に関する施策についての基本的な計画です。 

 

○ このプランは、次に掲げる法定計画をはじめとする関連施策に関する計画と調和を保ちなが

ら、県民の健康づくりを推進する計画です。 

・ 岩手県保健医療計画  

・ 第２次岩手県がん対策推進計画 

・ いわていきいきプラン 2014（岩手県高齢者保健福祉計画、岩手県介護保険事業支援計画） 

・ いわて子どもプラン（次世代育成対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）による岩手県行

動計画） 

・ 岩手県自殺対策アクションプラン 

・ 岩手県食育推進計画 

・ 岩手県地域防災計画 

・ 岩手県東日本大震災津波復興計画 

・ 岩手の教育振興 

  ・ イー歯トーブ 8020プラン（岩手県口腔の健康づくり推進計画） 

  ・ 岩手県肝炎対策計画（第２期計画） 

  ・ 第 12次労働災害防止計画 

2007年度（平成19年度）

2010年度（平成22年度）

2013年度（平成25年度）

2014年度（平成26年度）

2017年度（平成29年度）

2022年度（平成34年度）

2001年度（平成13年度） 健康いわて21プラン

中間評価・見直し（平成20年３月）

到達度・活動状況評価（平成23年３月）

最終評価（平成25年７月）

健康いわて21プラン

（第２次）

中間評価・見直し

最終評価
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５ 計画の推進 

○ 施策を着実に推進するため、あらかじめ数値目標を設定し、いわゆる“ＰＤＣＡサイクル” （計

画（Ｐｌａｎ）－実行（Ｄｏ）－評価（Ｃｈｅｃｋ）－改善（Ａｃｔｉｏｎ））を取り入れなが

ら、計画の進行管理を行います。 

 

○ プランの推進に当たっては、県、市町村をはじめとして、県民や事業者等の多様な主体によ

る一体となった取組が必要です。このため、岩手県健康いわて 21 プラン推進協議会等の場を

通じて、県民の意向を反映させるとともに、家庭、地域、ＮＰＯ、企業、学校、幼稚園、保育

所、自治体、医療保険者、検診機関、保健医療機関・産業保健機関や医師会・歯科医師会など

を、県民の健康づくりの支援者（健康づくりサポーター）として位置づけ、これら健康づくり

サポーターと連携を図りながら県民一人ひとりの健康を実現するための支援を推進します。 

 

（図１） 個人と健康づくりサポーターの関係図 

 

 【県の推進体制】 

  ・ 岩手県健康いわて 21 プラン推進協議会において、定期的にプランの点検、見直しを行

い、これを施策に反映するなどし、実効性のある施策を展開します。 

・ 健康いわて 21 プラン推進会議において、県庁内の関係部局との相互に緊密な連携のも

と、関連施策の整合性を確保しつつ、総合的、計画的に施策を推進します。 

・ 地域計画について、各保健医療圏（保健所）に設置する保健医療圏協議会等において、

地域の健康課題を明確にしながら管内市町村や関係団体等との調整を行い、課題の解決に

努めます。 

 

  【市町村の推進体制】 

   ・ 市町村においては、関係する行政部門間の連携・調整体制を確保し、県との連携のもと、

地域住民に密着した健康づくり計画の見直しと、それに基づく施策を積極的に推進してい

くことが求められます。 

健 康

家 庭

企 業

学校・保育所

・幼稚園

ＮＰＯ 行 政

関係機関・団体
（検診機関、保健医療機関、

医療保険者・医師会、歯科医師会等）

地 域
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  【健康づくりサポーターが相互に連携した推進体制】 

   ・ 地域の実情に即した効果的かつ着実な健康づくりがなされるよう、健康づくりサポータ

ーはそれぞれが自主的な取組を進めるとともに、相互に連携を図りながら一体的な健康づ

くりを推進する体制の整備に努めます。 

    〈連携を図っていく健康づくりサポーター〉 

     〇 教育機関 

       幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学など 

     〇 医療保険者 

       市町村、岩手県国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会（協会けんぽ）など 

     〇 職域（企業等） 

商店、会社、協同組合、（一社）岩手県食品衛生協会、岩手県商工会議所連合会、岩

手県商工会連合会、（公財）岩手県労働基準協会、日本労働組合総連合会岩手県連合会、

岩手産業保健推進センターなど 

     〇 関係団体等 

     ・ 職能団体 

        （一社）岩手県医師会、（一社）岩手県歯科医師会、（一社）岩手県薬剤師会、（公

社）岩手県看護協会、（公社）岩手県栄養士会、（一社）岩手県歯科衛生士会など 

      ・ 検診機関 

        （公財）岩手県予防医学協会、（公財）岩手県対がん協会 

      ・ 地域の健康づくりの推進に関係する団体 

        岩手県保健推進委員等代表者協議会、岩手県食生活改善推進員団体連絡協議会、

ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会、ＮＰＯ法人岩手県地域婦人団体協議会、岩手県

老人クラブ連合会、岩手県学校保健会、（一社）岩手県ＰＴＡ連合会など 

 

（図２） 健康いわて 21プランの推進体制 

 

保 健 所
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健
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職能団体

職域(企業等)

健康づくり

推進関係団体

市 町 村

・市町村計画の策定

・計画に基づいた健康づくり施策の推進

県 民

県 本 庁

・健康いわて21プラン推進会議（本庁各部局調整）

ニーズの発信と提言
健康づくり

活動の支援

健
康
づ
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活
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の
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援

地域課題の集約
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連携
地域の活動の

支援・調整

ニーズの発信と提言 施策の調整・実施

保健医療圏

協議会

協議

意見

協議

意見
健康いわて

21プラン

推進協議会

教育機関

検診機関
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１ 人口構造・動態 

（１） 人口構造 

○ 本県の平成 24 年 10 月１日現在の年齢別人口は、年少人口（15 歳未満）が 162,319 人、

生産年齢人口（15 歳から 64 歳）が 773,516 人、高齢者人口（65 歳以上）が 362,451 人

となっており、前年と比較し、年少人口及び生産年齢人口が減少しています。（図表 2-1） 

 

○ 本県の高齢化率は、昭和 45 年に７％を超えて高齢化社会となり、平成２年に 14％を超

え高齢社会に、平成 12 年には 21％を超えて超高齢社会が到来し、その後も年々上昇を続

けています。（図表 2-1） 

 

○ 将来人口推計では、少子高齢化の進展に伴い年々人口の減少が予測され、平成 47 年に

は 104 万人となる見込みとなっています。（図表 2-1） 

（図表 2-1） 人口及び年齢構成の推移と将来推計（岩手県） 

 
出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計」（平成 24年１月推計）、 

岩手県「岩手県人口移動報告年報」                                
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（２） 人口動態 

① 出生 

 ○ 本県の平成 23 年の出生数は 9,310 人、出生率（人口千対）は 7.1 となっており、前

年と比較すると出生数が 435 人減少、出生率が 0.2 低下し、出生率では全国の 8.3 を 1.2

下回っています。（図表 2-2） 

 

○ 出生率は、昭和 41 年の「ひのえうま」による一時的な低下と、第１次ベビーブーム期

（昭和 22 年から 24 年）に生まれた年代が出産適齢期に入ったことによる第２次ベビーブ

ーム期（昭和 46 年から 49 年）の上昇を経て、その後は低下が続いています。（図表 2-2） 

（図表 2-2） 出生数及び出生率の推移 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

○ 本県の平成 23 年の合計特殊出生率は 1.41 となっており、全国の 1.39 を 0.02 上回っ

ています。年次推移をみると、本県は全国を上回って推移してきましたが、近年はほぼ

同水準となっています。（図表 2-3） 

（図表 2-3） 合計特殊出生率の推移 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」、厚生労働省「人口動態統計」 
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② 死亡 

○ 本県の平成 23 年の死亡数は 22,335 人、死亡率（人口千対）は 17.1 となっており、

前年と比較すると死亡数が 6,579 人増加、死亡率が 5.2 上昇し、死亡率では全国の 9.9

を 7.2 上回っています。（図表 2-4）。 

 

○ 本県の死亡数及び死亡率は、高齢化に伴い昭和 58 年頃から増加（上昇）傾向となり、

平成 23 年は、東日本大震災津波の影響により死亡数及び死亡率とも前年を大幅に上回

りました。（図表 2-4）。 

（図表 2-4） 死亡数及び死亡率の推移 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

○ 本県の死亡率を主要死因別にみると、悪性新生物（がん）、心疾患及び脳血管疾患な

どの生活習慣病が死因の上位を占め、近年も増加傾向にあり、全国と同様の傾向となっ

ています。なお、平成 23年においては、東日本大震災津波の影響により不慮の事故が最

も多くなっています。（図表 2-5） 

（図表 2-5）主要死因別の死亡率の推移（岩手県） 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」、岩手県「保健福祉年報（人口動態編）」 
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○ 本県の平成 23 年の三大生活習慣病（がん、心疾患、脳血管疾患）の年齢調整死亡率

は、男性 347.2（全国 300.6）、女性 171.1（全国 157.6）で、健康いわて 21 プランの基

準年である平成 11 年から男性、女性ともに低下傾向にありますが、男女ともに全国と

の差が拡大する傾向にあります。（図表 2-6） 

（図表 2-6） 三大生活習慣病の年齢調整死亡率 

 

出典：岩手県環境保健研究センター      

 

○ 平成 23 年の本県の 75 歳未満のがんの年齢調整死亡率は、男性 116.3（全国 107.1）、女

性 59.0（全国 61.2）で、都道府県別には、男性がワースト８位となっています。（図表 2-7） 

（図表 2-7） がんの 75歳未満の年齢調整死亡率（男女、都道府県別） 

 

 

出典：独立行政法人国立がん研究センター「人口動態統計による都道府県別がん死亡データ」    
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○ 平成 22 年の本県の脳血管疾患の年齢調整死亡率は、男性 70.1（全国 49.5）、女性 37.1

（全国 26.9）で、都道府県別には、男女ともワースト１位となっています。（図表 2-8） 

（図表 2-8） 脳血管疾患の年齢調整死亡率（男女別、都道府県別） 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」        

 

○ 平成 22 年の本県の心疾患の年齢調整死亡率は、男性 86.2（全国 74.2）、女性 43.0（全

国 39.7）で、都道府県別には、男性がワースト４位、女性がワースト 10 位となっていま

す。（図表 2-9） 

（図表 2-9） 心疾患の年齢調整死亡率（男女別、都道府県別） 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」        
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２ 平均寿命・健康寿命・要介護認定者 

（１） 平均寿命 

○ 本県の平成 22年の平均寿命は男性 78.53年、女性 85.86年となっており、昭和 40年と

比較して男女ともに 10 年以上伸びていますが、全国の男性 79.59 年、女性 86.35 年をい

ずれも下回り、平成 12 年以降において、本県の平均寿命は全国との較差が拡大する傾向

にあります。（図表 2-10） 

（図表 2-10） 本県の平均寿命と全国（都道府県）の平均寿命 

 

出典：厚生労働省「都道府県別生命表」 
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（２） 健康寿命 

○ 本県の健康寿命（健康上の問題で何らかの制限を受けず日常生活ができる期間）は、男

性が 69.43年（全国 70.42年）で全国ワースト５位、女性が 73.25年（全国 73.62年）で

全国ワースト 16位となっています。（図表 2-11） 

（図表 2-11） 本県の健康寿命と全国（都道府県）の健康寿命（平成２２年、男女別） 

 

順位 都道府県 健康寿命（年） 順位 都道府県 健康寿命（年）

1 愛知県 71.74 1 静岡県 75.32

2 静岡県 71.68 2 群馬県 75.27

3 千葉県 71.62 3 愛知県 74.93

4 茨城県 71.32 4 沖縄県 74.86

5 山梨県 71.20 5 栃木県 74.86

6 長野県 71.17 6 島根県 74.64

7 鹿児島県 71.14 7 茨城県 74.62

8 福井県 71.11 8 宮崎県 74.62

9 石川県 71.10 9 石川県 74.54

10 群馬県 71.07 10 鹿児島県 74.51

11 宮崎県 71.06 11 福井県 74.49

12 神奈川県 70.90 12 山梨県 74.47

13 岐阜県 70.89 13 神奈川県 74.36

14 沖縄県 70.81 14 富山県 74.36

15 山形県 70.78 15 岐阜県 74.15

16 三重県 70.73 16 福島県 74.09

17 栃木県 70.73 17 長野県 74.00

18 滋賀県 70.67 18 秋田県 73.99

19 埼玉県 70.67 19 愛媛県 73.89

20 富山県 70.63 20 山形県 73.87

21 熊本県 70.58 21 熊本県 73.84

22 山口県 70.47 22 宮城県 73.78

23 秋田県 70.46 23 新潟県 73.77

24 島根県 70.45 24 山口県 73.71

全国 70.42 25 佐賀県 73.64

25 和歌山県 70.41 26 三重県 73.63

26 京都府 70.40 全国 73.62

27 宮城県 70.40 27 千葉県 73.53

28 奈良県 70.38 28 京都府 73.50

29 佐賀県 70.34 29 岡山県 73.48

30 広島県 70.22 30 和歌山県 73.41

31 鳥取県 70.04 31 青森県 73.34

32 北海道 70.03 32 岩手県 73.25

33 東京都 69.99 33 鳥取県 73.24

34 福島県 69.97 34 北海道 73.19

35 兵庫県 69.95 35 大分県 73.19

36 新潟県 69.91 36 高知県 73.11

37 徳島県 69.90 37 兵庫県 73.09

38 香川県 69.86 38 埼玉県 73.07

39 大分県 69.85 39 長崎県 73.05

40 福岡県 69.67 40 奈良県 72.93

41 岡山県 69.66 41 東京都 72.88

42 愛媛県 69.63 42 香川県 72.76

43 岩手県 69.43 43 徳島県 72.73

44 大阪府 69.39 44 福岡県 72.72

45 長崎県 69.14 45 大阪府 72.55

46 高知県 69.12 46 広島県 72.49

47 青森県 68.95 47 滋賀県 72.37

資料：厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

男性 女性
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（３） 要介護認定者の状況 

  ○ 本県の要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者及び第２号被保険者）は、平成 24

年３月末において 66,554人であり、平成 12 年４月末と比較して 35,589人の増（伸び率

114.9％）となっています。（図表 2-12） 

 

○ 第１号被保険者に係る認定率は、平成 24年３月末に 18.0％であり、平成 12年４月末と

比較して 8.3ポイントの増となっています。（図表 2-12） 

（図表 2-12） 要介護（要支援）認定者数及び認定率の推移 

 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」  
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３ 健康いわて 21プランの最終評価 

 

  健康いわて 21プランの最終評価は以下のとおりです。 

 

 

目標に到達 順調 順調
順調に前進 概ね順調 概ね順調

やや前進又は停滞 やや遅れ やや遅れ
後退 遅れ 遅れ

健康いわて21プランの評価

評
　
価

評
　
価

評
　
価

【健康いわて21プランの策定・改定・評価の流れ】
　　平成13年度　　　健康いわて21プラン策定（最終年度22年度の目標値設定）
　　平成17～18年度　　中間評価の実施。
　　平成19年度　　　一部改正（推進期間を2年延長（平成24年度まで）、内臓脂肪型肥満の予防などに関する代表
　　　　　　　　　　項目の追加。）
　　平成22年度　　　プラン策定時に定めた平成22年度を目標年度とする目標項目（113項目）について、当該年度の目
　　　　　　　　　　標年度（平成22年度）時点での到達度と関係機関・団体（健康づくりサポーター）の活動状況の評
　　　　　　　　　　　　　　　　価を実施し、最終年度（Ｈ24年度）の目標値を設定。
　　平成23年度　　　東日本大震災津波の影響により、プランの推進期間を平成25年度までに延長。
　　平成25年度　　　最終評価・第２次計画の策定

　　

全体目標

栄養領域

身体活動

領 域

喫煙領域

アルコール

領 域

口腔保健

領 域

こころ領域

がん領域

糖尿病領域

自殺領域

不慮の事故

領 域

全体評価

やや前進

又は停滞

やや前進

又は停滞

十分に

活発

十分に

活発

やや前進

又は停滞
ある程度

の取組み

やや前進

又は停滞
あまり活

発でない

順調に前進
ある程度

の取組み

後 退
十分に

活発

やや前進

又は停滞
ある程度

の取組み

やや前進

又は停滞

ある程度

の取組み

やや前進

又は停滞
ある程度

の取組み

やや前進

又は停滞
ある程度

の取組み

到達度 活動状況

循環器疾患

領域

やや前進

又は停滞
ある程度

の取組み

やや遅れ

やや遅れ

概ね順調

概ね順調

概ね順調

やや遅れ

やや遅れ

遅 れ

概 ね順調

遅 れ

目標達成 1項目

目標に対し50%未満

の達成 1項目

後退 1項目

やや遅れ

やや遅れ

やや遅れ

概ね順調

概ね順調

概ね順調

やや遅れ

やや遅れ

やや遅れ

やや遅れ

遅 れ

やや遅れ

目標に対し50％以上

の達成 １項目

後退 2項目

中間評価

（H17～18）

到達度・活動

状況調査

（H22）

最終評価

（H25）

やや前進

又は停滞
ある程度

の取組み

やや遅れ やや遅れ
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （全体目標） 

 

【到達度】 

 到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成）    １ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成）    － 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成）    １ 

Ｄ：0％以下       （後退）    １ 

 

【目標項目の達成度】 

 

【評価】  

 ① 健康で自立できる期間の割合は、基準値よりやや上昇しましたが、目標は達成していません。 

② 自分は健康であると思う人の割合は、基準値より低下しています。 

③ 65 歳未満で死亡する人の割合は、平成 23 年度では東日本大震災津波による影響が考えられ

ることから、平成 22年度の数値で評価を行ったところ、目標を達成しています。 

 

 

【目標項目の到達度の判定基準】（各領域について同じ） 

到達度 
到達度 

の数値 
内 容 到達度の算定方法 

Ａ 100％以上 目標達成 
① 当該年度の累積目標の達成状況により判定する場合（原則） 

  （最新値－基準値）/（目標値－基準値）×100 

② 基準値よりも実績値を下げる目標である場合 

  （基準値－最新値）/（基準値－目標値）×100 

③  １つの目標項目の中に、複数の指標がある場合の取扱い 

ア  複数の指標の中に、代表的な指標がある場合 

    代表的な指標の到達度を、当該目標項目の到達度とする。 

 イ  複数の指標の中に、代表的な指標がない場合 

それぞれの指標の到達度を単純平均した数値を、当該目

標項目の到達度とする。 

Ｂ 
50％以上 

100％未満 

目標に対し 50％

以上の達成 

Ｃ 
0％超え 

50％未満 

目標に対し 50％

未満の達成 

Ｄ 0％以下 後退 

 

  

平均 判定
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

出典

男性 ⑭ 92.1% ㉒ 92.4% 94.0% 以上 15.8 Ｃ Ｃ

女性 ⑭ 87.2% ㉒ 87.4% 91.0% 以上 5.3 Ｃ

2 ★ 1-1-2
主観的な健康指標｢自分は健康であると思
う人｣の割合の増加

⑯ 76.3% ㉔ 70.9% 90.0% 以上 ▲ 39.4 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

⑩ 25.4% ㉒ 17.7% 18.0% 以下 104.1 Ａ

㉓ 23.7%

⑩ 13.7% ㉒ 8.9% 9.0% 以下 102.1 Ａ

㉓ 16.8%

健康で自立できる期間の割合の増加 10.5
県簡易生命表、人口動態

統計、介護給付費実態調
査

1 1-1-1

早世に関する指標｢65歳未満で死亡する人
の割合｣の減少

男性
103.1 Ａ 人口動態統計

女性

3 ★ 1-1-3
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （栄養領域） 

【到達度】 

 （判定基準（各領域について同じ）） 

区分 判 定 基 準 

順  調  目標項目の到達度が全て「Ａ」又は「Ｂ」であるもの 

概ね順調 
 目標項目の到達度で「Ａ」又は「Ｂ」が半数以上であるもの 

（「順調」に該当する場合を除く） 

やや遅れ 
 目標項目の到達度で「Ａ」又は「Ｂ」が半数未満であるもの 

（「遅れ」に該当する場合を除く） 

遅  れ 
① 目標項目の到達度で「Ｄ」が半数を超えているもの 

② 目標項目の到達度で「Ａ」又は「Ｂ」が全くないもの 

 

到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成） 6 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） 2 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成） 5 

Ｄ：0％以下       （後退） 5 

   合   計 18 

領   域   評   価 やや遅れ 

 

【目標項目の達成度】 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜生活習慣（行動）に関する目標項目＞ 

 

20-60歳代男性 ⑪ 34.4% ㉔ 32.7% 15.0% 以下 8.8 Ｃ

40-60歳代女性 ⑪ 38.7% ㉔ 27.2% 20.0% 以下 61.5 Ｂ

小学3年生 ⑱ 10.6% ㉔ 10.8% 8.0% 以下 ▲ 7.7 Ｄ

小学6年生 ⑱ 14.9% ㉔ 12.4% 10.8% 以下 61.0 Ｂ

中学3年生 ⑱ 12.1% ㉔ 9.9% 10.2% 以下 115.8 Ａ

高校3年生 ⑱ 15.9% ㉔ 13.6% 11.2% 以下 48.9 Ｃ

3 ★ 2-1-3
20歳代女性のやせの者（BMI＜18.5）の割
合の減少（適正体重維持者の割合の増加）

⑪ 12.1% ㉔ 18.0% 12.0% 以下 ▲ 5,900.0 Ｄ Ｄ
（公財）岩手県予防医学
協会実施事業所健診デー

タ

2 ★ 2-1-2

児童・生徒の肥満児（村田式による標準体
重の20%以上）の割合の減少（適正体重維
持者の割合の増加）

54.5 Ｂ 学校保健統計調査

35.1 Ｃ 県民生活習慣実態調査1 ★ 2-1-1
成人の肥満者（BMI≧25.0）の割合の減少
（適正体重維持者の割合の増加）

4 ★ 2-1-4
20～40歳代の1日当たりの平均脂肪エネル
ギー比率の減少

⑪ 25.6% ㉔ 24.6% 25.0% 以下 166.7 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

5 2-1-5 成人の1日当たりの平均食塩摂取量の減少 ⑪ 13.5 g ㉔ 11.8 g 10.0 g 未満 48.6 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

6 ★ 2-1-6
成人の1日当たりの野菜の平均摂取量の増
加

⑪ 306.2 g ㉔ 315.9 g 350.0 g 以上 22.1 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

牛乳・乳製品 ⑪ 118.8 g ㉔ 98.4 g 130.0 g 以上 ▲ 182.1 Ｄ

豆類 ⑪ 108.5 g ㉔ 85.1 g 110.0 g 以上 ▲ 1,560.0 Ｄ

緑黄色野菜 ⑪ 92.5 g ㉔ 95.1 g 120.0 g 以上 9.5 Ｃ

20歳代男性 ⑱ 45.5% ㉔ 50.0% 41.0% 以下 ▲ 100.0 Ｄ

30歳代男性 ⑱ 35.4% ㉔ 42.6% 32.0% 以下 ▲ 211.8 Ｄ

中学1年生 ⑱ 6.8% ㉓ 3.7% 6.0% 以下 387.5 Ａ

中学3年生 ⑱ 8.7% ㉓ 6.0% 8.0% 以下 385.7 Ａ

高校3年生 ⑱ 15.8% ㉓ 11.9% 14.0% 以下 216.7 Ａ

2-1-7

いわて健康ﾃﾞｰﾀｳｪｱﾊｳｽ
(環境保健研究ｾﾝﾀｰ)
生活習慣病予防支援ｼｽﾃﾑ

ﾃﾞｰﾀ

8 ★ 2-1-9 朝食の欠食率の減少 135.6 Ａ

県民生活習慣実態調査

7
カルシウムに富む食品（牛乳・乳製品、豆
類、緑黄色野菜）の成人1日あたりの平均
摂取量の増加

▲ 577.6 Ｄ 県民生活習慣実態調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
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＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

【評価】  

  ① 成人の肥満者の割合は減少傾向にありますが、肥満の一因とされる朝食欠食において、20

～30代の男性の欠食率が増加しているため、今後、職域の場等での若年男性に対する朝食摂

取の必要性等の普及啓発が必要です。また、児童生徒の肥満者の割合は概ね減少傾向にあり、

中学生及び高校生は朝食欠食率が減少傾向にあるため、少年期へのアプローチが徐々に効果

が出てきていると思われます。しかし、メタボリックシンドロームの認知度も目標値を下回

り、20代女性のやせの割合が増加する等の問題が見受けられるため、今後も適正体重維持の

必要性に関する取組は必要です。 

  ② バランスの良い食事については、脂肪エネルギー比率は減少傾向にありましたが、野菜の

摂取量は目標の 350ｇに達しませんでした。栄養・食生活に関する健康教育を実施する市町

村や、外食料理栄養成分表示の店が増加する等、食環境は整備されつつありますが、食事バ

ランスガイドの普及等を通じた取り組みが、今後も必要です。 

  

9 2-1-8
自分の適正体重を認識し、体重コントロー
ルを実践する者の割合の増加

⑪ 40.2% ㉔ 43.0% 44.2% 以上 70.0 Ｂ Ｂ 県民生活習慣実態調査

10 2-1-10

量、質ともにきちんとした食事をする者の
割合の増加「1日最低1食、きちんとした食
事を、家族2人以上で、楽しく30分以上か
けてとる者の割合の増加」

⑪ 57.8% ㉔ 62.0% 70.0% 以上 34.4 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

11 2-1-11
外食や食品を購入する時に栄養成分表示を
参考にする者の割合の増加

⑪ 27.8% ㉔ 33.8% 30.6% 以上 214.3 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

成人男性 ⑧ ( 65.6% ) ㉔ 14.3% 80.0% 以上 ▲ 356.3 Ｄ

成人女性 ⑧ ( 73.0% ) ㉔ 18.7% 80.0% 以上 ▲ 775.7 Ｄ

13 2-1-13
自分の食生活に問題があると思う者のう
ち、改善意欲のある者の割合の増加

　 ⑪ 34.4% ㉔ 38.6% 37.8% 以上 123.5 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

14 ★ 2-1-14
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）を認知している県民の割合の増加

⑱ 41.5% ㉔ 53.3% 80.0% 以上 30.6 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

▲ 566.0 Ｄ 県民生活習慣実態調査12 2-1-12
自分の適正体重を維持することができる食
事量を理解している者の割合の増加

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

15 2-2-1
食生活改善推進員団体連絡協議会の会員数
の増加

⑪ 8,903 人 ㉔ 7,077 人 10,000 人 ▲ 166.5 Ｄ Ｄ
岩手県食生活改善推進員

団体連絡協議会総会資料

16 2-2-2
栄養・食生活（特に適量）に関する健康教
育を実施している市町村の増加

⑪ 79.6% ㉑ 100.0% 100.0% 100.0 Ａ Ａ 関係機関等活動状況調査

17 2-2-3 外食料理栄養成分表示店の増加 ⑪ 51 店舗 ㉔ 297 店舗 201 店舗 以上 164.0 Ａ Ａ 健康国保課調べ

成人男性 ⑫ ( 6.1% ) ㉔ ( 5.3% ) ( 10.0% 以上 ) ▲ 20.5 Ｄ 県民生活習慣実態調査

成人女性 ⑫ ( 14.7% ) ㉔ ( 11.5% ) ( 30.0% 以上 ) ▲ 20.9 Ｄ 県民生活習慣実態調査
18 2-2-5

地域、職域で、健康や栄養に関する学習の
場を提供する機会を増やし、それに参加す
る者（特に、若年層）の増加

▲ 20.7 Ｄ
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （身体活動領域） 

【到達度】 

 到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成）    ３ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成）    ２ 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成）    ４ 

Ｄ：0％以下       （後退）    ２ 

       合   計  １１ 

領   域   評   価 やや遅れ 

      

【目標項目の達成度】 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜生活習慣（行動）に関する目標項目＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

20-60歳代男性 ⑪ 34.4% ㉔ 32.7% 15.0% 以下 8.8 Ｃ

40-60歳代女性 ⑪ 38.7% ㉔ 27.2% 20.0% 以下 61.5 Ｂ

小学3年生 ⑱ 10.6% ㉔ 10.8% 8.0% 以下 ▲ 7.7 Ｄ

小学6年生 ⑱ 14.9% ㉔ 12.4% 10.8% 以下 61.0 Ｂ

中学3年生 ⑱ 12.1% ㉔ 9.9% 10.2% 以下 115.8 Ａ

高校3年生 ⑱ 15.9% ㉔ 13.6% 11.2% 以下 48.9 Ｃ

35.1 Ｃ1 ★ 3-1-4
成人の肥満者（BMI≧25.0）の割合の減少
（適正体重維持者の割合の増加）【再掲】

2 学校保健統計調査54.5 Ｂ★ 3-1-9

児童・生徒の肥満児（村田式による標準体
重の20%以上）の割合の減少（適正体重維
持者の割合の増加）【再掲】

県民生活習慣実態調査

男性 ⑪ 7,632 歩 ㉔ 6,311 歩 8,632 歩 ▲ 132.1 Ｄ

女性 ⑪ 7,245 歩 ㉔ 5,556 歩 8,245 歩 ▲ 168.9 Ｄ

男性 ⑪ 32.4% ㉔ 32.8% 40.0% 以上 5.3 Ｃ

女性 ⑪ 32.2% ㉔ 21.9% 40.0% 以上 ▲ 132.1 Ｄ

男性 ⑪ 5,122 歩 ㉔ 5,177 歩 6,422 歩 4.2 Ｃ

女性 ⑪ 3,692 歩 ㉔ 3,901 歩 4,992 歩 16.1 Ｃ

6 3-1-10
総合型地域スポーツクラブ加入者数の増加
（人口１万人当たり）

⑩ 6.8 人 ㉔ 303.5 人 50.0 人 686.8 Ａ Ａ スポーツ健康課調べ

▲ 63.4

▲ 150.5 Ｄ

Ｄ★4 3-1-3 運動習慣者の割合の増加

★3 3-1-2 県民の一日の平均歩数の増加 県民生活習慣実態調査

県民生活習慣実態調査

10.2 Ｃ 県民生活習慣実態調査5 ★ 3-1-8 高齢者の日常生活における歩数の増加

9 3-2-1 健康運動指導士数の増加 ⑩ 52 人 ㉔ 117 人 58 人 1,083.3 Ａ Ａ 健康国保課調べ

10 3-2-2 健康運動実践指導者の全市町村への配置 ⑪ 44.0% ㉔ 87.9% 100.0% 78.4 Ｂ Ｂ 健康国保課調べ

11 3-2-3
健康づくりのための身体活動に関する健康
教育を実施している市町村の増加

⑪ 72.9% ㉒ 100.0% 100.0% 100.0 Ａ Ａ 関係機関等活動状況調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

7 ★ 3-1-5

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）を認知している県民の割合の増加【再
掲】

⑱ 41.5% ㉔ 53.3% 80.0% 以上 30.6 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

8 3-1-1
健康な生活を続けるために運動することを
心がけている人の割合の増加

⑪ 28.0% ㉔ 33.5% 50.0% 以上 25.0 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
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【評価】  

 ① 県民の 1日平均歩数は、基準値より減少し、目標を達成していません。 

② 高齢者の１日平均歩数は男女ともわずかに増加しましたが、同じく目標を達成していません。 

③ メタボリックシンドロームを認知している県民や健康な生活を続けるために運動をすること

を心がけている人は、増加傾向にありますが、目標値と大きく差が見られます。 

④ 運動の必要性についての普及啓発を継続するとともに、年代や生活リズムに応じ日常生活の

中での運動や身体活動量を増加できるような環境づくりを推進していく必要があります。 
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （喫煙領域） 

 

【到達度】 

   

到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成） ３ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） １ 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成） ４ 

Ｄ：0％以下       （後退） １ 

   合   計 ９ 

領   域   評   価 やや遅れ 

 

【目標項目の達成度】 

＜生活習慣（行動）に関する目標項目＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

 

 

全体 ⑪ 26.1% ㉔ 18.9% 20.0% 未満 118.0 Ａ Ａ

男性 ⑪ 51.6% ㉔ 34.0% 40.0% 未満 151.7 Ａ

女性 ⑪ 6.8% ㉔ 5.9% 6.0% 未満 112.5 Ａ

2 ★ 4-1-3 未成年者の喫煙率の減少 ⑪ 11.7% ㉔ 2.4% 0.0% 79.5 Ｂ Ｂ 県民生活習慣実態調査

3 ★ 4-1-4 妊婦の喫煙率の減少 ⑱ 5.7% ㉓ 3.8% 0.0% 33.3 Ｃ Ｃ
いわて健康データウェア
ハウス

4 4-1-5

この1年間で、たばこに関する健康教室や
禁煙指導（保健所、保健センター、医療機
関等の開催）に参加したことのある人の割
合の増加

⑪ 3.1% ㉔ 3.1% 30.0% 以上 0.0 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

1 ★ 4-1-2 成人の喫煙率の減少 県民生活習慣実態調査

5 4-1-1
喫煙と健康に関する知識を持つ人の割合の
増加

⑪ 83.8% ㉔ 91.4% 90.0% 以上 122.6 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

男性 ⑱ 71.6% ㉔ 75.3% 100.0% 13.0 Ｃ

女性 ⑱ 73.6% ㉔ 84.0% 100.0% 39.4 Ｃ
6 ★ 4-2-4

公共の場や職場での効果の高い受動喫煙防
止対策についての知識の普及

26.2 Ｃ 県民生活習慣実態調査

県立施設の

分煙化率
⑱ 100.0% ㉔ 100.0% － 県立施設における受動喫煙防止対策取組状況調査

7
市町村本庁舎の

分煙化率
⑲ 57.1% ㉑ 67.6% 100.0% 24.5 Ｃ 市町村施設の禁煙・分煙状況調査

企業･事業所の

分煙化率
⑱ 43.4% ㉔ 62.4% 100.0% 33.6 Ｃ 企業・事業所行動調査

学校の敷地内

禁煙化率
⑲ 79.6% ㉔ 95.4% 100.0% 77.5 Ｂ 学校等施設における禁煙化実態調査

8 ★ 4-2-2

禁煙支援プログラムの普及（禁煙支援プロ
グラムが提供されている市町村の割合の増
加）

⑫ 32.8% ⑳ 51.4% 100.0% 27.7 Ｃ Ｃ
地域保健・健康増進事業
報告

8 4-2-3
学校におけるたばこに関する保健指導の充
実

⑬ 2.9% ⑳ 17.8% 7.1% 以上 354.8 Ａ Ａ
地域保健・健康増進事業
報告

★ 4-2-1

公的施設及び企業･事業所における分煙化
並びに学校施設における敷地内禁煙化の推
進 45.2 Ｃ

平均 判定
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

出典到達度 判定
評価用

平均 判定
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

出典到達度 判定
評価用

平均 判定
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

出典到達度 判定
評価用
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【評価】  

① 成人の喫煙率は男性及び女性ともに低下し目標を達成しました。また、喫煙と健康に関する

知識を持つ人の増加（91.4％）、学校におけるたばこに関する保健指導の増加（17.8％）は目標

を達成したものの、未成年や妊婦の喫煙率は目標である０％には達しませんでした。 

  一方、禁煙支援プログラムを提供している市町村は増加したものの半数にとどまり、また、

健康教室や禁煙指導に参加した人の割合は上昇しませんでした。 

今後は、医療機関等と連携した禁煙サポートや特定健康診査における禁煙指導などを積極的

に行っていく必要があるほか、妊婦を対象とした禁煙・防煙教育の拡充、未成年者への防煙教

育の継続などに取り組んでいく必要があります。 

② 受動喫煙防止対策については、学校の敷地内禁煙化、公的施設及び企業・事業所の分煙化は

進んでいますが目標とする 100％には達しなかったことから、受動喫煙防止対策を一層推進し

ていく必要があります。 
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （口腔保健領域） 

 

【到達度】 

到  達  度 項目数 

Ａ：100％以上 （目標達成） ６ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） ２ 

Ｃ：0％超 50％未満  （目標に対し 50%未満の達成） ２ 

Ｄ：0％以下        （後退） ３ 

合   計 １３ 

領   域   評   価 概ね順調 

 

【目標項目の達成度】 

<健康水準（状態）に関する目標項目> 

<生活習慣（行動）に関する目標項目> 

<環境づくりに関する目標項目> 

 

7 6-1-3
Ⅰ幼年期における親に毎日仕上磨きを受け
る者の割合の増加

⑪ 70.0% ㉔ 71.9% 90.0% 以上 9.5 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

8 6-1-4
Ⅰ幼年期におけるフッ素塗布を受けたこと
がある者の割合の増加（3歳児）

⑤ 39.6% ㉓ 79.2% 50.0% 以上 380.8 Ａ Ａ 健康データウェアハウス

9 6-1-5

Ⅰ幼年期・Ⅱ少年期におけるおやつとして
甘いものをとる回数が1日2回以下である者
の割合の増加

⑪ 73.7% ㉔ 90.7% 90.0% 以上 104.3 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

10 6-1-7
15歳以上における歯間清掃器具（フロス・
歯間ブラシ）を使用する者の割合の増加

⑪ 26.0% ㉔ 16.3% 50.0% 以上 ▲ 40.4 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

11 6-1-8
15歳以上における年１回定期健診を受けて
いる者の割合の増加

⑪ 15.5% ㉔ 26.3% 30.0% 以上 74.5 Ｂ Ｂ 県民生活習慣実態調査

全体 ⑪ 26.1% ㉔ 18.9% 20.0% 未満 118.0 Ａ Ａ

男性 ⑪ 51.6% ㉔ 34.0% 40.0% 未満 151.7 Ａ

女性 ⑪ 6.8% ㉔ 5.9% 6.0% 未満 112.5 Ａ

12 ★ 6-1-12 成人の喫煙率の減少【再掲】 県民生活習慣実態調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

１歳6か月児 ⑩ 93.7% ㉓ 97.5% 97.8% 以上 92.7 Ｂ

★３歳児 ⑩ 48.4% ㉓ 73.3% 72.9% 以上 101.6 Ａ Ａ

12歳児 ⑪ 26.4% ㉔ 61.3% 65.7% 以上 88.8 Ｂ 岩手県学校保健統計調査

2 ★ 6-1-2
12歳児における1人平均のむし歯の本数の
減少

⑪ 2.98 歯 ㉔ 1.22 歯 1.10 歯 以下 93.6 Ｂ Ｂ 岩手県学校保健統計調査

15-24歳 ⑪ 2.5% ○ － 2.0% 以下 －

25-44歳 ⑪ 29.6% ㉔ 28.1% 26.0% 以下 41.7 Ｃ

45-64歳 ⑪ 38.4% ㉔ 52.6% 34.0% 以下 ▲ 322.7 Ｄ

4 ★ 6-1-9
Ⅴ中年期（45～64歳）における24歯以上有
する者の割合の増加

⑪ 42.0% ㉔ 56.0% 50.0% 以上 175.0 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

5 ★ 6-1-10
Ⅵ高年期（65歳以上）における20歯以上有
する者の割合の増加

⑪ 11.8% ㉔ 31.8% 20.0% 以上 243.9 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

6 　6-1-11
Ⅵ高年期（65歳以上）で何でも噛んで食べ
ることができる者の割合の増加

⑱ 63.6% ㉔ 56.7% 70.0% 以上 ▲ 107.8 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

6-1-63
重度歯周病（CPI3以上）に罹っている者の
割合の減少

1 ★ 6-1-1

Ⅰ幼年期（1～4歳）・Ⅱ少年期（5～14
歳）におけるむし歯を持たない者の割合の
増加

歯科健康診査実施状況調
（児童家庭課）

▲ 140.5 Ｄ 県民生活習慣実態調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

13 6-2-1
市町村における総合健康診査における歯周
病検診の実施率の増加

⑩ 57.6% ㉔ 60.6% 100.0% 7.1 Ｃ Ｃ
市町村歯科調査・増進事

業補助金実績報告
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【評価】 

① 幼年期・少年期のむし歯に関する指標については、すべて基準値から大きく改善しており、

特に３歳児でむし歯を持たない者の割合は、目標を達成しています。 

② 中年期・高年期の歯の喪失に関する指標については、すべて基準値から大きく改善し、目標

を達成しています。 

➂ 壮年期・中年期の歯周病に関する指標については、特に中年期において改善がみられず、重

度の歯周病に半数以上の者が罹っています。これは、残存歯数が増加した影響によるものです

が、今後は歯周病対策が一層重要であることを示しています。 

④ むし歯、歯周病及び歯の喪失に関する指標を改善するために、幼年期から高年期までを通じ

て良好な歯科保健に係る行動の定着を促進することが必要です。 
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （アルコール領域） 

 

【到達度】 

   

到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成） 1 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） 3 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成） 1 

Ｄ：0％以下       （後退） 1 

   合   計 6 

領   域   評   価 概ね順調 

 

【目標項目の達成度】 

 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

【評価】  

  ① 「アルコールの飲み過ぎによる健康への悪影響」や、「節度ある適度な飲酒」についての

知識をもつ住民は増えてきましたが、多量に飲酒する人の割合は、男性で増加傾向にあり、

未成年者の飲酒率も 2.4％ありました。今後も市町村等での普及啓発や健康教育の実施が必

要と考えられます。 

  

男性 ⑱ 4.6% ㉔ 6.6% 4.2% 以下 ▲ 500.0 Ｄ

女性 ⑱ 1.1% ㉔ 0.7% 1.0% 以下 400.0 Ａ

2 ★ 5-1-4 未成年者の飲酒率の減少 ⑪ 23.3% ㉔ 2.4% 0.0% 89.7 Ｂ Ｂ 県民生活習慣実態調査

Ｄ 県民生活習慣実態調査1 ★ 5-1-1 多量に飲酒する人の割合の減少 ▲ 50.0

3 5-1-2
アルコールの飲み過ぎによる健康への悪影
響を知っている人の割合の増加

⑪ 83.2% ㉔ 91.5% 90.0% 以上 122.1 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

4 5-1-3
｢節度ある適度な飲酒｣とは、１日１合程度
であるという知識の普及

㉑ 38.3% ㉔ 40.0% 40.2% 以上 89.5 Ｂ Ｂ 県民生活習慣実態調査

5 5-2-1
アルコールに関する健康教育を実施してい
る市町村の割合の増加

⑰ 44.6% ㉒ 61.8% 100.0% 31.0 Ｃ Ｃ 関係機関等活動状況調査

6 5-2-2

アルコールに関する普及啓発（イベント、
講演会、健康教室、広報誌等）を実施して
いる市町村の割合の増加

⑰ 33.9% ㉒ 94.1% 100.0% 91.1 Ｂ Ｂ 関係機関等活動状況調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （こころ領域） 

【到達度】 

 到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成）    ５ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成）    － 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成）    － 

Ｄ：0％以下       （後退）    ４ 

       合   計   ９ 

領   域   評   価 概ね順調 

       ※国のデータのみ把握可能な項目（参考項目２項目）を除いた９項目で評価。 

【目標項目の達成度】 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

【評価】  

 ① 睡眠時間が十分で熟睡している人や最近１ヶ月にストレスを感じた人の割合がともに基準値

より後退（悪化）しています。 

② 悩み等の相談・受診場所を知らない人や悩み等の相談・受診場所を利用しにくいと感じてい

る人の割合が、基準値より後退（悪化）しています。 

こころの健康に関する相談窓口の周知や気軽に相談できる体制を整備するとともに、睡眠習慣の

改善のための正しい知識の普及や保健指導の実施等より一層取組みを進めていくことが必要です。 

平均 判定
到達度 判定

評価用
出典

目標値
（Ｈ25）

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
年
度

最新値

平均 判定
到達度 判定

評価用
出典

目標値
（Ｈ25）

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
年
度

最新値

平均 判定
到達度 判定

評価用
出典

目標値
（Ｈ25）

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
年
度

最新値

1 11-1-1
毎日が充実していると感じている人の割合
の増加

⑪ 51.3% ㉔ 65.7% 57.0% 以上 252.6 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

2 ★ 11-1-2
睡眠時間が十分で熟睡している人の割合の
増加

⑪ 55.0% ㉔ 38.5% 61.0% 以上 ▲ 275.0 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

3 ★ 11-1-4
最近１ヶ月にストレスを感じた人の割合の
減少

⑪ 63.0% ㉔ 65.7% 57.0% 以下 ▲ 45.0 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

4 11-1-3
精神疾患（うつ病など）について理解して
いない人の割合の減少

⑪ 30.5% ㉔ 22.8% 27.0% 以下 220.0 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

5 11-1-5
ストレスの発散方法を持っていない人の割
合の減少

⑪ 33.1% ㉔ 26.8% 29.0% 以下 153.7 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

6 11-1-6
健康な生活を続けるために心がけているこ
と（目標）がある人の割合の増加

⑪ 42.3% ㉔ 81.3% 47.0% 以上 829.8 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

7 11-1-7
悩み等の相談・受診場所を知らない人の割
合の減少

⑪ 56.3% ㉔ 59.0% 10.0% 以下 ▲ 5.8 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

8 11-1-8
悩み等の相談・受診場所を利用しにくいと
感じている人の割合の減少

⑪ 49.7% ㉔ 65.8% 30.0% 以下 ▲ 81.7 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

9 11-2-1
「スクールカウンセラー」を配置している
小中高等学校数の増加

⑬ 20 校 ㉕ 151 校 53 校 以上 397.0 Ａ Ａ 教育委員会資料
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （がん領域） 

【到達度】 

   

到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成） ３ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） ３ 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成） ６ 

Ｄ：0％以下       （後退） ８ 

   合   計 ２０ 

領   域   評   価 やや遅れ 

 

【目標項目の達成度】 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜生活習慣に関する目標項目＞ 

 

7 ★ 7-1-8 胃がん検診受診率の増加 40歳以上 ⑯ 31.5% ㉒ 36.1% 50.0% 以上 24.9 Ｃ Ｃ 国民生活基礎調査

8 ★ 7-1-9 子宮がん検診受診率の増加 20歳以上 ⑯ 25.4% ㉒ 25.6% 50.0% 以上 0.8 Ｃ Ｃ 国民生活基礎調査

9 ★ 7-1-10 肺がん検診受診率の増加 40歳以上 ⑯ 22.9% ㉒ 31.5% 50.0% 以上 31.7 Ｃ Ｃ 国民生活基礎調査

10 ★ 7-1-11 乳がん検診受診率の増加 40歳以上 ⑯ 27.4% ㉒ 26.0% 50.0% 以上 ▲ 6.2 Ｄ Ｄ 国民生活基礎調査

11 ★ 7-1-12 大腸がん検診受診率の増加 40歳以上 ⑯ 26.8% ㉒ 31.1% 50.0% 以上 18.5 Ｃ Ｃ 国民生活基礎調査

12 7-1-13 胃がんの精密検査受診率の向上 ⑩ 82.7% ㉒ 87.0% 90.0% 以上 58.9 Ｂ Ｂ
地域保健・健康増進事業
報告

13 7-1-14 子宮頸部がん精密検査受診率の向上 ⑩ 89.5% ㉒ 85.4% 90.0% 以上 ▲ 820.0 Ｄ Ｄ
地域保健・健康増進事業
報告

14 7-1-15 子宮体がん精密検査受診率の向上 ⑩ 88.6% ㉒ 84.6% 90.0% 以上 ▲ 285.7 Ｄ Ｄ
地域保健・健康増進事業
報告

15 7-1-16 肺がん精密検査受診率の向上 ⑩ 77.1% ㉒ 88.8% 85.0% 以上 148.1 Ａ Ａ
地域保健・健康増進事業
報告

16 7-1-17 乳がん精密検査受診率の向上 ⑩ 89.5% ㉒ 87.8% 90.0% 以上 ▲ 340.0 Ｄ Ｄ
地域保健・健康増進事業
報告

17 7-1-18 大腸がん精密検査受診率の向上 ⑩ 74.8% ㉒ 81.8% 85.0% 以上 68.6 Ｂ Ｂ
地域保健・健康増進事業
報告

18 ★ 7-1-19
20～40歳代の1日当たりの平均脂肪エネル
ギー比率の減少【再掲】

⑪ 25.6% ㉔ 24.6% 25.0% 以下 166.7 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

19 ★ 7-1-20
成人の1日当たりの野菜の平均摂取量の増
加【再掲】

⑪ 306.2 g ㉔ 315.9 g 350.0 g 以上 22.1 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

★2

全体 ⑰ 90.9 ㉒ 84.9 81.8 以下 65.9 Ｂ Ｂ

男性 ⑰ 121.1 ㉒ 113.4 108.9 以下 63.1 Ｂ

女性 ⑰ 65.4 ㉒ 60.4 58.8 以下 75.8 Ｂ

全体 ⑰ 13.3 ㉒ 11.7

男性 ⑰ 20.3 ㉒ 18.7

女性 ⑰ 7.4 ㉒ 5.6

3 7-1-4
子宮がん死亡者数の減少（人口10万対75歳
未満年齢調整死亡率）

女性 ⑰ 4 ㉒ 4.1
人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究

センターにて毎年算出）

全体 ⑰ 13.9 ㉒ 14

男性 ⑰ 23.4 ㉒ 23

女性 ⑰ 5.8 ㉒ 6.1

5 7-1-6
乳がん死亡者数の減少（人口10万対75歳未
満年齢調整死亡率）

女性 ⑰ 9.9 ㉒ 10.7
人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

全体 ⑰ 12.8 ㉒ 10.3

男性 ⑰ 17.4 ㉒ 13.8

女性 ⑰ 8.7 ㉒ 7.1

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

6 7-1-7
大腸がん死亡者数の減少（人口10万対75歳
未満年齢調整死亡率）

目標値は設定せ
ず、その推移を
確認

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

目標値は設定せ
ず、その推移を
確認

4 7-1-5
肺がん死亡者数の減少（人口10万対75歳未
満年齢調整死亡率）

目標値は設定せ
ず、その推移を
確認

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

目標値は設定せ
ず、その推移を
確認

2 7-1-3
胃がん死亡者数の減少（人口10万対75歳未
満年齢調整死亡率）

目標値は設定せ
ず、その推移を
確認

全がん死亡者数の減少（人口10万対75歳未
満年齢調整死亡率）

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

1 ★ 7-1-2

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
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平均 判定
到達度 判定

評価用
出典

目標値
（Ｈ25）

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値
年
度

最新値

＜生活習慣に関する目標項目（続き）＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

 

 

 

 

 

【評価】  

 ① 全がん死亡者数（人口 10対 75 歳未満年齢調整死亡率）が、基準値に対して男女ともに低下

したことから、目標値に近づきました。 

 ② がん検診受診率は、胃がん・子宮がん・肺がん・大腸がんについては上昇傾向にあるものの、

乳がんについては低下傾向にあり、すべてのがん検診において目標値である受診率 50％には達

していない状況にあります。    

 ③ がん検診の精密検査受診率は、胃がん・肺がん・大腸がんについては上昇傾向にあるものの、

子宮頸部がん・子宮体がん・乳がんについては低下傾向にあり、すべてのがん検診の精密検査

受診率において目標値である受診率 90％には達していない状況にあります。 

 ④ がんによる死亡者数の減少やがんの予後の向上を図るためには、がんの早期発見・早期治療

が重要であり、引き続き、市町村や検診機関さらにはＮＰＯ等民間団体との連携の下、受診率

向上に向けた普及啓発活動を推進するとともに、主に働く世代などに配慮した受診しやすい環

境の整備等に取組む必要があります。 

男性 ⑪ 7,632 歩 ㉔ 6,311 歩 8,632 歩 ▲ 132.1 Ｄ

女性 ⑪ 7,245 歩 ㉔ 5,556 歩 8,245 歩 ▲ 168.9 Ｄ

男性 ⑪ 32.4% ㉔ 32.8% 40.0% 以上 5.3 Ｃ

女性 ⑪ 32.2% ㉔ 21.9% 40.0% 以上 ▲ 132.1 Ｄ

男性 ⑪ 5,122 歩 ㉔ 5,177 歩 6,422 歩 4.2 Ｃ

女性 ⑪ 3,692 歩 ㉔ 3,901 歩 4,992 歩 16.1 Ｃ

全体 ⑪ 26.1% ㉔ 18.9% 20.0% 未満 118.0 Ａ Ａ

男性 ⑪ 51.6% ㉔ 34.0% 40.0% 未満 151.7 Ａ

女性 ⑪ 6.8% ㉔ 5.9% 6.0% 未満 112.5 Ａ

男性 ⑱ 4.6% ㉔ 6.6% 4.2% 以下 ▲ 500.0 Ｄ

女性 ⑱ 1.1% ㉔ 0.7% 1.0% 以下 400.0 Ａ
Ｄ 県民生活習慣実態調査24 ★ 7-1-25 多量に飲酒する人の割合の減少【再掲】 ▲ 50.0

23 ★ 7-1-24 成人の喫煙率の減少【再掲】 県民生活習慣実態調査

Ｃ 県民生活習慣実態調査22 ★ 7-1-23
高齢者の日常生活における歩数の増加【再
掲】

10.2

Ｄ 県民生活習慣実態調査21 ★ 7-1-22 運動習慣者の割合の増加【再掲】 ▲ 63.4

20 ★ 7-1-21 県民の一日の平均歩数の増加【再掲】 ▲ 150.5 Ｄ 県民生活習慣実態調査

25 7-1-1
がん予防12ヶ条の内容を知っている人の割
合の増加

⑪ 30.6% ㉔ 28.8% 90.0% 以上 ▲ 3.0 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

26 7-2-1 胃がん陽性反応適中度の向上 ⑰ 1.94% ㉒ 2.32% 1.00% 以上 地域保健・健康増進事業報告より算出

27 7-2-2 子宮頸部がん陽性反応適中度の向上 ⑰ 6.48% ㉒ 4.46% 4.00% 以上 地域保健・健康増進事業報告より算出

28 7-2-3 子宮体部がん陽性反応適中度の向上 ⑰ 6.45% ㉒ 7.69% 4.00% 以上 地域保健・健康増進事業報告より算出

29 7-2-4 肺がん陽性反応適中度の向上 ⑰ 1.40% ㉒ 2.87% 1.30% 以上 地域保健・健康増進事業報告より算出

30 7-2-5 乳がん陽性反応適中度の向上 ⑰ 3.36% ㉒ 7.31% 2.50% 以上 地域保健・健康増進事業報告より算出

31 7-2-6 大腸がん陽性反応適中度の向上 ⑰ 4.15% ㉒ 4.53% 1.90% 以上 地域保健・健康増進事業報告より算出

基準より高い

基準より高い

基準より高い

基準より高い

基準より高い

基準より高い

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

※ 「がん陽性反応適中度の向上」に係る項目については、国の許容値を満たすことが目標であり、到達度評価になじまないことか

ら、当該許容値を基準とする二件法（基準より高い・基準より低い）で評価するに止め、領域の判定には用いないこととする。 

  評  価              判    定   基   準 

基準より高い  がん検診事業の在り方検討委員会報告書の陽性反応適中度の許容値を上回っている場合 

≪許容値≫ 乳がん：2.5％以上、子宮がん：4.0％以上、大腸がん：1.9％以上、 

胃がん：1.0％以上、肺がん：1.3％以上 

基準値より低い  上記許容量を下回っている場合 
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （循環器疾患領域） 

【到達度】 

 到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成）    ２ 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成）    ４ 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成）    ７ 

Ｄ：0％以下       （後退）    ８ 

       合   計  ２１ 

領   域   評   価 やや遅れ 

【目標項目の達成度】 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜生活習慣（行動）に関する目標項目＞ 

 

 

男性 ⑪ 7,632 歩 ㉔ 6,311 歩 8,632 歩 ▲ 132.1 Ｄ

女性 ⑪ 7,245 歩 ㉔ 5,556 歩 8,245 歩 ▲ 168.9 Ｄ

男性 ⑪ 32.4% ㉔ 32.8% 40.0% 以上 5.3 Ｃ

女性 ⑪ 32.2% ㉔ 21.9% 40.0% 以上 ▲ 132.1 Ｄ

男性 ⑪ 5,122 歩 ㉔ 5,177 歩 6,422 歩 4.2 Ｃ

女性 ⑪ 3,692 歩 ㉔ 3,901 歩 4,992 歩 16.1 Ｃ

全体 ⑪ 26.1% ㉔ 18.9% 20.0% 未満 118.0 Ａ Ａ

男性 ⑪ 51.6% ㉔ 34.0% 40.0% 未満 151.7 Ａ

女性 ⑪ 6.8% ㉔ 5.9% 6.0% 未満 112.5 Ａ

男性 ⑱ 4.6% ㉔ 6.6% 4.2% 以下 ▲ 500.0 Ｄ

女性 ⑱ 1.1% ㉔ 0.7% 1.0% 以下 400.0 Ａ

13 8-1-6
成人１日当たりの平均カリウム摂取量の増
加

⑪ 3.1 g ㉔ 2.4 g 3.5 g 以上 ▲ 175.0 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

14 ★ 8-1-16
定期健診等の糖尿病、循環器疾患に関連す
る検診受診率の増加

20歳以上 ⑯ 68.1% ㉒ 72.5% 75.0% 以上 63.8 Ｂ Ｂ 国民生活基礎調査

15 ★ 8-1-17

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）の概念を導入した健康診査の受診者数
の向上［特定健康診査の実施率］

⑳ 37.4% ㉒ 40.7% 70.0% 10.1 Ｃ Ｃ 厚生労働省提供データ

県民生活習慣実態調査12 ★ 8-1-15 多量に飲酒する人の割合の減少【再掲】 ▲ 50.0 Ｄ

県民生活習慣実態調査

11 ★ 8-1-14 成人の喫煙率の減少【再掲】 県民生活習慣実態調査

10 ★ 8-1-13
高齢者の日常生活における歩数の増加【再
掲】

10.2 Ｃ

9 ★ 8-1-12 運動習慣者の割合の増加【再掲】 ▲ 63.4 Ｄ

Ｄ 県民生活習慣実態調査8 ★ 8-1-11 県民の一日の平均歩数の増加【再掲】 ▲ 150.5

県民生活習慣実態調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

全体 ⑰ 60.5 ㉓ 55.0 52.9 以下 72.4 Ｂ Ｂ

男性 ⑰ 81.4 ㉒ 73.1 71.2 以下 81.4 Ｂ

女性 ⑰ 44.7 ㉓ 40.4 39.1 以下 76.8 Ｂ

全体 ⑰ 69.9 ㉓ 63.5 55.6 以下 44.8 Ｃ

男性 ⑰ 98.1 ㉓ 90.6 74.2 以下 31.4 Ｃ

女性 ⑰ 47.5 ㉓ 43.1 39.7 以下 56.4 Ｂ

推定数

123 千 ㉓ 128 千人 116 千人 以下 ▲ 71.4 Ｄ 健康データウェアハウス

推定数

106 千 ㉓ 103 千人 100 千人 以下 50.0 Ｂ
推定数

46 千人 ㉓ 42 千人 43 千人 以下 133.3 Ａ 健康データウェアハウス

推定数

40 千人 ㉓ 44 千人 38 千人 以下 ▲ 200.0 Ｄ
推定数

135 千人 ㉓ 122 千人 129 千人 以下 216.7 Ａ 健康データウェアハウス

推定数

54 千人 ㉓ 44 千人 50 千人 以下 250.0 Ａ

20-60歳代男性 ⑪ 34.4% ㉔ 32.7% 15.0% 以下 8.8 Ｃ

40-60歳代女性 ⑪ 38.7% ㉔ 27.2% 20.0% 以下 61.5 Ｂ

小学3年生 ⑱ 10.6% ㉔ 10.8% 8.0% 以下 ▲ 7.7 Ｄ

小学6年生 ⑱ 14.9% ㉔ 12.4% 10.8% 以下 61.0 Ｂ

中学3年生 ⑱ 12.1% ㉔ 9.9% 10.2% 以下 115.8 Ａ

高校3年生 ⑱ 15.9% ㉔ 13.6% 11.2% 以下 48.9 Ｃ

Ｂ 学校保健統計調査

県民生活習慣実態調査

7 ★ 8-1-9

児童・生徒の肥満児（村田式による標準体
重の20%以上）の割合の減少（適正体重維
持者の割合の増加）【再掲】

54.5

6 ★ 8-1-8
成人の肥満者（BMI≧25.0）の割合の減少
（適正体重維持者の割合の増加）【再掲】

35.1 Ｃ

1 ★ 8-1-1
脳血管疾患死亡数の減少（人口10万対年齢
調整死亡率）

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

男性 ⑳

▲ 10.7

Ｃ2 ★ 8-1-2
心疾患死亡数の減少（人口10万対年齢調整
死亡率）

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

3 ★ 8-1-3
高血圧症有病者の減少（40～74歳の推定
数）

Ｄ
女性 ⑱

4 ★ 8-1-4
脂質異常症有病者の減少（40～74歳の推定
数）

男性 ⑳

▲ 33.3 Ｄ
女性 ⑳

5 ★ 8-1-5

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）の該当者・予備群の減少（40～74歳の
推定数）

男性 ⑳

233.3 Ａ
女性 ⑳
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＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

 

【評価】  

 ① 脳血管疾患死亡数（人口 10万対年齢調整死亡率）は減少傾向にありますが、目標を達成して

いません。また、全国平均（男 49.5、女 26.9）に比べると非常に高く、47 都道府県の中で、

男女とも最も高くなっています。 

 ② 心疾患死亡数（人口 10万人対年齢調整死亡率）は減少傾向にありますが、目標値とはかなり

差がみられます。また、高血圧症有病者や脂質異常症有病者の減少は、改善がみられません。 

③ １日の平均歩数や運動習慣者の割合や多量に飲酒する人の割合は、基準値より後退（悪化）

しています。 

④ 定期健診等糖尿病、循環器疾患に関連する検診の受診率は、基準値より増加していますが、

目標値には達していません。特定健康診査・特定保健指導の実施率は、上昇傾向にありますが、

目標とは大きな差があります。 

⑤ 定期健診等受診後の糖尿病又は循環器疾患に関わる異常所見者への事後指導、循環器疾患有

病者に対する治療継続指導は、基準値より後退しています。 

脳血管疾患や心疾患の発症リスクを上げる高血圧症有病者や脂質異常症有病者を減少させる

ため、普及・啓発等の取組を一層推進する必要があります。 

受診しやすい環境の整備等により特定健診の受診率の向上をはかるとともに、健康的生活習

慣が定着するよう、個人の状況にあった効果的な特定保健指導や循環器疾患有病者に対する治

療継続指導の徹底が必要です。 

  

16 8-1-7 自分の血圧値を知っている人の割合の増加 ⑪ 79.1% ㉔ 84.2% 90.0% 以上 46.8 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

17 8-1-19
生活習慣病予防のためには健康診断が重要
であることを知っている人の割合の増加

⑪ 79.9% ㉔ 87.7% 90.0% 以上 77.2 Ｂ Ｂ 県民生活習慣実態調査

18 ★ 8-1-10

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）を認知している県民の割合の増加【再
掲】

⑱ 41.5% ㉔ 53.3% 80.0% 以上 30.6 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

平均 判定
出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

19 ★ 8-1-18

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）の概念を導入した保健指導の受診者数
の向上［特定保健指導の実施率］

⑳ 9.8% ㉒ 17.4% 45.0% 21.6 Ｃ Ｃ 厚生労働省提供データ

男性 ⑱ 64.1% ㉔ 53.3% 100.0% ▲ 30.1 Ｄ

女性 ⑱ 67.4% ㉔ 54.5% 100.0% ▲ 39.6 Ｄ

21 8-1-22
循環器疾患有病者に対する治療継続指導の
徹底

⑱ 94.9% ㉑ 92.9% 99.6% 以上 ▲ 42.6 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査

20 ★ 8-1-20
定期健診等受診後の糖尿病又は循環器疾患
に関わる異常所見者への事後指導の徹底

▲ 34.8 Ｄ 県民生活習慣実態調査

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （糖尿病領域） 

 

【到達度】 

到  達  度 項目数 

Ａ：100％以上 （目標達成） 3 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） 3 

Ｃ：0％超 50％未満  （目標に対し 50%未満の達成） 5 

Ｄ：0％以下        （後退） 4 

合   計 15 

領   域   評   価 やや遅れ 

 

【目標項目の達成度】 

<健康水準（状態）に関する目標項目> 

<生活習慣（行動）に関する目標項目> 

 

<知識・意識に関する目標項目> 

 

推定数 推定数

34 千人 ㉓ 34 千人 33 千人 以下 0.0 Ｄ
推定数 推定数

21 千人 ㉓ 18 千人 19 千人 以下 150.0 Ａ
推定数 推定数

135 千人 ㉓ 122 千人 129 千人 以下 216.7 Ａ
推定数 推定数

54 千人 ㉓ 54 千人 44 千人 以下 250.0 Ａ

20-60歳代男性 ⑪ 34.4% ㉔ 32.7% 15.0% 以下 8.8 Ｃ

40-60歳代女性 ⑪ 38.7% ㉔ 27.2% 20.0% 以下 61.5 Ｂ

小学3年生 ⑱ 10.6% ㉔ 10.8% 8.0% 以下 ▲ 7.7 Ｄ

小学6年生 ⑱ 14.9% ㉔ 12.4% 10.8% 以下 61.0 Ｂ

中学3年生 ⑱ 12.1% ㉔ 9.9% 10.2% 以下 115.8 Ａ

高校3年生 ⑱ 15.9% ㉔ 13.6% 11.2% 以下 48.9 Ｃ

3か年平均 3か年平均

143.3 人 151.0 人 129 人 未満 ▲ 53.8 Ｄ Ｄ

3か年平均

6 　
9-1-15 糖尿病性網膜症による視覚障害者数の減少 ⑱ 30 人 24.7 人 28 人 以下 265.0 Ａ Ａ 福祉行政報告例（身体障

害者手帳交付台帳登載

数、視覚障害者のうち糖

5 　9-1-14
糖尿病性腎症によって、新たに透析導入と
なった患者数の減少

⑮
⑯
⑰

㉑
㉒
㉓

日本透析医学会「わが国
の慢性透析療法の現況」

㉑

㉒
㉓

1 ★ 9-1-1

⑳

糖尿病有病者の減少（40～74歳の推定数）
男性 ⑳

健康データウエアハウス

女性 ⑳

75.0 Ｂ

2 ★ 9-1-2

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）の該当者・予備群の減少（40～74歳の
推定数）【再掲】

男性

女性

233.3 Ａ 健康データウエアハウス

⑳

3 ★ 9-1-3
成人の肥満者（BMI≧25.0）の割合の減少
（適正体重維持者の割合の増加）【再掲】

35.1 Ｃ 県民生活習慣実態調査

4 ★ 9-1-4

児童・生徒の肥満児（村田式による標準体
重の20%以上）の割合の減少（適正体重維
持者の割合の増加）【再掲】

54.5 Ｂ 学校保健統計調査

※

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定

男性 ⑪ 7,632 歩 ㉔ 6,311 歩 8,632 歩 ▲ 132.1 Ｄ

女性 ⑪ 7,245 歩 ㉔ 5,556 歩 8,245 歩 ▲ 168.9 Ｄ

男性 ⑪ 32.4% ㉔ 32.8% 40.0% 以上 5.3 Ｃ

女性 ⑪ 32.2% ㉔ 21.9% 40.0% 以上 ▲ 132.1 Ｄ

男性 ⑪ 5,122 歩 ㉔ 5,177 歩 6,422 歩 4.2 Ｃ

女性 ⑪ 3,692 歩 ㉔ 3,901 歩 4,992 歩 16.1 Ｃ

10 ★ 9-1-9
定期健診等の糖尿病、循環器疾患に関連す
る検診受診率の増加【再掲】

20歳以上 ⑯ 68.1% ㉒ 72.5% 75.0% 以上 63.8 Ｂ Ｂ 国民生活基礎調査

11 ★ 9-1-10

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）の概念を導入した健康診査の受診者数
の向上［特定健康診査の実施率］【再掲】

⑳ 37.4% ㉒ 40.7% 70.0% 10.1 Ｃ Ｃ 厚生労働省提供データ

7 ★ 9-1-6 県民の一日の平均歩数の増加【再掲】 ▲ 150.5 Ｄ 県民生活習慣実態調査

8 ★ 9-1-7 運動習慣者の割合の増加【再掲】 ▲ 63.4 Ｄ 県民生活習慣実態調査

9 ★ 9-1-8
高齢者の日常生活における歩数の増加【再
掲】

10.2 Ｃ 県民生活習慣実態調査

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定

12 ★ 9-1-5

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）を認知している県民の割合の増加【再
掲】

⑱ 41.5% ㉔ 53.3% 80.0% 以上 30.6 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
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<環境づくりに関する目標項目> 

 

【評価】 

① 糖尿病有病者（40～74歳）の推定数について、女性は基準値から改善し目標を達成していま

すが、男性は基準値からほとんど改善していません。 

② 糖尿病の慢性合併症に関する指標のうち、糖尿病性網膜症による視覚障害者数については、

基準値から改善し目標を達成していますが、糖尿病性腎症による新規透析導入患者数について

は、基準値から悪化しています。 

➂ 定期健診等の受診率については、基準値から改善していますが、目標を達成していません。

また、定期健診等受診後の異常所見者への事後指導率は改善せず、基準値から悪化しています。 

④ 糖尿病有病者の治療継続率については、基準値から改善し目標を達成しています。 

 

男性の糖尿病有病者数に改善が認められなかったことから、良好な生活習慣への改善により新

規発症者を抑えるとともに、定期健診等の積極的な受診、異常所見者への事後指導の徹底により

有病者の早期発見・早期治療を進める必要があります。 

また、糖尿病有病者に対しては、治療の継続により糖尿病合併症の予防に努めるよう促してい

くことが重要です。 

  

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定

13 ★ 9-1-11

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
群）の概念を導入した保健指導の受診者数
の向上［特定保健指導の実施率］【再掲】

⑳ 9.8% ㉒ 17.4% 45.0% 21.6 Ｃ Ｃ 厚生労働省提供データ

男性 ⑱ 64.1% ㉔ 53.3% 100.0% ▲ 30.1 Ｄ

女性 ⑱ 67.4% ㉔ 54.5% 100.0% ▲ 39.6 Ｄ

15 9-1-13

糖尿病有病者に対する治療継続指導の徹底
（糖尿病が強く疑われる人のうち治療を受
けている人の割合）

⑱ 57.6% ㉔ 65.5% 60.5% 以上 272.4 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

14 ★ 9-1-12

定期健診等受診後の糖尿病又は循環器疾患
に関わる異常所見者への事後指導の徹底
【再掲】

▲ 34.8 Ｄ 県民生活習慣実態調査
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （不慮の事故領域） 

 

【到達度】 

   

到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成） 1 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成） - 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成） 2 

Ｄ：0％以下       （後退） 1 

   合   計 4 

領   域   評   価 やや遅れ 

 

【目標項目の達成度】 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

＜環境づくりに関する目標項目＞ 

 

【評価】  

  ① 不慮の事故の死亡率は、平成 23 年度では東日本大震災津波による影響が考えられること

から平成 22年度の数値で評価を行いましたが、目標値である全国値を上回っています。 

②「応急措置や心肺蘇生の方法を知っている人の割合の増加」や「家庭内での事故防止対策を

実施予定でない家庭の割合の減少」について目標を達成していないため、今後も継続した県

民への情報提供が必要と考えられます。 

  

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定

平均 判定

評価用
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値 出典

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定

2 10-1-2
応急措置や心肺蘇生の方法を知っている人
の割合の増加

⑪ 44.6% ㉔ 56.4% 70.0% 以上 46.5 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

3 10-1-3

高齢者にとっての安全で暮らしやすい住宅
環境やその改善方法を知っている人の割合
の増加

⑪ 59.4% ㉔ 68.5% 60.0% 以上 1,516.7 Ａ Ａ 県民生活習慣実態調査

4 10-1-4
家庭内での事故防止対策が未実施で、実施
予定のない家庭の割合の減少

⑪ 29.4% ㉔ 28.1% 20.0% 以下 13.8 Ｃ Ｃ 県民生活習慣実態調査

㉒ 42.3 32.2 ▲ 71.2 Ｄ Ｄ

㉓ 475.0 47.1 ▲ 4,854.4 Ｄ

38.1 県保健福祉年報1 ★ 10-1-1

ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）、誤飲に
よる窒息や中毒、溺死、転落、交通事故な
どの不慮の事故による死亡数の減少（人口
10万対死亡率）

⑩
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      健康いわて 21 プラン最終評価調書 （自殺領域） 

 

【到達度】 

 到達度  項目数 

Ａ：100％以上     （目標達成）    － 

Ｂ：50％以上 100％未満 （目標に対し 50％以上の達成）    － 

Ｃ：0％超 50％未満     （目標に対し 50%未満の達成）    － 

Ｄ：0％以下       （後退）    ２ 

       合   計   ２ 

領   域   評   価  遅れ 

 

【目標項目の達成度】 

 

＜健康水準（状態）に関する目標項目＞ 

 

＜知識・意識に関する目標項目＞ 

 

【評価】  

 ① 自殺による死亡数や 1年間に自殺を考えたことがある人がともに基準値より後退（悪化）し

ています。自殺者による死亡数を男女別でみると、男性の増加の割合が高くなっています。 

 ② 総合的かつ効果的に自殺対策を推進していくため、「岩手県自殺対策アクションプラン」（平

成 23年 11月策定）に基づき、行政機関、関係機関・団体等、官民一体となった総合的な取組

みを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均 判定
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

出典

平均 判定
№ 目標項目   （★印：代表目標項目） 区分 基準値

年
度

最新値
目標値
（Ｈ25）

到達度 判定
評価用

出典

全体 ⑨ 25.8 ㉓ 28.2 ㉖ 25.8 ▲ 9.3 Ｄ Ｄ

男性 ⑨ 36.5 ㉓ 41.8

女性 ⑨ 15.9 ㉓ 15.7

1 ★ 12-1-1
自殺による死亡数の減少（人口10万対死亡
率）

人口動態統計（国は５年
ごと、県は環境保健研究
センターにて毎年算出）

2 12-1-2 一年間に自殺を考えたことのある人の減少 ⑪ 1.0 ㉔ 1.4 0.5% 以下 ▲ 40.2 Ｄ Ｄ 県民生活習慣実態調査



第２章 本県の人口等の現状  ３ 健康いわて 21 プランの最終評価 

- 36 - 

 



 

 

 

 

 

 

第３章 目指す姿と基本的な方向 
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１ 目指す姿 

（１） 目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県は、全国と同様に急激な少子高齢化が進んでおり、平成 24 年に 27.9％である高齢

化率はおよそ 10年後（平成 32年）には 33.6％と、県民の３人に１人が高齢者となること

が見込まれています。 

 

○ そのような超高齢社会を見据え、本プランでは次の姿を「目指す姿」として掲げ、県民

の健康づくりを推進します。 

・ 子どもから高齢者まで、また、病気や障がい等の有無に関わらず、それぞれの力を生

かし、共に助け合いながら、いきいきと暮らすことができる「いわて」を目指します。 

 

・ 県民一人ひとりが自らの健康を自覚し健康的な生活習慣を確立するとともに、社会全

体で県民の主体的な健康づくりを支援する社会の確立を目指します。 

 

 

（２） 全体目標 

 

 

 

 

 

○ 超高齢社会においても活力ある社会を築き上げるためには、高齢者が健康で生きがい

を持てる社会であることが不可欠です。 

 

○ そこで、すべての県民が生涯を通じて心身ともに健康で質の高い生活を送ることを表

す指標として、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である

健康寿命を最も重要な指標とし、この健康寿命を延伸することを本プランの全体目標

の一つとします。 

 

 

 

 

 

目指す姿 

「共に生きるいわて」の実現 

全体目標① 健康寿命の延伸 
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○ 本県の脳血管疾患の年齢調整死亡率は年々減少傾向にありますが、全国との差は広が

っており、平成 22年には都道府県別で男女ともワースト１位となっています。 

 

○ そこで、この本県独自の課題を緊急かつ速やかに解消する必要があることから、脳血

管疾患の年齢調整死亡率の一層の減少をもう一つの全体目標として掲げます。 

 

○ なお、統計上は脳血管疾患の年齢調整死亡率を指標としますが、脳血管疾患の大部分を

占め、また、県民の皆さんにも分かりやすい「脳卒中」をキーワードとし、まずは全国ワ

ースト１からの脱却、ひいては死亡率を全国水準に近づけていくことを目標とします。 

 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

健康寿命の延伸（年） 

健康 

寿命 

男性 ６９．４３ 

平均寿命の増加分

を上回る健康寿命

の増加 

女性 ７３．２５ 

平均 

寿命 

男性 ７８．５３ 

女性 ８５．８６ 

【目標設定の考え方】 

・ 生活習慣病の対策により、健康寿命がどの位伸びるかを推定するためのエビデンスが存

在しないことなどから、健康寿命の延伸を図り、日常生活に制限のある期間をできるだけ

短くすることを掲げた「平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」を具体的な目標とし

ます。 

脳卒中死亡率全国ワー

スト１からの脱却 

都道府県 

順位 

男性 全国ワースト１ 全国ワースト１か

らの脱却 女性 全国ワースト１ 

脳血管疾

患年齢調

整死亡率 

男性 
全国との格差 

２０．６ポイント 
全国との格差の縮小 

女性 
全国との格差 

１０．２ポイント 

【目標設定の考え方】 

・ 脳血管疾患年齢調整死亡率の低下については、後述する脳血管疾患分野で具体的な目標

を設定しています。 

  ここでは、全国ワースト１からの脱却を目標として設定しますが、それに甘んじること

なく、全国との格差の縮小を同時に達成することを目標として重点的かつ全県的な取組と

して脳卒中対策を推進します。 

 

全体目標② 「脳卒中死亡率全国ワースト１」からの

脱却 
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２ 基本的な方向 

 

 

 

 

   ○ 脳卒中（脳血管疾患）の死亡率（年齢調整死亡率）を低下させることは、本県の最も重

要かつ緊急的な課題です。 

 

   ○ そこで、脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却を基本的な方向の一つとします。 

 

   ○ 具体的な取組としては、取組の趣旨に賛同する団体を構成員とする「脳卒中対策推進県

民会議」を新たに設置し、これらの構成員による主体的な取組を促進し、県民が健康づく

りに取り組みやすい環境の整備を図ります。 

 

   ○ 構成員として、幼稚園、学校などの教育機関、市町村や国保連、協会けんぽなどの医療保

険者、事業所や商工関係団体、労働安全衛生関係団体などの職域の健康づくりに関係する団

体、医師会や歯科医師会、看護協会や栄養士会などの保健医療に関わる職能団体、がん検診

や特定健診などに関わる検診機関、食生活改善推進員団体連絡協議会や保健推進員団体、老

人クラブなどの地域の健康づくりに関係する団体など、子どもから高齢者まで広く健康づく

りに取り組めるよう、各種の団体に参加を働きかけます。 

 

   ○ 取組に当たっては、「食生活改善」、「健康運動」、「禁煙」などのテーマを設け、構成員の

取組が一体的なものとなるよう、また、県民の皆さんにも分かりやすく、取り組みやすい

活動となるよう努めます。 

 

   ○ また、構成員の活動についてインターネットなどで広く情報発信するとともに、各種の

広報活動を通じて県民の皆さんの意識の醸成に努めます。 

  

（１） 脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却 
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図１ 「脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却」推進イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ 健康であることとは病気にかからないことでもあり、本県の３大死因である、がん、脳

血管疾患（脳卒中）、心疾患を予防することが健康寿命の延伸に効果が高いと考えられます。 

 

   ○ また、脳血管疾患や心疾患の危険因子であり、神経障害や網膜症などの合併症を併発す

る糖尿病を予防することも重要です。 

 

   ○ そこで、目指す姿の実現及び全体目標を達成するため、これらの生活習慣病を予防する

こと、及び、重症化を予防することを基本的な方向の一つとします。 

 

   ○ 具体的な取組については第４章「基本的な方向を実現するための取組と目標」で詳述し

ます。（基本的な方向(3)～(6)についても同様です。） 

 

 

 

　・　ウォーキングコース等の整備、運動サークル等の結成　など

　・　禁煙・分煙の飲食店等の拡大、職場や公共的施設での受動喫煙防止対策　など

食生活改善

健康運動

食生活改善

健康運動

禁　　　煙

　・　「県民減塩運動」、「野菜一皿運動」など、キャッチフレーズに基づく統一的な取組
　・　地域での栄養教室、職場での料理教室、学校等での食育　など

　・　「歩数アップ運動」、「１万歩運動」など、キャッチフレーズに基づく統一的な取組
　・　健康運動教室、ウォーキング大会、職場での手軽な運動　など

　・　県民大会の開催、構成員による一斉行動、家庭への訪問活動
　・　ホームページ等での広報活動、構成員の自主的活動の情報発信　など

　・　食事バランスガイドの普及、外食栄養成分表示店の拡大　など

　

禁　　　煙
　・　「世界禁煙デー」、「禁煙週間」における重点的な取組
　・　禁煙・喫煙防止教室、　禁煙指導（医療機関・薬局）　など

脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却

健康運動禁 煙三本柱

具

体

の

取

組

危険因子 喫 煙 メタボ

【本県の独自課題】
脳卒中年齢調整死亡率（岩手） H22:男性70.1 女性37.1

（全国） H22:男性49.5 女性26.9

生活習慣

食生活改善

喫煙 栄養・食生活 身体活動・運動 特定健診・特定保健指導

⇒禁煙 ⇒減塩・バランスのとれた食事 ⇒歩数増加、運動習慣定着 ⇒受診率・実施率の向上

高血圧

脳卒中対策推進県民会議

構
成
員

保健医療に関わる

職能団体 検診機関医療保険者
健康づくり推進

関係団体
職域

（企業等）

県

民

一

体

と

な

っ

た

取

組

教育機関

実践活動

環境整備

普及啓発

健康的な生活習慣の定着 健康意識の向上・県民意識の醸成

（２） 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 
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   ○ 生活習慣病の発症を予防するためには、県民の健康の増進を形成する基本要素となる栄

養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び口腔の健康に関する生活習慣の改善

が重要です。 

 

   ○ また、生活習慣の改善を含めた健康づくりを効果的に推進するには、個人の意識と行動

だけではなく、個人を取り巻く社会環境が整備・改善されていることも重要です。 

 

   ○ そこで、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び口腔の健康に関する生

活習慣及びそれらの社会環境を改善することを基本的な方向の一つとします。 

 

 

 

 

 

   ○ 県民が生涯にわたって健康な日常生活を営んでいくためには、乳幼児期から高齢期まで、

それぞれのライフステージに応じた健康な生活習慣づくりに取り組むことが必要です。 

 

   ○ 子どもであれば、成長期における身に付けるべき生活習慣としての健康づくり、高齢期

であれば高齢化に伴う身体的、社会的機能の低下を遅らせるための健康づくり、成人期で

あれば働く世代のストレス対策としての健康づくりなど、それぞれのライフステージに応

じた健康づくりが必要となります。 

 

   ○ そこで、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上を基本的な方向の一つとします。 

 

 

 

 

 

   ○ 個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、社会全

体として、個人の健康を支え、守る環境づくりに努めていくことが重要であり、行政機関

のみならず、企業や民間団体等の積極的な参加・協力を得ながら県民が主体的に行う健康

づくりの取組を総合的に支援する環境を整備していく必要があります。 

 

   ○ また、地域や世代間の相互扶助など、地域や社会の絆、職場の支援等が機能することによ

り、社会全体が相互に支え合いながら、県民の健康を守る環境を整備することも必要です。 

 

   ○ そこで、健康を支え、守るための社会環境の整備を基本的な方向の一つとします。 

（３） 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び 

 口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 

（４） 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

（５） 健康を支え、守るための社会環境の整備 
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   ○ 平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災津波は、本県を含む三陸沿岸地域に大きな

被害をもたらし、その復興もいまだ道半ばであり、被災者の心身の健康を守るため、これ

からもきめ細やかな健康支援やこころのケアなどに取り組んでいく必要があります。 

 

   ○ また、被災市町村における新たなまちづくりと連動し、関係機関・団体やＮＰＯ・企業・教

育機関、ボランティア等、多様な主体の参画による健康づくりを推進していく必要があります。 

 

   ○ そこで、東日本大震災津波後の健康づくりを基本的な方向の一つとします。 

 

 

 

 

図２ 健康いわて 21プラン（第２次）の概念図 

 

 

 

 

 

 

健康寿命の延伸

「脳卒中死亡率全国ワースト１」からの脱却

「共に生きるいわて」

の実現
目
標

生活の質の向上
（個人の視点）

社会環境の質の向上
（個人を取り巻く環境の視点）

①主要な生活習慣病の発症

予防と重症化予防の徹底

③社会生活を営むために必要な

機能の維持及び向上

社会生活機能
の維持・向上

社会参加の
機会の増加

④健康を支え、

守るための

社会環境の整備

ｿｰｼｬﾙｷｬﾋﾟﾀﾙ
の向上

⑤

東日本

大震災

津波後
の健康

づくり

②生活習慣及び社会環境の改善

生活習慣の改善（危険因子の低減） 社会環境の改善

脳卒中（脳血管

疾患）・心疾患

健康いわて21プラン（第２次）

慢性閉塞性肺疾患

が ん

糖尿病 こころの健康 次世代の健康 高齢者の健康

栄養・食生活 休 養身体活動・運動 飲 酒 喫 煙 口 腔

（６） 東日本大震災津波後の健康づくり 
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第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 
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１ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底  

（１） がん 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① がんの予防 

○ 本県における平成 23 年のがんによる死亡者数は 4,273 人で、東日本大震災津波に

よる不慮の事故が第１位、続いてがんの順になっていますが、昭和 59年から平成 22

年までは、死亡原因の第１位となっています。 

 

○ 平成 23年の本県の 75歳未満のがんの年齢調整死亡率は、男性 116.3（全国 107.1）、

女性 59.0（全国 61.2）で、都道府県別には、男性がワースト８位となっています。（図

表 2-7） 

 

○ また、平成 12年から平成 23年までの推移をみると、男性では全国で約 31低下し

ているのに対し、本県では約 14の低下にとどまっており、女性では全国で約 10低下

しているのに対し、本県では約６の低下となっています。（図表 4-1） 

 

○ 岩手県地域がん登録（平成 21 年診断例）によれば、本県のがんの年齢調整罹患率

（人口 10 万人対）は、高い順から、男性では大腸がん（92.3）、胃がん（79.7）、前

立腺がん（60.2）となっており、女性では乳がん（80.2）、子宮がん（55.0）、大腸が

ん（53.9）、となっています。（図表 4-2） 

 

○ さらに、平成 23 年の部位別の死亡率をみると、高い順から、男性では気管・気管

支・肺（21.2）、大腸（結腸・直腸）（15.6）、胃（15.1）となっており、女性では乳房

（9.5）、大腸（結腸・直腸）（7.7）、気管・気管支・肺（6.1）となっています。（図表

4-3） 

 

● 今後、人口の高齢化とともに、がんの死亡者数及び罹患者数が増加していくことが

予測され、この増加を可能な限り抑える取組が重要です。 

 

● 本県のがんの 75歳未満の年齢調整死亡率は、漸減傾向にある一方で、平成 21年か

ら全国よりも高い状況にあり、死亡率のさらなる低下に向けた取組を進めることが重

要です。 

 

 

 がんの危険因子には、喫煙、過剰飲酒、身体活動の低下、肥満・やせ、野菜や果物

の摂取不足、塩分の過剰摂取、ウイルス等への感染などが挙げられますが、がんを予

防するためにはこれらの生活習慣の改善や感染症対策が重要です。 

 また、がんの早期発見、重症化予防のためにはがん検診を定期的に受けることが重

要です。 
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● がんの原因には、喫煙（受動喫煙を含む）、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス

感染など様々なものがあり、がんの予防においては、これらの生活習慣の改善やがん

と関連するウイルスの感染予防等が重要であることから、各分野（栄養・食生活、身

体活動・運動、喫煙、飲酒等）の関連する施策、さらには「第２次岩手県がん対策推

進計画」や「岩手県肝炎対策計画（第２期計画）」をはじめとする他計画とも連携し

ながら、総合的な取組を進める必要があります。 

 

● がんの予防を効果的に推進するためには、がんの死亡や罹患に関する正確なデータ

（部位別・男女別・圏域別等）を把握する必要があり、特にがん患者の５年生存率な

どの重要な情報を提供する岩手県地域がん登録については、その利活用に積極的に取

り組むとともに、精度の向上をはじめとする機能強化・拡充を図る必要があります。 

（図表 4-1） がんの 75歳未満の年齢調整死亡率の推移（男女、全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：独立行政法人国立がん研究センター「人口動態統計による都道府県別がん死亡データ」 

（図表 4-2） 主要な部位別がんの年齢調整罹患率（男女） 

 
出典：岩手県地域がん登録 

（図表 4-3） がんの部位別死亡率（男女） 

  
出典：独立行政法人国立がん研究センター「人口動態統計による都道府県別がん死亡データ」 
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② がんの早期発見 

○ がんの早期発見・早期治療にとって、定期的ながん検診の受診が重要であり、本県

の市町村・企業等のがん検診受診率は、胃がん検診（H22：36.1％）、肺がん検診（H22：

31.5％）、大腸がん検診（H22：31.1％）、子宮（頸）がん検診（H22：25.6％）、乳が

ん検診（H22：26.0％）となっており、全てのがん検診で全国より高い状況にありま

す。（図表 4-4） 

 

● がんの年齢調整死亡率を下げるためには、がんの早期発見・早期治療の観点から、

がん検診受診率を 50％以上にする必要があることから、引き続き未受診者を対象とす

る普及啓発や受診勧奨などの受診率向上施策を推進する必要があります。 

（図表 4-4） がん検診受診率の状況（全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

○ がん検診の有所見者には精密検査が実施されていますが、本県の市町村が実施する

がん検診の精密検査受診率は、胃がん検診（H22：87.0％）、肺がん検診（H22：88.8％）、

大腸がん検診（H22：81.8％）、子宮頸がん検診（H22：85.4％）、乳がん検診（H22：

87.8％）となっており、全てのがん検診で全国より高い状況にあります。（図表 4-5） 

 

● がんの早期発見・早期治療のためには、定期的ながん検診受診に加えて、有所見者

には精密検査を受診することが重要ですが、本県の市町村が実施する精密検査におい

て未受診者がいることから、引き続き未受診者を対象とする普及啓発や受診勧奨など

の受診率向上施策を推進する必要があります。 

（図表 4-5） がん検診精密検査受診率の状況（全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 

平成 22年度 

平成 22年 
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○ 岩手県地域がん登録（平成 15年から平成 17年診断例）によれば、「検診群」（がん

検診によってがんが発見された群）と「外来群」（医療機関においてがんが発見された

群）の５年生存率を比較した場合、（胃がん（検診群 96.6、外来群 57.4）、肺がん（検

診群 53.4、外来群 24.0）、大腸がん（検診群 100.0、外来群 66.0）、子宮がん（検診群

97.7、外来群 69.0）、乳がん（検診群 99.5、外来群 86.4）となっており、「検診群」

の５年生存率が「外来群」に比較して顕著に高い状況にあります。（図表 4-6） 

 

● 岩手県地域がん登録における「検診群」と「外来群」の５年生存率の比較などから、

がん検診受診によるがんの早期発見・早期治療の重要性が明らかとなっており、がん

登録によって得られたデータを積極的に利活用することなどにより、受診率向上の取

組を推進することが必要です。 

（図表 4-6） 検診群と外来群の５年生存率の比較（Ｈ15-Ｈ17年診断例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

75 歳未満のがん（全がん）の年齢調整死亡

率の低下（人口 10万対） 
㉓８５．７ ㉙７２．８ 

がん検診受診率の向上（％） 

胃がん ㉒３６．１ ㉘５０．０ 

肺がん ㉒３１．５ ㉘５０．０ 

大腸がん ㉒３１．１ ㉘５０．０ 

子宮（頸）がん ㉒２５．６ ㉘５０．０ 

乳がん ㉒２６．０ ㉘５０．０ 

精密検査受診率の向上（％） 

胃がん ㉒８７．０ ㉘９０．０ 

肺がん ㉒８８．８ ㉘９０．０ 

大腸がん ㉒８１．８ ㉘９０．０ 

子宮頸がん ㉒８５．４ ㉘９０．０ 

乳がん ㉒８７．８ ㉘９０．０ 

出典：岩手県地域がん登録 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①がんの予防 

各分野（栄養・食生活、身体活動・運動、喫

煙、飲酒等）の生活改善に関する施策の実施

及び「第２次岩手県がん対策推進計画」と連

携した正しい知識の普及啓発 

◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ 

「世界禁煙デー」等の機会を通じたたばこの

健康への悪影響に関する知識等の普及啓発

や、禁煙支援、受動喫煙防止対策 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

「岩手県肝炎対策計画（第２期計画）」と連携

した、肝炎ウイルスに関する正しい知識の普

及啓発や検診の推進 

◎ ◎ 

 ○ ○ ○ ◎ 

岩手県地域がん登録データの利活用及びがん

登録等の推進に関する法律を踏まえた「全国標

準データベースシステム」への移行による機能

強化・拡充 

◎ △    ◎  

②がんの早期

発見 

「健康増進普及月間」（９月）や「乳がん月間」

（10月）などの機会を通じた、がんの正しい知

識やがん検診受診の重要性に関する普及啓発 

◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

検診機関や関係機関・団体と連携した、がん

検診未受診者が受診しやすい環境の整備（が

ん検診の実施期間の拡大、働く世代の受診に

配慮した休日・夜間帯の検診実施、特定健診

等との同時実施など） 

○ ◎  ○ ◎ ◎ ◎ 

がんの種類や対象地域等を選定した重点的な

普及啓発活動や保健推進（委）員による受診

勧奨等 

◎ ◎  ○ ○ ◎ ○ 

企業・医療保険者・検診機関等による課題対

策検討会など、職域におけるがん検診受診率

向上対策の検討（課題共有、受診率把握、効

果的取組の検討など） 

◎ △  ◎ ◎ ○  

職域向け普及啓発リーフレットの配付などに

よる、雇用主や被雇用者のがん検診受診意識

の醸成 

◎ ○  ◎ ◎ ○ ○ 

主に働く世代を対象とした、市町村が実施す

る「がん検診無料クーポン」、及び、「検診手

帳」の配布と連携した職域における受診率向

上のための取組などの実施 

◎ ◎  △ ◎ ○ ○ 
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項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

②がんの早期

発見（続き） 

コール・リコール（がん検診の受診勧奨・再

受診勧奨）について、市町村や検診機関との

検討を進め、その実施を支援 

◎ ◎ 

 △ △ ◎ ○ 

協定締結などによる、企業やＮＰＯ等民間団

体との協力体制の構築 
◎ ○   ◎ ○  

がん検診精密検査の未受診者に対する積極的

な受診勧奨などの取組の実施 
○ ◎ 

  ◎ ○ ◎ 

がん検診精密検査の受診率向上のための、岩

手県地域がん登録データ（※）を利活用した

効果的な普及啓発 

※「検診群」と「外来群」の５年生存率の比

較など 

◎ ○  △ △ △ ○ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 
・がんの医療体制 

・健康づくり 

第２次岩手県がん対策推進計画 

・がんの予防 

・がんの早期発見 

・がん登録 

岩手県肝炎対策計画（第２期計画） 
・検査体制の充実 

・普及啓発活動の推進 
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（２） 脳卒中（脳血管疾患）・心疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 脳卒中（脳血管疾患）・心疾患の年齢調整死亡率の低下 

○ 脳卒中（脳血管疾患）及び心疾患は、がんと並んで日本人の主要死因の大きな一角を

占めており、本県における平成 23年の死亡者数は、心疾患 2,870人、脳血管疾患 2,360

人で、不慮の事故、悪性新生物に次いで、心疾患は３番目、脳血管疾患は４番目に多く

なっています。 

 

○ 平成 22年の本県の脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率は、男性 70.1（全国 49.5）、

女性 37.1（全国 26.9）で、都道府県別には、男女ともワースト１位となっています。

（図表 2-8） 

 

○ 脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率の年次推移をみると、男女とも低下傾向に

ありますが、全国との差は拡大している状況です。（図表 4-7） 

 

○ 平成 22 年の脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率を保健医療圏別にみると、男

性は最も低い盛岡、岩手中部が 64.0 であるのに対し、最も高い久慈が 95.1 となって

います。久慈では、特に成人の肥満者と喫煙率や多量飲酒者の割合が高くなっていま

す。（図表 4-8） 

 

○ また、女性は最も低い気仙が 24.0 であるのに対し、最も高い両磐が 48.5 となって

おり、両磐では多量飲酒者や糖尿病有病者の割合が高くなっています。（図表 4-8） 

 

○ 平成 22 年の本県の心疾患の年齢調整死亡率は、男性 86.2（全国 74.2）、女性 43.0

（全国 39.7）で、都道府県別には、男性がワースト４位、女性がワースト 10 位とな

っています。（図表 2-9） 

 

○ 心疾患の年齢調整死亡率の年次推移をみると、男女とも平成 17年までは全国とほぼ

同じ状況でしたが、平成17年度からは全国よりも高い状況が続いています。（図表4-9） 

 

● 脳卒中（脳血管疾患）及び心疾患の危険因子は多岐にわたることから、それに関わ

る生活習慣である栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙、及び飲酒等の各種の対策に

総合的に取り組むことが必要です。 

 脳卒中（脳血管疾患）と心疾患の危険因子には、高血圧、脂質異常症、喫煙、糖

尿病が挙げられますが、疾患の予防のためにはこれらの危険因子の改善（生活習慣

の改善）を図ることが最も重要です。 

 また、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率を向上しメタボリックシンド

ローム該当者及び予備群を減少することも重要であるほか、重症化防止のために高

血圧及び脂質異常症の治療率を上昇させることも必要です。 
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● また、脳卒中（脳血管疾患）については、その年齢調整死亡率は年々低下傾向にあ

りますが、全国との差が拡大していること、そのことにより平成 22 年の年齢調整死

亡率は男女とも全国ワースト１位となっていることから、本県の最も重要かつ喫緊の

健康課題として、県民全体が一丸となって、全国との格差の縮小及び全国ワースト１

からの脱却に取り組む必要があります 

   

● 本県の脳卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率は、地域により大きな差があること

から、年齢調整死亡率の高い地域においては特に重点的にその改善に取り組む必要が

あります。 

（図表 4-7）脳血管疾患の年齢調整死亡率（男女） 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計（業務加工統計）」 

（図表 4-8） 保健医療圏別脳血管疾患死亡率（年齢調整死亡率、男女） 

 
出典：岩手県環境保健研究センター 

（図表 4-9） 心疾患の年齢調整死亡率（男女） 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計（業務加工統計）」 
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○ 岩手県地域脳卒中登録（平成 22年）によると、臨床診断別比較では脳梗塞が 67.9％

で最も多く、次いで脳出血 23.4％、くも膜下出血 8.4％の順となっています。（図表 4-10） 

また、臨床診断別年齢構成では、65～79 歳が 40.6％と最も多く、次いで 80 歳以上

36.8％、40～64 歳 21.5％の順となっています。（図表 4-11） 

 

● 岩手県地域脳卒中登録により得られたデータは脳卒中対策等の施策に欠くことの

できないものとして医療機関や行政機関に有効に活用されていることから、引き続き

この取組を推進していく必要があります。 

（図表 4-10） 脳卒中の臨床診断別割合（男女計） 

 

出典：岩手県脳卒中登録    

（図表 4-11） 脳卒中の臨床診断別年齢構成の比較 

  出典：平成 22 年岩手県脳卒中登録 

 

② 高血圧の改善 

○ 平成 22 年度の 40～74 歳における収縮期血圧 140mmHg 以上の者の割合は、男性

22.6％（全国 20.5％）、女性 18.5％（全国 16.5％）と全国を上回っており、特に、40

歳から 59 歳までの５歳毎の年齢区分のいずれも全国を上回っています。（図表 4-12） 

 

○ さらに、平成 24 年の収縮期血圧の平均値は、男性 138mmHg、女性 135mmHg と

なっており、正常血圧の 130mmHg に対して高い状況にあります。（岩手県「県民生

活習慣実態調査」） 
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● 高血圧は、脳血管疾患や心疾患などのあらゆる循環器疾患の危険因子であり、他の

危険因子と比べるとその影響は大きくなっています。しかし、本県の収縮期血圧の平

均値は男女とも正常血圧の上限である 130mmHg を超えており、血圧低下に向けた取

組が必要です。 

（図表 4-12） 収縮期血圧 140mmHg以上の者の割合（男女） 

 
出典：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」 

 

③ 脂質異常症の減少 

○ 平成23年の本県のLDLコレステロールが160mg/dl以上の者の割合は、男性7.4％、

女性 10.1％となっており年々低下傾向にあるほか、全国（男性 8.3％、女性 11.7％(H22)）

に比べて低い状況にあります。（図表 4-13） 

  

● 脂質異常症は虚血性心疾患の危険因子であり、LDL コレステロールが高いことは、

脂質異常症の各検査項目の中で最も重要な指標とされています。本県は全国よりも

LDL コレステロールが 160mg/dl 以上の者の割合が低く、年次推移をみても減少傾向

にありますが、LDL コレステロールが 160mg/dl 以上の者の割合の低下に向けた取組

が必要です。 

（図表 4-13） LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 160mg/dl以上の者の割合 

 

出典：岩手県環境保健研究センター 
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④ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

○ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の推定数を男女別にみると、平成 23

年度は男性122千人であり、平成20年度の135千人と比較して減少傾向にあります。

女性は、平成 23 年度の 44 千人に対し、平成 20 年度は 54 千人であり、男性同様に

減少傾向にあります。 

 

○ 本県の平成 22 年の 40 歳から 74 歳のメタボリックシンドロームの該当者及び予

備群の割合は、男性 41.6%、女性 16.2%となっています。また、年齢階級別でみると、

年齢が上がるにつれて割合が高くなっています。（図表 4-14） 

 

● メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は深く、脳血管疾患による死亡者

を減少させるためには、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群を減少するこ

とが重要です。 

 

● メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合を男女別にみると、女性の約

２割に対して男性は約４割と多く、特にも男性の該当者及び予備群の割合を減少する

ことが重要です。 

（図表 4-14） メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（年齢男女別） 

 
出典：平成 22年度いわて健康データウェアハウス       
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⑤ 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上 

○ 本県の平成 22 年度の特定健康診査の受診率は 40.7％で上昇傾向にありますが、全

国（41.3％）よりも低く、健康いわて 21 プランの目標である 70％の半分を超えた程

度にとどまっています。 

 

○ 本県の平成 22 年度の特定保健指導の実施率は、17.4％で上昇傾向にあり、全国

（12.3％）よりも高い状況にありますが、健康いわて 21 プランの目標である 45％の

半分にも達していません。 

 

● 平成 18 年の医療構造改革によって、メタボリックシンドロームに着目した健診と保

健指導を医療保険者に義務付ける、特定健診・特定保健指導の制度が導入されました。 

メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は深く、メタボリックシンドロー

ム該当者に対して改善を促すためにも、特定健康診査受診率・特定保健指導実施率を

向上させることが重要です。 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

脳血管疾患の年齢調整死亡率の 

低下（人口 10 万対） 

男性 ㉒７０．１ ５９．０ 

女性 ㉒３７．１ ３４．０ 

心疾患の年齢調整死亡率の低下 

（人口 10 万対） 

男性 ㉒８６．２ ７４．４ 

女性 ㉒４３．０ ３８．５ 

収縮期血圧の平均値の低下 

（mmHg） 

男性 １３８ １３４ 

女性 １３５ １３１ 

LDL コレステロールが 160mg/dl

以上の者の割合の低下（％） 

男性 ㉓ ７．４ ５．６ 

女性 ㉓１０．１ ７．６ 

メタボリックシンドロームの該当者及び予

備群の減少（千人） 
㉓１６６ 

㉙  H23 比 

 ２５％減 

特定健康診査受診率・特定

保健指導実施率の向上（％） 

特定健康診査 ㉒４０．７ ㉙７０．０ 

特定保健指導 ㉒１７．４ ㉙４５．０ 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①脳卒中（脳

血管疾患） 

・心疾患の

年齢調整死

亡率の低下 

県民や行政及び関係団体等が参画した推進会

議の設置、及び、推進会議構成員の主体的な

取組による県民が一体となった生活習慣改善

の推進 

◎ ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎ 

ＴＶＣＭや多様な広報手段を活用した正しい

知識の普及啓発、及び、栄養・運動教室など

脳卒中予防のための具体的な行動につながる

機会の提供 

◎ ◎  ○ ○ ◎ ◎ 

ライフステージに応じた生活習慣病予防の普

及啓発 
◎ ◎ △ ○ ◎ ◎ ○ 

生活習慣病予防のための普及啓発や実践活動

に取り組むボランティア等の人材育成 
◎ ◎  △ △ ○  

脳卒中（脳血管疾患）・心疾患の危険因子（高

血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症など）に関

わる生活習慣（栄養・食生活、身体活動・運

動、飲酒及び喫煙等）の総合的な取組 

◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

岩手県地域脳卒中登録の利活用と心疾患登録

の実施についての検討 
◎ △   △ ◎  

②高血圧の改

善 

 

高血圧の予防・改善のための栄養・食生活、身

体活動・運動、飲酒に関する取組の実施 
◎ ◎ △ ○ ◎ ◎ ◎ 

高血圧者への降圧薬服用の促進や医療機関へ

の受診勧奨、診療連携の促進及び尿検査等に

よる適切な食塩摂取量の把握 

◎ ◎  ◎ ◎ ○ ◎ 

③脂質異常症

の減少 

 

脂質異常症の予防・改善のための栄養・食生活、

身体活動・運動に関する取組の実施 
◎ ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎ 

脂身の多い肉の摂取を控えることや、油を使

わない調理方法などの普及啓発 
◎ ◎ ○  △ ◎ ○ 

④メタボリッ

クシンドロ

ームの該当

者及び予備

群の減少 

メタボリックシンドロームの予防・改善のた

めの栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙に

関する取組の実施 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

⑤特定健康診

査受診率・

特定保健指

導実施率の

向上 

 

特定健診の実施期間の拡大や主に働く世代の

受診に配慮した休日・夜間帯の健診実施、がん

検診等との同時実施などの未受診者が受診し

やすい環境の整備の取組や、保健推進（委）員

等による受診勧奨等の推進 

○ ◎  ◎ ○ ◎ ◎ 

特定健診（特に被扶養者）の受診促進のため

の医療保険者や健診機関による課題調整会議

など、職域における特定健診受診率の向上対

策の検討 

◎ ○  ◎ ○ ◎  

健康データウェアハウスの運用による、生活

習慣病に関連した情報の収集・分析・提供 
◎ ◎ ○ ○    

特定健康診査や特定保健指導の従事者の資質

向上 
◎ ◎  ○ ◎   

【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 

・脳卒中の医療体制 

・急性心筋梗塞の医療体制 

・健康づくり 
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（３） 糖尿病 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 糖尿病有病者の増加の抑制 

○ 平成 23年度の特定健康診査の受診者において、糖尿病有病者（糖尿病が強く疑われる者）

の割合は男性が 13.0％、女性が 7.3％となっています。また、年齢が高くなるほど割合は

高くなり、70歳代前半では、男性が 17.1％、女性が 10.4％となっています。（図表 4-15） 

 

○ 40～74 歳における糖尿病有病者の推定数は、平成 20 年度から 52,000 人～56,000

人で推移し、平成 23年度は 52,400人となっています。（図表 4-16） 

 

● 糖尿病有病者の割合は、年齢とともに高くなることから、今後も高齢化による有病

者の増加が懸念されます。このため、栄養、運動等の生活習慣を改善するほか、特定

健康診査を始めとした健康診査により糖尿病予備群やメタボリックシンドローム該当

者・予備群を早期に発見し、保健指導を徹底することが必要です。 

 
（図表 4-15） 糖尿病有病者の割合（男女） 

 

（図表 4-16） 糖尿病有病者推定数の推移 

 

 糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、腎症、網膜症、神経障害、足病変、歯周病と

いった合併症を併発するなどによって、生活の質並びに社会経済的活力と社会保障資

源に多大な影響を及ぼすことから、「発症予防」、「合併症予防」、「合併症による臓器

障害の予防・生命予後の改善」といった多段階における対策が必要です。 
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② 糖尿病の疾病管理 

○ 医師から糖尿病と指摘されたことがある者のうち、糖尿病の治療を行っている者の

割合は、平成 24年度に 65.5％となっており、残りの 34.5％の者は医療機関を受診し

ていないか、治療を始めても途中で中断しています。 

 

● 特定健康診査を始めとした健康診査により糖尿病要治療となった者に対しては、治

療勧告等の事後指導を徹底し、医療機関にて継続的に治療を受けるよう促すことが重

要です。 

 

③ 糖尿病合併症の発症防止 

○ 糖尿病に長期間罹ることにより、脳血管疾患、心筋梗塞、腎症、網膜症、神経障害、

足病変（足壊疽、足潰瘍）、歯周病といった慢性合併症を併発しやすくなります。特に

糖尿病腎症については、症状の進行に伴って透析導入に至る者が毎年 150人前後みら

れ、新規の透析導入患者の約 4割を占めています。（図表 4-17） 

 

● 糖尿病合併症により生活の質（QOL）が低下することから、糖尿病治療の継続と良

好な血糖コントロールによって、合併症の予防に努めるよう促す必要があります。 

 

（図表 4-17） 糖尿病腎症による新規透析導入患者の状況 

 

 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

糖尿病有病者の増加の抑制（万人） ㉓５．２４ ５．２８ 

治療継続者の割合の向上（％） ６５．５ ７５．０ 

糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数

の減少（人） 

１４４ 

（H20/21/22の３カ年平均） 
１３３ 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県

(

保

健

所

) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 
職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

①糖尿病有病

者の増加の

抑制 

良好な食生活、適度な運動、適正体重の管理、

禁煙、適正飲酒等の生活習慣の重要性の普及

啓発 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 

特定健康診査による糖尿病予備群やメタボリ

ックシンドローム該当者・予備群の早期発見、

特定保健指導による糖尿病有病者の増加の抑

制 

◎ ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎ 

②糖尿病の疾

病管理 

③糖尿病合併

症の発症防

止 

健康診査により糖尿病要治療となった者に対

する医療機関への受診勧奨及び医療機関への

未受診者や治療中断者に対するフォローの促

進 

○ ◎  ◎ ○ ○ ◎ 

糖尿病の悪化及び合併症の予防に係る、糖尿

病治療の継続と良好な血糖コントロールの重

要性の普及啓発及び治療に従事する医療関係

者の資質向上 

◎ ○  ○  ○  

血糖値の自己管理と医療関係者・機関の連携

を推進するための「糖尿病連携手帳」（日本糖

尿病協会編集）の活用促進 

◎ ○  ○  ○ ◎ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 
・糖尿病の医療体制 

・健康づくり 
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（４） 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① COPDの認知度の向上 

○ COPD について、「どんな病気かよく知っている」と答えた県民は 10.6％（全国

7.1％）、「名前は聞いたことがある」県民が 27.1％（全国 18.1）と、COPDの認知度

は全国より高い状況ですが、まだ３分の１程度となっています。（図表 4-18） 

 

● COPDは禁煙による予防と薬物等による治療が可能な疾患であることから、COPD

が予防可能な生活習慣病であることの理解の促進を図る必要があります。 

（図表 4-18） ＣＯＰＤの認知度 

 
資料：GOLD日本委員会調査      

岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

② COPD対策の推進 

○ COPDの年齢調整死亡率の平成 17年と平成22年との推移について全国と比較した

場合、本県は全国よりも低い水準にありますが、全国は男女いずれも低下傾向にある

のに対し、本県男性は横ばい、女性は上昇しており、男女いずれも全国との差が縮ま

ってきています。（図表 4-19） 

 

● 本県の COPDの年齢調整死亡率は男性で横ばい、女性で上昇傾向にあり、禁煙指導、

早期発見による早期治療等を喫緊の課題として取り組んでいく必要があります。 

 

 

10.6 7.1

27.1
18.1

62.3 74.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

岩手県（H24） 全国（H23）

知らない

（無回答含）

名前は聞いた

ことがある

どんな病気か

よく知っている

 慢性閉塞性肺疾患（COPD）とは、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎

症性疾患で、咳・痰・息切れを主な症状とし、徐々に呼吸障害が進行します。 

 また、大多数の患者が未診断、未治療の状況に置かれているといわれ、その最大の

要因は新しい疾患名で十分に県民に認知されていないことにあることから、ＣＯＰＤ

という疾患の認知率を高める必要があります。 



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 １ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の

徹底 (4) 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 

- 64 - 

（図表 4-19） ＣＯＰＤの年齢調整死亡率 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計（業務加工統計）」 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

COPDの認知度の向上（％） ３７．７ ８０．０ 

 

【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①COPD の認

知度の向上 

マスメディアを活用した広報、健康教室や健

康まつり、COPD スクリーニング票の活用な

どを通じた地域住民に対する COPDの理解及

び早期発見の促進 

◎ ◎ 

 ◎ ○ ○ ○ 

②COPD 対策

の推進 

COPD の主要な原因である喫煙の健康への影

響に係る普及啓発、禁煙支援、受動喫煙防止

対策などの促進 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 
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２ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び口腔の健康に関する生活

習慣及び社会環境の改善 

（１） 栄養・食生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 適正体重を維持している者の増加（肥満（BMI25以上）、やせ（BMI18 未満）の減少） 

○ 本県の平成 24 年度の男性（20 歳～60 歳代）及び女性（40 歳～60 歳代）の肥満者

の割合は、男性 32.7％、女性 27.2％であり、全国（平成 22 年 男性 31.2％、女性

22.2％）と比較すると、男女とも高い状況です。（図表 4-20） 

 

○ 肥満者の割合の経年的な変化をみると、男性は、健康いわて 21 プランの基準年で

ある平成 11年が男性 34.4％、女性38.7％に対し、平成 24年が男性 32.7％、女性 27.2％

と低下傾向にあるものの、全国よりは高い状況が続いています。（図表 4-20） 

 

○ 本県の平成 24 年度の 20 歳代女性のやせの者の割合は、18.0％であり、全国（平成

22 年 29.0％）と比較すると低い状況ですが、経年的な変化をみると平成 11 年

（12.1％）からは上昇傾向にあります。（図表 4-21） 

 

● 肥満は、本県の健康課題である循環器疾患、糖尿病及びがん等の生活習慣病のリス

ク要因であり、肥満者を減少させる必要があります。 

 

● 若年女性のやせは、骨量の減少や、低出生体重児出産のリスク要因であり、やせの

者を減少させる必要があります。 

（図表 4-20） 肥満者の割合（20～60歳代男性、40～60歳代女性） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

※全国（国民健康・栄養調査）の H24は H22データである。 

34.4 
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31.2 

25.0

30.0

35.0

H11 H16 H21 H24

％
肥満者の割合の推移（20～60歳代男性）

男性（岩手県） 男性（全国） 38.7 

33.9 

27.6 27.2 
25.6 24.6 

21.8 22.2 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

H11 H16 H21 H24

％
肥満者の割合の推移（40～60歳代女性）

女性（岩手県） 女性（全国）

 栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が健康

で豊かな生活を送るために欠くことのできない営みであり、多くの生活習慣病の予

防のほか、社会生活機能の維持・向上及び生活の質の向上の観点からも重要です。 

 そのため、県民の生活の質の向上及び社会環境の質の向上を図るために、身体的、

精神的、社会的に良好な食生活の実現を図ることを目標とします。 
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（図表 4-21） 20代女性のやせの割合 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

※全国（国民健康・栄養調査）の H24は H22データである。 

 

② 適切な量と質の食事をとる者の増加 

○ 本県の「主食・主菜・副菜をほとんど毎日揃えて食べる者の割合」は 68.8％（平成

24 年度）と、類似した設問の全国（平成 22 年 68.1％）と比べると、ほぼ同率とな

っていますが、７割程度にとどまっています。 

 

○ 本県の食塩摂取量は、平成 11 年度から減少傾向にありますが、11.8ｇ（平成 24 年

度）と全国（平成 22 年 10.6ｇ）より多い状況となっています。（図表 4-22） 

 

○ 本県の野菜摂取量は、平成 11 年度から増加傾向にありますが、平成 24 年度は 316

ｇ（全国：282ｇ(H22)）と各栄養素等の適量摂取が期待される 350ｇよりは低い状況

となっています。（図表 4-22） 

 

○ 本県の果物の摂取量が 100ｇ未満の者の割合は、60.6％（平成 24 年度）と、全国（平

成 22 年 61.4％と比べ、ほぼ同率となっています。 

 

● 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事は食後血糖値の上昇抑制に有効であることや、

良好な栄養素摂取量や栄養状態になることがいわれており、現状の約３割の方が主

食・主菜・副菜を組み合わせていない状況を改善する必要があります。 

 

● 減塩が血圧を低下させ、結果的に循環器疾患を減少させると言われており、本県の

健康課題である脳卒中予防のために、減塩の取組を進める必要があります。 

 

● 野菜、果物の摂取量の増加は、体重コントロールに重要な役割があること、循環器疾

患、２型糖尿病の一次予防に効果があることがいわれており、今後も取組が必要です。 
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（図表 4-22） 食塩摂取量、野菜摂取量 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

※全国（国民健康・栄養調査）の H24は H22データである。 

 

③ 家族等で食事を共にする機会の増加 

○ 本県の「毎日最低１食は家族や友人などと一緒に 30 分以上かけて食事をしている

者の割合」は、65.3％（平成 24 年）となっており、類似した設問の全国（平成 22 年

68.1％）よりわずかに低い状況です。 

 

● 家族との共食頻度が低い場合、児童生徒の肥満・過体重が多いと言われていること

から、家族で食事を共に食べる割合を増加させる必要があります。 

  特に、肥満に係る施策の実施にあたっては、岩手県食育推進計画と連動した取組と

なるようにする必要があります。 

 

④ 外食栄養成分表示登録店の増加 

○ 栄養成分表示を行う飲食店等を県で登録する「外食栄養成分表示登録店」は、平成

11 年度の 51 店舗から平成 24 年度には 297 店舗と増加し、全飲食店の 5.1％となって

います。 

 

○ 登録店数を広域振興局別にみると、県南広域振興局が 34％と最も多いのに対し、県

北広域振興局が 14％と最も低くなっています。 

 

● 登録店は増加傾向にありますが、全飲食店の１割に満たない状況であり、今後も継

続して登録店増加を目指した取り組みが必要です。 

 

● 地域によって、登録店の数に差があることから、登録店が少ない地域での登録店数

の増加が必要です。 

 

⑤ 特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配置の増加 

○ 本県の、管理栄養士・栄養士が配置されている特定給食施設の割合は 89％（平成

24 年度）と、配置されている割合が全国（平成 22 年度 70.5％）よりも高くなって

いますが、全施設には配置されていません。 
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● 特定給食施設で提供される食事内容が、栄養的・衛生的に配慮されたものであれば、

喫食者の健康の維持・増進に寄与することが期待されるため、管理栄養士・栄養士の

配置率を高めることが望まれます。 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

適正体重を維持し

ている者の増加

（肥満（BMI25 以

上）、やせ（BMI18

未満）の減少） 

肥満者の割合（％） 

【20 歳～60 歳・男性】 
３２．７ ３０．０ 

肥満者の割合（％） 

【40 歳～60 歳・女性】 
２７．２ ２６．０ 

やせの者の割合（％） 

【20 歳代・女性】 
１８．０ １２．０ 

適切な量と質の食

事をとる者の増加 

主食・主菜・副菜をほとんど毎

日揃えて食べる者の割合（％） 
６８．８ ８５．０ 

食塩摂取量の平均値（ｇ） １１．８ ８．０ 

野菜摂取量の平均値（ｇ） ３１６ ３５０ 

果物摂取量 100ｇ未満の者の割

合（％） 
６０．６ ３０．０ 

家族等で食事を共

にする機会の増加 

毎日最低１食は家族や友人な

どと一緒に 30 分以上かけて食

事をしている者の割合（％） 

６５．３ ７５．０ 

外食栄養成分表示

登録店の増加 

外食栄養成分表示登録店の数

（店舗） 
２９７ １０００ 

特定給食施設にお

ける管理栄養士・栄

養士の配置の増加 

特定給食施設の管理栄養士・栄養

士の配置率（％） 
８９．０ ９３．０ 

 

【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保

健

所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療
保

険

者 

職
域
（
企
業
等
） 

関

係
団

体

等 

①適正体重を維

持している者

の増加（肥満

（BMI25 

以上）、やせ

(BMI18 未満)

の減少) 

地域保健及び職域保健の健康教室や講演会の

場を通じた適正体重の維持についての保健指

導の実施 

◎ ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎ 

学校保健の場や乳幼児健診の場を通じた適正

体重の維持についての保健指導の実施 
◎ ◎ ◎   ○ ◎ 

体重記録の必要性についての普及啓発や体

重記録のできる器具やインターネットホー

ムページ等の紹介 

◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ○ ○ 
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項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保

健

所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 

職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

②適切な量と

質の食事を

とる者の増

加 

 

「食事バランスガイド」や「適量バランス弁

当箱」を活用した適切な量と質の食事を摂取

することの普及啓発 

◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 

減塩食の調理実習や減塩のために工夫した

調理方法等の指導 
◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

「野菜をプラス１皿」や「野菜から食べよう」

等の声かけ運動の推進 
◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

農政部門及び農業関係団体と連携した地産地

消を活用した野菜・果物の健康機能の普及啓発 
◎ ◎ 

   ◎ ○ 

③家族等で食事

を共にする機

会の増加 

健康教室や健康講演会等における家族で食

事を共に食べることの必要性についての普

及啓発 

◎ ◎ ○ △ △ ◎ ○ 

④外食栄養成

分表示登録

店の増加 

 

「外食栄養成分表示登録店」の拡大や、登録

店舗における栄養成分を表示する料理数の

増加 

◎ △    ○  

ホームページやリーフレット等を活用した

外食栄養成分表示登録店の周知 
◎ △    ○ ○ 

⑤特定給食施

設における

管 理 栄 養

士・栄養士の

配置の増加 

特定給食施設指導等の機会を通じた、管理栄

養士・栄養士の未配置施設に対する配置の必

要性についての指導 ◎ ○      

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 

岩手県食育推進計画 ・望ましい食習慣の形成に向けた食育の推進 
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（２） 身体活動・運動 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 日常生活における歩行数の増加 

○ 本県の平成 24年の 20～64歳の１日平均歩数は、男性が 6,951歩、女性が 6,449歩

であり、健康いわて 21 プランの基準年度である平成 11 年度から平成 24 年度までの

推移をみると改善傾向がみられず、全国（平成 22年 男性 7,841歩、女性 6,883歩）

と比較すると、男女とも全国より低い状況です。（図表 4-23） 

   

○ 65 歳以上の１日平均歩数は、男性は 5,177 歩、女性は 3,901歩であり、平成 11年

度から平成 24年度までの推移をみると改善傾向がみられず、全国（平成 22年 男性

5,628 歩、女性 4,585 歩）と比較すると、男女とも全国より低い状況にあり、特に女

性で全国との差が大きくなっています。（図表 4-24） 

  

● 歩行数は、身体活動の中でも多くの県民にとって日常的に測定・評価できる身体活

動量の客観的な指標であり、脳血管疾患や肥満等生活習慣病を予防し、社会生活機能

を維持・増進する上で、歩行数の増加が有効的であることから、日常生活の中で歩行

数の増加を図る必要があります。 

 

● 特に、65歳以上の高齢者は、何らかの生活習慣病危険因子を有していることが多い

ことから、運動習慣を身につけることにより認知機能や運動器機能の低下などの社会

生活機能の低下を予防する必要があります。 

 

● 余暇時間の少ない働き盛りの世代においては、運動のみならず就業や家事などの場

面での生活活動を含む身体活動全体の増加や活発化を通して、歩行数を増加させる必

要があります。 

（図表 4-23） 一日の平均歩数（20～64歳） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 身体活動・運動が多い人は、不活発な人と比較してがんや循環器疾患などの生活

習慣病の発症リスクが低いことが実証されています。 

 また、我が国では、身体活動・運動の不足は喫煙、高血圧に次いで生活習慣病によ

る死亡の３番目の危険因子であるともいわれているほか、高齢者の認知機能や運動器

機能の低下などの社会生活機能の低下と関係することも明らかになっています。 
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（図表 4-24） 一日の平均歩数（65歳以上） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 

② 運動習慣者の定着 

○ 本県の平成24年度の20～64歳の運動習慣者の割合は、男性が27.4％、女性が14.4％

であり、全国（平成 22年 男性 26.3％、女性 22.9％）と比較すると、女性の割合が

全国より低い状況です。（図表 4-25） 

 

○ 65 歳以上の運動習慣者の割合は、男性が 38.9％、女性が 33.3％であり、全国（平

成 22年 男性 47.6％、女性 37.6％）と比較すると、男女とも全国より低い状況です。 

（図表 4-26） 

 

● 運動習慣は生活習慣病等のリスクの低減や体力の維持・向上に有効であることから、

日常生活の中で無理なく実践できる運動を取り入れる等、運動習慣の定着を図る必要

があります。 

 

● 65歳以上の高齢者は、生活機能低下のリスクを低減させ、自立した生活をより長く

送るために、積極的に体を動かすことにより、身体活動量の維持・増進に努めること

が必要です。 

（図表 4-25） 運動習慣者の割合（20～64歳） 

 

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  
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（図表 4-26） 運動習慣者の割合（65歳以上） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 

   ③ 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備 

    ○ 県が実施した活動状況調査（平成 22年度）によると、「ウォーキングコースの拡充や

健康体操の普及等、県民の運動及び身体活動量増加のための環境整備」について、多く

の市町村が取り組んでいるものの、職域等の取組状況は、6割程度となっています。 

 

● 身体活動の増加や運動習慣の定着のためには、個人に対する啓発だけでなく、自治体

や職域における住環境・就労環境の改善や社会的支援（住民の運動・身体活動の向上に

関する施設の整備、自転車条例の制定やノーマイカーデイーの推進等）を強化していく

必要があります。 

     

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

日常生活における歩行数の増加（歩） 

20歳~64歳男性 ６，９５１ ８，８００ 

 〃  女性 ６，４４９ ８，２００ 

65歳以上男性 ５，１７７ ７，０００ 

 〃   女性 ３，９０１ ５，７００ 

運動習慣者の割合の増加（％） 

20歳~64歳男性 ２７．４ ３８．０ 

 〃  女性 １４．４ ２４．０ 

 〃  総数 １８．９ ２４．０ 

65歳以上男性 ３８．９ ４９．０ 

 〃   女性 ３３．３ ４３．０ 

〃   総数 ３５．６ ４６．０ 

住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自

治体の増加 
１０市町村 ３３市町村 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①日常生活に

おける歩行

数の増加 

 

ウォーキング教室やイベントの開催等、ウォー

キングの体験機会の提供による日常生活での

ウォーキングの習慣化 

◎ ◎  ○ ○ ○ ◎ 

「健康づくりのための身体活動基準 2013」等

を活用した、日常生活の中で取り組みやすい

歩行数増加の方法等についての普及啓発 

◎ ◎  ○ ○ ○ ○ 

働きざかりの世代に対する階段の利用や通勤

における歩行機会の確保等、就業の場面にお

ける身体活動の活発化に向けた普及啓発 

◎ ◎  ○ ◎ ○ ○ 

②運動習慣の

定着 

地域での運動教室の開催等、県民の運動習慣

の定着に向けた取組 
◎ ◎  △ △ ◎ ◎ 

県民が自らの健康状態や生活リズム、好みに

あった運動プランの提供や啓発活動 
◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ○ 

地域で気軽に利用できる運動施設や各種運動

教室等、健康づくりに資する運動に関する情

報の積極的な提供 

◎ ◎  △ △ ◎  

生涯スポーツ振興の拠点となる総合型地域ス

ポーツクラブの創設・育成支援等、県民が日

常的・継続的にスポーツを楽しむことができ

る環境整備 

◎ ◎ ◎     

職域における保健事業等を通じた、働きざか

りの世代が運動しやすい職場づくりの促進 
◎ ◎  ◎ ◎ ○ ○ 

岩手国体等の開催に向け、県民・企業・団体等

と協働し、県民の積極的な参加を促すことによ

る県民のスポーツに対する意識の醸成 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

③住民が運動

しやすいま

ちづくり・

環境整備 

ウォーキングコース等の地域の運動施設の整

備や運動機器の充実等、県民が利用しやすい

運動環境の整備 

◎ ◎ ○     

運動に関する自主グループの育成やボランテ

ィアの養成など、県民が仲間づくりをしながら

楽しく継続的に運動できる環境づくり 

◎ ◎ △ △ △ ○ ◎ 

効果的な運動プランの提供及び指導のための

健康運動指導者の資質の向上 
◎ ○  △ △ △  

 

 



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 ２ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、

喫煙及び口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 (2) 身体活動・運動 

- 74 - 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 

岩手の教育振興 ・健やかな体をはぐくむ教育の推進 
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（３） 休養 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 睡眠による十分な休養の取得 

○ 本県の平成 24 年度の睡眠による休養を十分に取れていない者の割合は 16.0％とな

っており、全国（平成 21年：18.4％）と比較すると、やや低い状況です。（図表 4-27） 

 

● 睡眠不足は疲労感をもたらし、生活の質に大きく影響する他、肥満、高血圧、糖尿

病の悪化の要因となるため、睡眠習慣の重要性について県民の理解が深まるよう、積

極的な取組を進めていくことが必要です。 

（図表 4-27） 睡眠による休養が取れていない者の割合 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 

② 長時間労働の減少 

○ 厳しい社会経済情勢の中で、業務が複雑化、高度化し、さらに迅速化が求められる

中、本県における精神障害及び脳・心臓疾患の労災認定件数が、平成 24 年度から増

加に転じている状況です。（図表 4-28） 

 

● 長時間労働は精神障害や脳・心疾患の発症との関連性が強いと指摘されていること

から、長時間労働の抑制を図るため、より重点的な取組を進めていくことが必要です。 

（図表 4-28） 精神障害及び脳・心臓疾患の労災認定件数 

 
出典：岩手労働局調 

 

 

 

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度
精神障害 2 3 3 1 5
脳・心臓疾患 2 0 2 2 4

（件）

 心身の疲労の回復と充実した人生を送るため、休養は重要な要素の一つであり、休養

が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立することはとても重要です。 

 また、休養のとり方は一人ひとり異なることから、自分なりの休養が実現されてこ

そ、生活の質の向上が図られ、健康で豊かな人生の礎が築かれることとなります。 
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【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

睡眠による休養が十分にとれていない者の

割合の低下（％） 
１６．０ １２．６ 

月 80時間超の時間外労働を行わせる雇用者

の割合の低下（％） 

岩手労働局「第１２次岩手労働災害防止

計画による」 

 

【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保

健

所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①睡眠による

十分な休養

の取得 

地域や職場で実施している健康教育や健診

等、様々な機会を活用し、ストレスや睡眠時

無呼吸症候群等、睡眠障害の要因や睡眠によ

る休養の重要性についての普及啓発 

◎ ◎  ◎ ◎ ○ ○ 

地域・職域が連携し、睡眠不足や睡眠障害に

ついて相談しやすい環境づくりを進めるとと

もに、地域等で実施しているこころの健康相

談等の活用等の周知 

◎ ◎  ◎ ◎ ○ ○ 

②長時間労働

の減少 

労働関係機関・団体と連携し、労働者がこころ

と身体の健康の保持増進を図り、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた生

活を送ることができるよう、長時間労働の抑制

等労働環境の整備に向けた取組の促進 

◎ ◎  ○ ◎ ○ ○ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 

岩手県自殺対策アクションプラン ・心の健康づくり 

第 12次労働災害防止計画（岩手労働局） ・メンタルヘルス対策 
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（４） 飲酒 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 適量飲酒の理解の促進 

○ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（※）の割合は、男性は 16.1％と

全国（男性 15.3％）より高く、女性は 7.5％と全国（女性 7.5％）と同じくなっていま

す。（図表 4-29） 

 

○ アルコールの飲み過ぎによる健康への悪影響を知っている県民は９割を超えていま

すが、「節度ある適度な飲酒」とは１日１合程度であることを知っている県民は４割と

なっています。 

 

● アルコールの飲み過ぎが健康に悪影響することは多くの県民が理解していますが、

「節度ある適度な飲酒量」を理解している県民は４割にとどまっていることから、適

量飲酒の理解を促進する必要があります。 

（図表 4-29） 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

※「生活習慣病のリスクを高める量

を飲酒している者」 

男性： 「毎日×２合以上」、 

「週５～６日×２合以上」、 

「週３～４日×３合以上」、 

「週１～２日×５合以上」、 

「月１～３日×５合以上」 

女性： 「毎日×１合以上」、 

「週５～６日×１合以上」、 

「週３～４日×１合以上」、 

「週１～２日×３合以上」、 

「月１～３日×５合以上」 

 

② 未成年者への飲酒対策 

○ 未成年者の飲酒は年々低下傾向にありますが、平成 24年度調査ではまだ 2.6％の未

成年者が飲酒している状況にあります。（図表 4-30） 

 

● 未成年者の飲酒は成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすい

ほか、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存の危険が高くなります。 

また、未成年者の飲酒は事件や事故に巻き込まれやすくなるなど、社会的な問題も引き

起こしやすいことから、未成年者の飲酒を防止する取組を推進していく必要があります。 

 アルコールの飲み過ぎはがんや高血圧、脳出血、脂質異常症などの生活習慣病を引

き起こす要因となるほか、暴力や虐待、飲酒運転による被害など大きな社会的問題の

原因ともなっているほか、未成年者や妊婦の健康への影響も大きく、総合的に対策を

講じる必要があります。 
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（図表 4-30） 未成年者の飲酒の割合 

 
出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 

③ 妊婦への飲酒対策 

○ 妊婦の飲酒は年々低下傾向にあり、全国（H22:8.7％）より低い状況ですが、平成

24年度調査ではまだ 3.3％の妊婦が飲酒している状況にあります。（図表 4-31） 

 

● 妊婦の飲酒は妊婦自身の妊娠合併症などの危険を高めるだけでなく、胎児性アルコ

ール症候群や発育障害を引き起こすことから、周囲の人達も含め妊婦が飲酒しない意

識の醸成に努める必要があります。 

（図表 4-31） 妊婦の飲酒の割合 

 
出典：いわて健康データウェアハウス  

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

生活習慣病のリスクを高める量を

飲酒している者の割合の低下（％） 

男性 １６．１ １３．０ 

女性 ７．５ ６．４ 

未成年者の飲酒をなくす ２．６ ０．０ 

妊婦の飲酒をなくす ㉓３．３ ０．０ 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県

(

保

健

所

) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 
職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

①適量飲酒の

理解の促進 

関係機関・団体と連携した、酒害窓口の設置、

相談活動の充実、地域における飲酒による健

康への悪影響に関する普及啓発 

◎ ◎  △ ○ ○ ○ 

市町村や地域の断酒会と連携した、飲酒に関

する相談窓口の充実、断酒支援 
◎ ◎ 

  △ ○ ○ 

特定健診の問診等を活用した、多量飲酒者へ

の保健指導の充実 
◎ ◎  ◎ ○   

特定健診従事者研修会等による保健指導従事

者及び相談窓口担当者の資質の向上 
◎ ◎  ◎ ○   

②未成年者へ

の飲酒対策 

未成年者の飲酒ゼロに向けた、学校等におけ

る飲酒防止教育の実施、酒類販売店における

未成年者への不売の徹底、県、市町村などに

よる酒害に関する出前教室の開催など、地域

ぐるみの未成年者の飲酒防止の取組促進 

◎ ◎ ◎   ○ ○ 

③妊婦への飲

酒対策 

妊娠中や出産後の飲酒の防止に向けた、妊婦

健診や母親学級、健康教室などでの女性・妊

婦等に対する妊婦自身や乳児への飲酒の悪影

響に関する知識等の普及啓発 

◎ ◎  △  ○ ○ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 
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（５） 喫煙 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 喫煙防止と禁煙支援 

○ 本県の平成 24 年度の成人の喫煙率は、男性が 34.0％、女性が 5.9％、男女で 18.9％

となっており、女性及び男女では全国（女性（H22:8.4％）、全体（H22:19.5％））よ

り低い状況にありますが、男性は全国（H22:32.2％）より高い状況です。（図表 4-32） 

 

○ 本県の成人の喫煙率は、平成 11 年度（健康いわて 21 プランの基準年）から男性及

び男女で年々低下していますが、女性はほぼ横ばいとなっています。（図表 4-32） 

 

○ 喫煙と健康に関する知識を持つ人の割合は、平成 24 年度は 91.4％となり、健康い

わて 21 プランの目標（90.0％）を達成するとともに、喫煙の健康への影響について

の意識が県民に浸透してきていることがうかがえます。 

 

○ 禁煙支援プログラムを提供している市町村は増加（H20:51.4％）したものの半数に

とどまり、また、保健所や保健センター、医療機関などで実施する健康教室や禁煙指

導に参加したことのある人の割合は変化しませんでした。 

 

● 成人の喫煙率は年々低下しているものの、生活習慣病の主要な危険因子であること

から、引き続き喫煙の健康への影響に関する普及啓発や禁煙支援などのたばこ対策を

推進する必要があります。 

（図表 4-32） 成人（男女）の喫煙率 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

※全国（国民健康・栄養調査）の H24は H22データである。 

喫煙はがんや循環器疾患、COPD、糖尿病に共通する主要な危険因子であり、喫煙率

を低下させることにより、本県の生活習慣病の予防や健康づくりに大きな効果が期待

されます。 

また、未成年者や妊婦の健康への影響も大きいほか、たばこの煙にさらされること

（受動喫煙）の健康への影響も大きいものがあります。 
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 （男性の喫煙率）                  （女性の喫煙率） 

 
出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

岩手県「県民生活習慣実態調査」  

※全国（国民健康・栄養調査）の H24は H22データである。 

 

② 未成年者へのたばこ対策 

○ 未成年者の喫煙率は、平成 11 年度（11.7％）よりも大きく低下しましたが、平成

24 年度ではまだ 2.4％の未成年者が喫煙している状況にあります。（図表 4-33） 

 

● 未成年者の喫煙は健康への影響が大きく、また、未成年者の喫煙をなくすことが成

人の喫煙率の低下を促進するものであることから、引き続き未成年者の喫煙防止を推

進する必要があります。 

（図表 4-33） 未成年者の喫煙率 

 
出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」  

 

③ 妊婦へのたばこ対策 

○ 妊婦の喫煙率は年々低下傾向にあり、全国（H22:5.0％）より低い状況ですが、平

成 23 年度ではまだ 3.8％の妊婦が喫煙している状況です。（図表 4-34） 

 

● 妊娠中の喫煙は妊婦自身への健康影響にとどまらず、胎児や出生児への健康にも大

きな影響を及ぼす危険が高いことから、妊婦の喫煙をなくす取組を推進する必要があ

ります。 
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（図表 4-34） 妊婦の喫煙率 

 
出典：いわて健康データウェアハウス 

 

④ 受動喫煙防止対策の推進 

○ 厚生労働省は「受動喫煙防止対策について」（平成 22 年２月 25 日付厚生労働省健

康局長通知）において、 

・ 官公庁や医療施設においては、全面禁煙が望ましい 

・ 職場においては、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」（平成 15 年５

月９日付基発第 0509001 号厚生労働省労働基準局長通達）に即した対策が講じられ

ることが望ましい 

・ 多数の者が利用する公共的な空間で全面禁煙が極めて困難な場合においては、当

面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める 

などとしています。 

 

○ 受動喫煙防止対策を実施している行政機関は 94.8％（平成 24 年度）で増加傾向に

ありますが、まだ５％の行政機関で受動喫煙防止対策が十分ではありません。 

 

○ 受動喫煙防止対策を実施している医療機関の割合は 90.0％（平成 24 年度）で、ま

だ 10％の医療機関で受動喫煙防止対策が十分ではありません。 

 

○ 受動喫煙防止対策を実施している職場は 62.4％（平成 24 年度）で、増加傾向にあ

りますが、まだ 40％近くの職場では受動喫煙防止対策が十分ではありません。 

 

○ 家庭で受動喫煙の機会を有する者は 19.9％（平成 24 年度）で、全国（平成 24 年：

10.7％）の約２倍となっています。 

 

○ 飲食店で受動喫煙の機会を有する者は 54.8％（平成 24 年度）で、全国（平成 20

年：50.1％）より高い状況です。 

 

● 非喫煙者でも受動喫煙による健康への悪影響が大きいことから、公共施設や公共的

空間、職場や家庭においても受動喫煙防止対策を一層推進する必要があります。 

 

● 施設における受動喫煙防止対策は一層の進展が見込まれることから、今後は、公共

的空間での受動喫煙防止対策などに取り組んでいく必要があります。 
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【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

成人の喫煙率の低下（％） 

全体 １８．９ １２．０ 

男性 ３４．０ ２１．０ 

女性 ５．９ ４．０ 

未成年者の喫煙をなくす（％） ２．４ ０．０ 

妊娠中の喫煙をなくす（％） ㉓３．８ ０．０ 

受動喫煙の

機会を有す

る者の割合

の低下（％） 

行政機関（受動喫煙防止対策

を実施していない行政機関） 
５．２ ０．０ 

医療機関（受動喫煙防止対策

を実施していない医療機関） 
１０．０ ０．０ 

職場（受動喫煙防止対策を実

施していない職場） 
３７．６ ０．０ 

家庭 ８．２ ３．０ 

飲食店 ５４．８ １５．０ 

 

【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域(

企
業
等) 

関
係
団
体
等 

①喫煙防止と

禁煙支援 

 

「世界禁煙デー」や健康教室、健康まつり等

の機会を通じた、学校や事業所、関係機関・

団体との連携によるたばこの健康への悪影響

や受動喫煙防止に関する知識等の普及啓発 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

禁煙治療を行う医療機関の周知や地域住民に

身近な存在である薬局が禁煙補助剤などによ

る禁煙支援を行う「禁煙サポート」、市町村と

連携した「禁煙支援マニュアル」の活用によ

る禁煙支援の実施 

◎ ◎  ○ ○ ○ ○ 

②未成年者へ

のたばこ対

策 

学校と連携した学校施設における敷地内禁煙

や喫煙防止教育の実施、地域や事業所と連携

した未成年者への喫煙防止教室やたばこの不

売の徹底 

◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ 
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項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域(

企
業
等) 

関
係
団
体
等 

③妊婦へのた

ばこ対策 

健康教室、妊産婦健診や母親学級などを通じた

女性・妊産婦等に対するたばこの悪影響に関す

る知識等の普及啓発及び積極的な禁煙支援 

◎ ◎ 

 ○ 

 ○ ○ 

④受動喫煙防

止対策の推

進 

多数の県民が利用する公共的な施設等の受動喫

煙防止対策の状況の継続的な調査による県民へ

の情報提供及び民間事業者、関係機関・団体な

どと連携した受動喫煙防止促進の働きかけ 

◎ ○  △ ○ ○ ◎ 

県立施設及び市町村施設、医療機関における

分煙化から禁煙化への取組促進 
◎ ◎    ◎  

受動喫煙防止対策が進んでいない職場への訪

問による受動喫煙防止対策の取組促進及び関

係機関・団体と連携した企業・事業所に対す

る受動喫煙防止の働きかけ 

◎ ◎   ◎   

学校や地域、職域と連携した家庭への受動喫

煙の健康への悪影響についての普及啓発 
◎ ◎ ○  ○ ○ ○ 

禁煙・分煙に取り組む飲食店・喫茶店、観光

施設、旅館・ホテルなどの登録働きかけ及び

その取組の県民への周知など、公共的施設の

受動喫煙防止対策の総合的な推進 

◎ ◎    ○  

路上における喫煙防止や勤務時間内の禁煙な

どに関する事例の研究、喫煙機会の抑制につ

ながる施策についての市町村や関係機関・団

体等との意見交換 

◎ ○  ○ ○ ○  

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 
・がんの医療体制 

・健康づくり 

第２次岩手県がん対策推進計画 ・がんの予防 
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（６） 口腔の健康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

①乳幼児・学齢期のむし歯の減少 

○ 3 歳児のむし歯有病者率は年々減少し、平成 24 年度は 26.5％となっていますが、

平成 23 年度の全国平均 20.4％と比較すると約 6 ポイント高い状況です。（図表 4-35） 

 

○ 平成 21 年度、23 年度、24 年度の 3 年分の集計で、県内市町村の 3 歳児むし歯有病

者率をみると、最も高い市町村（49.0％）と最も低い市町村（18.5％）で約 30 ポイ

ントの差があります。また、県内市町村のむし歯有病者率は、40％台が 3 市町村、30％

台が 18 市町村、20％台が 11 市町村、10％台が 1 市町村となっています。（図表 4-35） 

 

○ 12 歳児の永久歯のむし歯有病者率は、平成 14 年度の 61.1％から年々減少し、平成

24 年度は 38.7％となっています。また、全国平均と比較するために乳歯のむし歯も

含めた 12 歳児のむし歯有病者率をみると、全国平均と同程度で推移しており、平成

24 年度は 46.1％となっています。（図表 4-36） 

 

○ 12 歳児の一人平均永久歯むし歯数は、全国平均と同様に年々減少し、平成 24 年度

は 1.2 歯と全国平均の 1.1 歯と同程度になっています。（図表 4-37） 

 

○ 平成 21 年度、22 年度、24 年度の 3 年分の集計で、県内市町村における 12 歳児の

一人平均永久歯むし歯数をみると、最も高い市町村（2.8 歯）と最も低い市町村（0.1

歯）で約 2.7 歯の差があります。また、県内市町村の一人平均永久歯むし歯数は、2

歯以上が 6 市町村、1 歯以上 2 歯未満が 16 市町村、1 歯未満が 11 市町村となってい

ます。（図表 4-37） 

 

● 3 歳児のむし歯有病者率は、全国平均よりも高くなっており、また市町村格差も大

きいことから、市町村における歯科保健対策を推進するほか、むし歯有病者率の高い

市町村では対策のさらなる充実が望まれます。 

 

● 12 歳児のむし歯有病状況は、全国平均と同様に年々改善していますが、一人平均永

久歯むし歯数の市町村格差が大きいことから、むし歯有病状況の高い市町村での歯科

 口腔の健康は、生活習慣病や誤嚥性肺炎の予防等の身体的健康だけでなく、口か

ら食べる喜び、話す楽しみを保つ等、精神的、社会的な健康にも寄与しています。

このため、国では、平成元年から 80 歳で 20 本以上の歯を保つことをスローガンと

した 8020（ハチマルニイマル）運動を展開するとともに、平成 23 年 8 月には「歯

科口腔保健の推進に関する法律」を制定しています。また、本県においても、全国

に先駆けて 8020 運動の推進に取り組み、平成 25 年 3 月には、県民の口腔の健康づ

くりを総合的かつ計画的に推進し、健康の保持増進に寄与することを目的とした

「岩手県口腔の健康づくり推進条例」を制定しています。 
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保健対策の充実が望まれます。 

 

（図表 4-35） ３歳児のむし歯有病者率 

 

 

（図表 4-36） 12歳児のむし歯有病者率 

 

 

（図表 4-37） 12歳児の一人平均永久歯むし歯数 
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② 成人期における歯周病及び歯の喪失の防止 

○ 20・30 歳代で歯肉に炎症所見を有する者の割合は、平成 21 年度の 42.6％から平成

24 年度の 30.8％まで減少しています。 

 

○ 成人期における進行した歯周炎を有する者の割合は、平成 24 年度に 20・30 歳代は

20.5％、40 歳代は 50.0％、50 歳代は 59.6％となっており、40 歳代については平成

16 年度の 37.0％から増加傾向にあります。また、40 歳代、50 歳代の割合は、全国平

均と比較して約 20 ポイント高い状況です。（図表 4-38） 

 

○ 成人期における喪失歯を有する者の割合について、平成 24 年度には、20・30 歳代

で 22.5％、40 歳代で 56.4％まで低下していますが、50 歳代では減少がみられるもの

の 86.3％と高い状況となっています。また、全国平均と比較して、40 歳代、50 歳代

の割合は、17～18 ポイント高い状況です。（図表 4-39） 

 

● 喪失歯を有する者の割合は、大きく改善していますが、全国平均よりも高い状況で

す。このため、歯周病の予防と重症化の防止が重要です。 

 

● 20・30 歳代は歯科保健に関わる保健習慣・行動の水準が他の年代よりも低い傾向に

あります。好ましくない歯科保健習慣・行動が続くことにより、40 歳以降、歯周病に

罹患するリスクが高くなるため、20 歳前から歯周病対策を進める必要があります。 

 

● 40・50 歳代の半数以上の者が、進行した歯周炎に罹患しており、最近はこの割合も

増加しています。歯周病対策を推進することで、進行した歯周炎を有する者を減少さ

せることが必要です。 

 

● 喫煙や糖尿病等の全身疾患により歯周病の発症と重症化のリスクが高まることから、

歯周病対策の重要性が一層高まっています。 

 

（図表 4-38） 成人期における進行した歯周炎を有する者の割合 
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（図表 4-39） 成人期における喪失歯を有する者の割合 

 

 

➂ 高齢期における歯周病及び歯の喪失の防止並びに口腔機能の維持・向上 

○ 高齢期における進行した歯周炎を有する者の割合は、60％前後で推移していますが、

全国平均と比較して高い状況です。（図表 4-40） 

 

○ 高齢期における一人平均現在歯数は、平成 24 度に 60 歳代で 17.2 歯、70 歳代で 11.7

歯、80歳代以上で 7.6歯となっており、年齢が高くなるに従って少なくなっています。 

 

○ 6024 達成者率「60 歳(55～64 歳)で 24 歯以上自分の歯を有する者の割合」と 8020

達成者率「80 歳(75～84 歳)で 20 歯以上自分の歯を有する者の割合」については、そ

れぞれ、平成 24 年度に 46.3％、21.3％となっていますが、全国平均と比較して約 20

ポイント低い状況です。（図表 4-41） 

 

○ 高齢期における咀嚼良好者（食べ物を何でも噛んで食べられる者）の割合について、

平成 24 年度に 60 歳代、70 歳代とも 70％程度ですが、80 歳代以上では 45.8％と低

くなっています。（図表 4-42） 

 

● 6024 達成者率、8020 達成者率とも全国と比較して低いことから、歯周病対策と高

齢期に多くなる歯の根面のむし歯対策を推進し、歯の喪失を防止する必要があります。 

 

● 高齢期の 6 割程度の者が、進行した歯周炎に罹患しており、改善の傾向もみられな

い状況です。歯周病対策を推進することで、歯の喪失リスクの高い進行した歯周炎を

有する者を減少させる必要があります。 

 

● 喫煙や糖尿病等の全身疾患により、歯周病の発症と重症化を通じて歯を喪失するリ

スクが高まることから、歯周病対策の重要性が一層高まっています。 

 

● 高齢になるほど咀嚼状態が良好な者の割合が低下していることから、歯周病対策と

むし歯対策の推進により歯の喪失を防止するともに、歯の喪失した部位を速やかに義

歯等で治療する意識を高める必要があります。 
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● 高齢期では身体能力の低下により口腔機能が低下し、誤嚥性肺炎のリスクも高まる

ことから、日頃より口腔ケアを含めた口腔機能の維持・向上の取組を進めることが重

要です。 

 

（図表 4-40） 高齢期における進行した歯周炎を有する者の割合 

 
 

（図表 4-41） 6024達成者と 8020達成者の割合 

 
 

（図表 4-42） 高齢期における咀嚼良好者の割合 
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④ 成人期及び高齢期における歯科健康診査（検診）の受診者の増加 

○ 成人期及び高齢期において過去 1 年間に歯科健康診査を受けた者の割合は、平成 24

年度に 25.8％となっています。 

 

● 歯科健康診査を定期的に受診している者が 4 人に１人と少ないことから、定期的に

歯科健康診査を受診するよう促す必要があります。 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

3 歳児でむし歯がある者の割合の低下（％） ２６．５ １３ 

3 歳児でむし歯のある者の割合が 30％以上

である市町村の減少（箇所） 

２１ 

(H21/23/24の3年分集計) 
３ 

12 歳児でむし歯がある者の割合の低下（％） ３８．７ ２８ 

12 歳児の一人平均むし歯数が 1 歯以上であ

る市町村の減少（箇所） 

２２ 

(H21/22/24の3年分集計) 
６ 

20・30 歳代で歯肉に炎症所見がある者の割

合の低下（％） 
３０．８ ２５ 

40・50 歳代で進行した歯周炎がある者の割

合の低下（％） 
５５．４ ４４ 

30・40 歳代で喪失歯がある者の割合の低下

（％） 
４４．９ ２５ 

60 歳代で進行した歯周炎がある者の割合の

低下（％） 
６４．２ ５３ 

60 歳で 24 歯以上自分の歯を有する者の割

合の向上（％） 
４６．３ ６０ 

80 歳で 20 歯以上自分の歯を有する者の割

合の向上（％） 
２１．３ ４０ 

60 歳代における咀嚼良好者の割合の向上

（％） 
７１．６ ８０ 

成人期及び高齢期で定期的に歯科健康診査

（検診）を受けている者の割合の向上（％） 
２５．８ ５０ 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県

(

保

健

所

) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 
職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

①乳幼児・学

齢期のむし

歯の減少 

 

乳幼児期における、仕上げ磨きや甘味飲食物

の摂取等の歯科保健に係る生活習慣・保健行

動のさらなる向上を目指した歯科保健指導、

歯科健康教育等の推進 

△ ◎ ○   △ ○ 

学齢期における、良好な生活習慣の獲得と保

健行動の実践ができるための歯口清掃方法、

生活習慣・食生活等に関する歯科保健指導、

歯科健康教育等の推進 

△ △ ◎   △ ○ 

むし歯予防効果の高いフッ化物による予防法

（フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口、フッ化

物配合歯磨剤）と小窩裂溝塡塞法（フィッシ

ャー・シーラント）の推進 

◎ ◎ ◎   ◎ ◎ 

②成人期にお

ける歯周病

及び歯の喪

失の防止 

歯口清掃方法（特に歯間部清掃用器具の使

用）、生活習慣・禁煙支援等に関する歯科保健

指導、歯科健康教育等の推進 

○ ◎ 

 ◎ ◎ △ ○ 

かかりつけ歯科医における定期検診、歯石除

去・歯面清掃等の受診促進 
◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ 

糖尿病等の有病者に対する歯周病対策の推進 ◎ ◎ 

 ◎ ◎ ◎ ○ 

③高齢期にお

ける歯周病

及び歯の喪

失の防止並

びに口腔機

能の維持・

向上 

歯口清掃方法（特に歯間部清掃用器具の使

用）、義歯の清掃、フッ化物による予防法（主

にフッ化物配合歯磨剤の利用）、生活習慣・禁

煙支援等に関する歯科保健指導、歯科健康教

育等の推進 

○ ◎  ◎  △ ○ 

かかりつけ歯科医における定期検診、歯石除

去・歯面清掃等の受診促進 
◎ ◎  ◎  ◎ ◎ 

糖尿病等の有病者に対する歯周病対策の推進 ◎ ◎  ◎  ◎ ○ 

歯の喪失部位を速やかに義歯等で治療する意

識を高めるなど、咀嚼機能の回復を促す普及

啓発 

◎ ◎  ◎  ◎ ○ 

摂食・嚥下機能の低下と誤嚥性肺炎の発症を

予防するための口腔機能の維持・向上に係る

取組の推進 

○ ◎  ◎  ◎ ◎ 

         



第４章 基本的な方向を実現するための取組と目標 ２ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、

喫煙及び口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 (6) 口腔の健康 

- 92 - 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県

(

保

健

所

) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 

職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

④成人期及び

高齢期にお

ける歯科健

康診査（検

診）の受診

者の増加 

健康増進法に基づく歯周疾患検診及びその他の

成人歯科健康診査の推進 
○ ◎ 

 ◎ ◎ ○ ◎ 

歯科健康診査（検診）の重要性及びかかりつ

け歯科医の必要性や役割等の普及啓発 
◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ○ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・歯科保健 

イー歯トーブ 8020 プラン（岩手県口腔の健康

づくり推進計画） 
・ライフステージに応じた口腔の健康づくり 

いわて子どもプラン ・親と子の健康づくりの充実 

いわていきいきプラン 2014 ・介護予防の推進 

岩手県食育推進計画 ・望ましい食習慣の形成に向けた食育の推進 
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３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

 （１） こころの健康 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 自殺者の減少 

○ 本県の平成 24年の人口 10万人当たりの自殺者数は 25.3人で、平成 15年をピーク

に減少傾向にあり、全国平均（21.0人）を上回っているもののその差は年々小さくな

っているほか、都道府県別では４番目に多い自殺者（人口 10 万人当たり）となって

います。（図表 4-43） 

 

● 自殺の原因は、家庭問題や健康問題、経済・生活問題、勤務問題など多様であり、

また、複数の原因が重なり合っていることも多いことから、社会全体で自殺対策に取

り組んでいく必要があります。 

（図表 4-43） 自殺者（人口 10万対）の推移 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」 

② こころの健康づくりの推進 

○ 平成 22年の国民生活基礎調査によれば、「気分障害・不安障害に相当する心理的苦

痛を感じている者の割合」は 11.9％で、全国平均（10.4％）を上回っています。 

 

○ 平成 24年の県民生活習慣実態調査によれば、「最近１か月にストレスを感じた人の

割合」は 65.7％で、健康いわて 21プランの基準年である平成 11年（63.0％）よりも

高い水準で推移しています。（図表 4-44） 

 

○ 同じく、「悩み等の相談・受診場所を知らない人」（59.0）も平成 11年（56.3％）よ

りも高い水準で推移しています。（図表 4-45） 

 

● こころの病気は有効な治療法が確立しているため、早期診断・早期治療が重要であ

ることから、悩み等の相談・受診場所がよく周知され、その場所が利用しやすい環境

 こころの健康は、人がいきいきと自分らしく生きるための重要な条件であり、「生

活の質」に大きく影響するものです。 

こころの健康を保つには、適度な運動やバランスのとれた栄養・食生活、休養などに

よりストレスと上手につきあっていくことが欠かせません。 

また、様々なライフステージに応じたこころの健康対策に社会全体で取り組んでいく

必要があります。 
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が整っていることが重要です。 

 

● また、こころの健康を保つには多くの要素があり、自分に合ったストレス対処法を

見つけて実践することができる環境が整っていることも重要です。 

（図表 4-44） 最近１か月にストレスを感じた人の割合 

 
出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

（図表 4-45） 悩み等の相談・受診場所を知っている人の割合 

 
出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」 

 

③ 職場のメンタルヘルス対策の推進 

○ 厚生労働省の「労働者健康状況調査」（平成 24年）によれば、メンタルヘルスに関

する取組を実施している職場は約半数（47.2％）となっています。 

 

● 働き盛りの年代では、職業生活等において強いストレスを感じることが多いことか

ら、職場におけるメンタルヘルス対策を一層進めていく必要があります。 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

自殺者の減少（人口 10万人当たり） ㉒３２．２ ㉖２５．８ 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛

を感じている者の割合の低下（％） 
１１．９ ９．４ 

メンタルヘルスに関する措置を受けられる

職場の割合の増加（％） 
－ １００．０ 

 

63.0 
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65.7 
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％
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59.0 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①自殺者の減

少 

「岩手県自殺対策アクションプラン」（平成 24

年 11月）に基づく自殺対策を担う人材の育成、

ハイリスク者への支援体制づくり、相談窓口

のネットワーク化、ゲートキーパーの養成な

ど、中長期的な自殺対策の取組 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 

②こころの健

康づくりの

推進 

各種の悩み相談窓口の連携の強化充実及びここ

ろの健康に関する正しい理解、ストレスへの対

処などストレスに関する正しい知識の普及啓発 

◎ ◎  ○  ○ ○ 

ゲートキーパーなどこころの健康づくりの活動

を推進する人材養成の強化及び悩みを身近な人

に相談したり、身近な人が互いに悩んでいる人

に声をかけたりできるような地域づくりの推進 

◎ ◎  ○ ○ ○ ◎ 

③職場のメン

タルヘルス

対策の推進 

労働関係機関・団体と連携した、こころの健

康に関する普及啓発や労働環境の改善による

ストレスの軽減に向けた取組、こころの健康

に関する窓口の周知や気軽に相談できる体制

の整備などの事業者への働きかけ 

◎ ◎  ◎ ◎ ○ ○ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・精神疾患の医療体制 ・健康づくり 

岩手県自殺対策アクションプラン ・全編 

第 12次労働災害防止計画 ・メンタルヘルス対策 
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 （２） 次世代の健康 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 健康的な生活習慣の定着 

○ 本県における朝食を毎日食べる子どもの割合は、過去５年間、小学生（４年生）は

97％台、中学生（３年生）は 90％台前半、高校生（３年生）は 80％台後半で推移し

ており、学年（学校）が上がるにつれその割合が低下しています。（図表 4-46） 

 

● 本県における朝食を毎日食べる子どもの割合は総じて横ばい傾向にあり、また、食

生活は心身を育むうえで不可欠な生活習慣であり、幼少時の食習慣は成人期の食習慣

に影響を与えることから、学校や家庭、地域等が連携してすべての子どもが規則正し

く食べる習慣の形成に努める必要があります。 

（図表 4-46） 毎日朝食を食べる子どもの割合 

 
出典：岩手県「いわて健康データウェアハウス」 

 

○ 本県における運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合は、平成 24 年で中

学１年生男子が約４分の３（76.5％）、女子が約２分の１（53.8％）となっていますが、

やや低下傾向にあります。（図表 4-47） 

  文部科学省の類似の調査（全国体力・運動能力、運動習慣等調査）によると、平成

24 年で中学２年生男子が 83.3％、女子が 59.8％となっており、本県は全国をやや下

回っている状況にあります。 

 

● 健康的な食生活と同様に、健康的な運動習慣を身に付けることは心身の健康の保

持・増進や体力の向上が図られ、成人期、高齢期等の生涯を通じた健康づくりにつな

がることから、学校や家庭、地域等が連携して子どもの運動習慣の形成に努める必要

があります。 

 成人期や高齢期等の生涯を通じた健康づくりのためには、妊娠中や子どもの頃から

の健康、すなわち次世代の健康が重要であることから、妊娠前や妊娠期の健康づくり

を行うとともに、子どもの健やかな発育とよりよい生活習慣を形成することが必要と

なります。 
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（図表 4-47） 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合 

 
出典：岩手県「いわて健康データウェアハウス」 

 

○ 我が国の 10 代までの死因は不慮の事故が最も多く、その内訳としては交通事故、溺

死・溺水が多くなっています。 

 

● 不慮の事故を防止するため、教育機関等で交通安全等の教育を行うとともに、地域や

家庭における登下校時の見守りなど、子どもの安全を確保する取組を行っていくことが

必要です。 

 

② 適正体重の子どもの増加 

○ 本県における平成 24 年の全出生数に占める低出生体重児の割合は 9.3％で、全国

（H24:9.6％）を下回り、近年は 9.0～9.4％の間で推移していますが、全国と同様横

ばい傾向となっています。（図表 4-48） 

 

● 低出生体重児については、神経学的・身体的合併症の他、成人後に糖尿病や高血圧

等の生活習慣病を発症しやすいとの報告もあるほか、子どもの健やかな発育のために

は、妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりと基本的な生活習慣が重要であることから、

妊娠前からの適正体重の維持や妊娠中の喫煙や飲酒をしないことを確認することも必

要です。 

（図表 4-48） 全出生中の低出生体重児の割合 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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○ 本県の肥満傾向児（中等度肥満+高度肥満）の割合は、平成 24年の高校３年生男女

で全国を下回っていますが、総じて小学生（５年生）、中学生（３年生）、高校生（３

年生）ともに全国を上回っている傾向にあります。（図表 4-49） 

 

● 本県の肥満傾向児は総じて全国を上回っている傾向にあること、子どもの肥満は、

将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいと言われていることから、学校や家庭、地

域等が連携して子どもの健康な生活習慣の形成に努める必要があります。 

（図表 4-49） 肥満傾向児（中度＋高度）の割合 

 
出典：文部科学省「学校保健統計調査」 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

朝食を毎日食べる子どもの割合の増加（％） 

小学４年生   ９７．７ 

中学３年生   ９２．９ 

高校３年生   ８７．０ 

１００％に 

近づける 

運動やスポーツを習慣的にしている子ども

の割合の増加（％） 

中学１年生 男子７６．５ 

女子５３．８ 
増加傾向へ 

全出生数中の低出生体重児の割合の低下

（％） 
９．３ ㉖減少傾向へ 

肥満傾向にある子どもの割合の低下（％） 

小学５年生 男子８．０５ 

女子４．６１ 

中学３年生 男子６．４７ 

女子３．９７ 

高校３年生 男子６．８４ 

女子５．７１ 

㉖減少傾向へ 

9.33%

7.52%

4.53%

8.05%

5.60% 5.26%

5.06%

4.60% 4.82%
0%

5%

10%

H20 H21 H22 H23 H24

（小学５年生男子）

岩手県 全国

7.17%
8.51%

7.21%

5.00%

4.95% 3.74% 3.94% 3.74% 3.95%
0%

5%

10%

H20 H21 H22 H23 H24

（小学５年生女子）

岩手県 全国

7.05%
5.69%

5.10%

6.47%

5.77% 5.15%

5.45%

4.60% 4.76%
0%

5%

10%

H20 H21 H22 H23 H24

（中学３年生男子）

岩手県 全国

6.30% 6.30% 6.70%
5.60%

4.60% 3.79% 4.32% 3.99% 3.91%
0%

5%

10%

H20 H21 H22 H23 H24

（中学３年生女子）

岩手県 全国

11.07%
9.70%

6.23%

4.66%6.86% 6.25% 6.09% 5.89%

5.83%
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10%

15%

H20 H21 H22 H23 H24

（高校３年生男子）

岩手県 全国

7.48%
6.25% 6.01%

6.53%

5.51% 3.77% 4.74% 4.53%

6.84%

0%

5%

10%

H20 H21 H22 H23 H24

（高校３年生女子）

岩手県 全国
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県

(

保

健

所

) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 
職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

①健康的な生

活習慣の定

着 

子どもの三食を必ず食べる食習慣の定着に向

けた、学校における給食や栄養・食育教育、

健康親子教室などの家庭向け教育、食生活改

善推進員や地域の食育ボランティアなどによ

る栄養・食生活改善活動などの取組促進 

◎ ◎ ◎ 

 ○ ○ ◎ 

日常生活における歩行数の増加、気軽に運動

できるための運動施設等の環境整備、運動機

会の提供や運動に関する情報提供などの社会

全体での推進 

◎ ◎ ○ 

  ○ ○ 

教育機関における交通事故等不慮の事故防止

教育の推進、乳幼児健診等での不慮の事故防止

のための保護者への教育、応急措置や心肺蘇生

の方法等地域や家庭に向けた啓発活動の促進 

○ ◎ ◎   ○ ◎ 

②適正体重の

子どもの増

加 

妊娠前・妊娠期の正しい生活習慣の定着に向け

た、健康教室や妊婦健診、母親教室などによる

20歳代女性の適正体重の維持、女性（妊婦含む）

の喫煙の防止、妊婦の飲酒の防止等の普及啓発 

（栄養・食生活、喫煙、飲酒の分野で詳述） 

◎ ◎  ○ △ ○ ○ 

妊娠、出産、育児等についての健康教育や相

談活動の充実及び本県独自の母子健康手帳の

作成・配布による母と子の健康支援に関する

情報提供の充実 

◎ ◎  ○  ○  

子どもの肥満の予防・解消に向けた、学校にお

ける健康診断に基づく健康管理指導や体育等の

教育の一環としての取組及び母親教室や子ど

も・親を対象とした肥満予防教室などによる適

切な生活習慣を身に付けるための普及啓発 

◎ ◎ ◎   ○ ○ 

 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 
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【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 

いわて子どもプラン ・子どもの健全育成を支援する 

岩手の教育振興 ・健やかな体をはぐくむ教育の推進 

岩手県食育推進計画 ・望ましい食習慣の形成に向けた食育の推進 
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 （３） 高齢者の健康 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 高齢者の健康づくり、介護予防対策の推進 

○ 本県における要介護・要支援認定者は、平成 22 年度は 62 千人でしたが、平成 26

年度には 7千人増加し、69千人になることが見込まれます。 

 

● 高齢化の進展に伴い、今後も要介護・要支援認定者数は増加することが見込まれます

が、健康寿命の延伸を目指して生活習慣を改善し、介護予防の取組を推進することによ

り、高齢者が要介護・要支援状態となる時期を遅らせることができると期待されます。 

 

● 高齢者は窒息や交通事故等、不慮の事故による死亡に注意する必要がありますが、

死亡にまで至らなかったとしても、その後、障がいによる寝たきり等、介護を必要と

する状態になるおそれもあり、不慮の事故に注意する必要があります。 

また、本県は農業に従事する高齢者（65歳以上）の割合が 62.1％（平成 24年農業

構造動態調査（農林水産省））と全国（60.3％）よりも高くなっており、農作業中にお

ける事故についても注意する必要があります。 

 

② ロコモティブシンドロームの認知度の向上 

○ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）について、「言葉も意味もよく知ってい

た」、「言葉も知っていたし、意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意味は

あまり知らなかった」、「言葉は聞いたことがあるが、意味は知らなかった」と答えた

県民は 21.3％（全国値 17.3％）と、ロコモティブシンドロームの認知度は全国値より

も高い状況ですが、まだ５分の１程度となっています。（図表 4-50） 

 

● ロコモティブシンドロームは、運動器の障害のために自立度が低下し、介護が必要

となる危険性の高い状態と定義され、ロコモティブシンドロームの予防の重要性が認

知されれば、県民全体として運動器の健康が保たれ、介護が必要となる県民の割合を

低下させることが期待されます。 

 

 

 

 

 人口の急激な高齢化が進む本県において、健康な高齢者が多くいることが、地域社

会の活性化に非常に重要な要素となります。 

高齢者の生活機能を維持するためには運動器の健康維持が重要であるほか、適切な

栄養状態の確保、高齢者の社会参加や社会貢献などが重要です。 
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（図表 4-50） ロコモティブシンドロームの認知度（Ｈ24） 

 
出典：岩手県「県民生活習慣実態調査」   

日本整形外科学会インターネット調査 

 

③ 高齢者の社会参加の促進 

○ 本県の何らかの市民活動に参加している 60歳以上の男性は 38.1％、女性は 27.4％

となっています。 

 

● 高齢期における就業、ボランティア活動、趣味などの社会参加・社会貢献活動は、

人が自立して生活をするために必要な日常生活動作の将来的な障がいの発生リスクを

減少させるほか、心理的健康への好影響、身体活動や食欲の増進効果もあるといわれ

ていることから、高齢者の社会参加を促進していくことが、高齢者の健康づくりに重

要となっています。 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合

の増加の抑制（％） 
１６．１ ２０．０ 

ロコモティブシンドロームを認知している

県民の割合の増加（％） 
２１．３ ８０．０ 

市民活動に参加している 60 歳以

上の者の割合の増加（％） 

男性 ３８．１ ６０．０ 

女性 ２７．４ ５０．０ 
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【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県

(

保

健

所

) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医

療

保

険

者 
職
域
（
企
業
等
） 

関

係

団

体

等 

①高齢者の健

康づくり、

介護予防対

策の推進 

壮年者を対象とする特定健康診査等と高齢者

を対象とする介護予防事業の連携による、支援

を必要とする壮年・高齢者の適切な把握、壮年

期から高齢期までの切れ目のない生活習慣の

改善及び健康づくりの推進 

◎ ◎ 

 ○ △ ○ ◎ 

高齢者の介護予防教室等の機会を活用した健

康教育や、交通事故防止・農作業安全対策など

の講習会、応急措置や心肺蘇生の方法の普及啓

発等、県や市町村、関係機関・団体による不慮

の事故防止対策の取組の強化 

○ ◎   ○ ◎ ◎ 

②ロコモティ

ブシンドロ

ームの認知

度の向上 

市町村や関係機関・団体との連携による、マス

メディアを活用した広報、老人クラブや高齢者

大学、高齢者施設などを通じた地域住民に対す

るロコモティブシンドロームの普及啓発 

◎ ◎   ○ ○ ○ 

③高齢者の社

会参加の促

進 

高齢者の地域活動、社会貢献活動への参加と

活動の活発化を促進するための情報提供及び

高齢者の知識・技能・経験を生かした地域づ

くり団体への活動支援などによる高齢者の健

康づくりや生きがいづくりの推進 

◎ ◎ △  ○ ○ ○ 

 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 

 

【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 
・健康づくり 

・地域包括ケア 

いわていきいきプラン 2014 
・高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進 

・介護予防・地域リハビリテーションの推進 
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４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 地域のつながりの強化 

○ 地域の人々のつながりについて、「お互いに助け合っている」と思う県民は 57.0％

（平成 24 年度）で、全国（50.4％（平成 23 年））よりも高い状況にありますが、５

割を少し超える程度となっています。 

 

● 居住地域での助け合いといった地域のつながりを強化するためには、健康づくりを

目的とした活動について、子どもから高齢者まで多様な年齢層による自助や共助を引

き出す活動へと拡大していく必要があります。 

 

    ② 健康づくりを目的とした活動への県民の主体的な参画 

○ 健康や医療サービスに関係したボランティア活動をしている割合は、全国と同様の

水準にありますが、平成 13 年以降低下傾向にあり、平成 23 年は 2.7％にとどまって

います。（図表 4-51） 

 

● 地域における健康づくりに主体的に関わる人材や団体はこれまでも県や市町村等が

行う健康づくり活動のサポートなど重要な役割を果たしてきたところであり、今後も

充実した活動がなされていくための支援を継続する必要があります。 

（図表 4-51） 健康や医療サービスに関係したボランティア活動をしている者の割合 

 
出典：総務省「社会生活基本調査」 

 

 近年、社会における相互信頼の水準や相互扶助の状況を意味する「ソーシャルキ

ャピタル」と健康との関連が報告されており、社会全体が相互に支え合いながら、

健康を守るための環境を整備することが必要となっています。 

また、健康づくりへの取組は、これまで、個人の健康づくりへの取組が中心でし

たが、今後は、個人への対策では解決できない課題への取組として地域社会の健康

づくりを進めることが必要です。 
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③ 企業の自発的な取組の推進 

○ 健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業について、本県

では「がん検診受診率向上プロジェクト協定」を制度化しており、平成 25 年現在、

３社が協定を締結しています。 

 

● 健康づくりを県民運動としてより実効性のあるものとするためには、県民の健康意

識の向上や行動変容をサポートする関連情報を積極的に発信する活動主体としての企

業の役割が重要です。 

 

④ 民間団体の健康支援活動の充実 

○ 本県の栄養ケアステーションは２か所、地域住民の健康支援・相談等を行い、その

旨を積極的に地域住民に周知している薬局は 311か所となっています。 

 

● 地域住民が身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点が多く存在

することは、多様な住民ニーズに応じた健康づくりを進めるにあたり効果的であるこ

とから、今後、その数を増やしていく必要があります。 

 

【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

居住地域でお互いに助け合っていると思う者の

割合の向上（％） 
５７．０ ７３．０ 

健康や医療サービスに関係したボランティア活

動をしている割合の向上（％） 
㉓２．９ ２５．０ 

健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に

情報発信を行う企業数の増加（社） 
３ ３０ 

健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談

が受けられる民間団体の活動拠点数の増加（所） 
３１３ ６００ 

 

【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①地域のつな

がりの強化 

地域住民が主体的に行う活動（※）への参加

が自身と地域住民の健康づくりにつながると

いう意識の醸成 

※清掃活動、自治会活動、社会貢献活動など 

○ ◎ △ △ ○ ○ ◎ 

高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、市町村や地域住民、関係機関・

団体等と連携して、地域住民による自主的な

健康づくり活動を支援することによる、地域

における支え合い体制づくりの促進 

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ 
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項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

②健康づくり

を目的とし

た活動への

県民の主体

的な参画 

健康づくりを目的としたボランティア活動に

ついて、市町村や関係機関・団体と連携し、

インターネットや広報誌などの広報媒体を活

用して幅広く住民に情報提供することによ

る、住民の主体的な参画の促進 

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

市町村や関係機関・団体と連携した地域の健

康づくりを推進する人材の養成及び研修会の

開催などによる資質向上への支援 

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

住民に様々な健康づくり活動の機会を提供で

きるよう、市町村や関係機関・団体と連携し、

栄養教室や運動教室、健康まつりなど地域住

民による自主的な健康づくり活動の支援 

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

③企業の自発

的な取組の

推進 

がん検診受診率向上プロジェクト協定のほ

か、脳卒中や糖尿病などの生活習慣病の予防

に取り組む企業との協定締結などを進め、県

民の健康意識の向上や行動変容をサポートす

る企業の掘り起しを促進 

◎ △  ○ ◎ ◎  

④民間団体の

健康支援活

動の充実 

健康に関する専門的知識を有する者を構成員

とする団体等（※）に対して、県民からの相

談や健康づくりの支援の実施について協力を

依頼するとともに、県民が身近で健康増進に

関する情報入手や相談ができる環境を整備 

※医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・

栄養士会・歯科衛生士会など 

◎ ○  △ △ ◎ ○ 

市町村の健康まつりや関係機関・団体の主催

する健康イベントにおいて、健康に関する専

門的知識を有する者を構成員とする団体等

が、その専門的知識を活かした相談や保健指

導の機会を積極的に提供するよう働きかけ 

◎ ○  △ △ ◎ ◎ 

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 
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【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・健康づくり 

岩手県環境基本計画 ・安全で安心できる環境の確保 

社会貢献活動の支援に関する指針 

・参加しやすい環境づくり 

・活動しやすく、その輪が広がるような環境

づくり 
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５ 東日本大震災津波後の健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】（○が現状、●が課題） 

① 被災者の健康支援の推進 

○ 被災地においては、発災直後は高血圧者や脳卒中、心疾患の発症者も増えたほか、

体重や腹囲では被災した男性の方が被災しなかった男性よりも数値が高い状況にある

など、震災による強いストレスや偏った食生活、運動不足が影響しているものと考え

られます。（図表 4-52） 

 

○ 沿岸 12 市町村で実施した平成 24 年度と平成 22 年度の特定健診結果について、岩

手県環境保健研究センターで比較分析した結果、半数近くの市町村で血圧を下げる薬

の服用者が有意に増加しています。 

 

○ 応急仮設住宅等での生活の長期化により、健康状態の悪化が懸念されることから、

家庭訪問による健康調査等により、被災者の健康問題を早期に発見し、関係機関と連

携しながら必要な支援を行っています。 

 

● 震災以降、応急仮設住宅等での生活の長期化や災害公営住宅への転居等に伴う生活環

境の変化により、生活習慣病の発症や症状の悪化、生活不活発病の発症などが懸念され

るため、中長期的な生活習慣病予防などの取組を継続していく必要があります。 

    （図表 4-52）沿岸 12市町村における大震災津波被害の有無別体重の状況（H23、男女） 

 

 平成 23年 3月 11日に発生した三陸沖を震源とする地震は、マグュニチュード 9.0

と国内観測史上類を見ない規模の大地震で、その地震に伴う巨大津波、さらにその

後断続的に発生した余震は、本県各地に深刻な被害を与えました。 

発災直後、ピーク時で約 5 万 4 千人余りの住民が避難所等での生活を送りました

が、その後応急仮設住宅の建設に伴い避難所から応急仮設住宅等へ転居しています。 

平成 24年度以降、災害公営住宅が徐々に建設され始めており、災害公営住宅等へ

の転居に伴う生活環境の変化などによる健康状態の悪化を防止するため、今後もき

め細かな支援を継続していく必要があります。 
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② 新たなコミュニティーによる健康づくり 

○ 被災者の多くは、発災後、避難所から応急仮設住宅への転居、さらに今後災害公営

住宅への転居等、度重なる生活環境の変化を余儀なくされています。 

 

● 今後、災害公営住宅への転居に伴う生活環境の変化に伴い、健康課題が生じることが

懸念されることから、集会所等を会場とした健康づくり事業やサロン活動、自主的活動

を通じて地域のつながりを深め、新たなコミュニティーによる健康づくりが必要です。 

 

③ 健診の受診状況 

○ 多くの沿岸市町村では、震災の影響により、健診会場の確保や対象者への周知など、

健診実施体制づくりに苦慮しており、震災前に比べ、特定健診・特定保健指導の実施

率やがん検診の受診率の低下がみられます。（図表 4-53） 

 

● 被災者の健康管理の上で重要である特定健診・特定保健指導の実施率やがん検診の

受診率の向上を図る必要があります。 

（図表 4-53） 沿岸市町村におけるがん検診受診率の状況（H23-H21の差） 

 出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」　　　
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④ こころのケア、子どものこころのケア 

○ 「岩手県こころのケアセンター」（岩手医科大学内）や「地域こころのケアセンタ

ー」（沿岸４地域の県合同庁舎内）に専門職を配置し、保健所や市町村との連携のも

と、被災者のこころのケアを支援しています。 

 

○ 子どものこころのケアを中長期にわたって担う全県的な拠点施設である「いわてこ

どもケアセンター」（岩手医科大学内）を設置し、沿岸３地域（宮古、釜石、気仙）

において子どものこころのケアを支援しています。 

 

● 仕事や住宅再建等、個人の復興の格差からくる孤立感、喪失感、不安感が生じてお

り、地域の復興と生活の回復に至るまでの間、メンタルヘルスの不調を訴える住民が

継続的に現れることが想定されることから、中長期的にこころのケアの取組を継続し

ていく必要があります。 

 

● 喪失体験、恐怖体験、生活環境の変化などが、子どものこころに影響を及ぼすこと

が懸念されていることから、子どものこころのケアの取組を継続していく必要があり

ます。 

 

⑤ 歯科保健活動の推進 

○ 東日本大震災津波により、市町村では、歯科健康診査、歯科保健指導、むし歯の予

防処置等の歯科保健事業が一時的にできなくなりました。また、沿岸 12 市町村にあ

る 113 の歯科医療機関（うち歯科診療所 109）のうち 61 施設（うち歯科診療所 60）

が被災し、歯科診療や地域歯科保健活動に多大な影響がありました。 

 

○ 県全体として子どものむし歯が減少しているなか、沿岸南部の地域ではむし歯の増

加がみられます。また、高齢者の口腔機能と口腔衛生状態の低下による栄養状態の悪

化、誤嚥性肺炎等も懸念されています。（図表 4-54） 

 

○ 震災後の初期に実施していた歯科医療救護活動の終了後、県及び県歯科医師会は、

平成 23 年 9 月から、被災地の応急仮設住宅集会所及び高齢者福祉施設において延べ

5,600人以上の方に口腔ケア等の歯科保健活動を行っています。（図表 4-55） 

 

● 市町村の歯科保健事業は再開し、また被災した多くの歯科診療所も診療を再開して

いますが、被災者の歯科保健の状況や全身の健康状況の悪化が懸念されることから、

歯科疾患の予防と口腔機能の維持・向上を目的とした歯科保健活動を継続する必要が

あります。 

  

● 今後の災害時の歯科保健活動において、災害発生後の早い段階から、避難所、救護

所、応急仮設住宅等で歯科疾患と誤嚥性肺炎の防止を目的とした口腔ケア等の歯科保

健活動の実施が求められます。 
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（図表 4-54） 1 歳 6 か月児のむし歯有病者率（内陸と沿岸の比較） 

 

（図表 4-55） 被災地における歯科保健活動の実績 

 

 

⑥ 市町村保健センターの復旧（新設） 

○ 東日本大震災津波により、8 市村 9 施設において、健康づくりの中核施設である保

健センターが全壊または一部損壊の被害を受け、うち、5市 6施設（釜石市、奥州市、

一関市（２施設）、遠野市、宮古市（仮設保健センター））については、平成 23 年度

保健衛生施設等災害復旧費国庫補助を活用し復旧を図っています。 

 

● 保健センターが全壊した３市村（陸前高田市、宮古市、野田村）及び今後保健セン

ターを整備予定の１町（大槌町）について、市町村保健センターの復旧（新設）を推

進する必要があります。 

 

⑦ 関係団体等からの派遣協力の状況 

○ 東日本大震災においては、沿岸地域を中心に広範囲に及ぶ甚大な被害を受け、職員

や施設の被災により行政機能が損なわれた市町村もあり、他自治体や関係団体からの

健康支援に携わる保健師、栄養士等の派遣協力が重要な役割を果たしました。 

 

● 災害発生時に迅速に対応できるよう、健康支援スタッフの協力体制の整備が必要です。 
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【目標】 

目標項目 現状値（H24） 目標値（H34） 

脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率の低

下 ［再掲］ 
「循環器疾患」参照 

介護保険の要介護（要支援）に該当する高

齢者の増加の抑制 ［再掲］ 
「高齢者の健康」参照 

がん健診受診率の向上 ［再掲］ 「がん」参照 

特定健診・特定保健指導実施率の向上  

［再掲］ 
「循環器疾患」参照 

自殺者の減少（人口 10万人当たり） ［再

掲］ 
「こころの健康」参照 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛

を感じている者の割合 ［再掲］ 
「こころの健康」参照 

3歳児でむし歯がある者の割合の低下 ［再

掲］ 
「口腔」参照 

60 歳代における咀嚼良好者の割合の向上

［再掲］ 
「口腔」参照 

市町村保健センターの復旧（新設） ０市町村 ４市町村 

 

 

【実現に向けた取組】 

項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

①被災者の健

康支援の推

進 

 

市町村や関係機関・団体と連携し、健康相談

や運動・栄養教室などの食生活・運動習慣の

改善のためのきめ細かな取組 

◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ 

家庭訪問等による、応急仮設住宅入居者や災

害公営住宅入居後の被災者の健康問題の早期

把握と、要支援者への支援 

◎ ◎ 

 △ △ ◎ ○ 

②新たなコミ

ュニティー

による健康

づくり 

被災市町村における新たなまちづくりと連動

した、関係機関・団体やＮＰＯ・企業・教育

機関、ボランティア等、多様な主体の参画に

よる健康づくりの推進 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 
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項 目 取  組 

健康づくりサポーター 県

民 

県(

保
健
所) 

市

町

村 

教

育

機

関 

医
療
保
険
者 

職
域
（
企
業
等
） 

関
係
団
体
等 

③健診受診率

の向上 

 

特定健診・特定保健指導やがん検診の実施率

（受診率）の低い年代や地区等を対象とした

重点的な普及啓発・受診勧奨等及び健診受診

期間の拡大等利用者が受診しやすい環境の整

備など、実施率（受診率）向上に向けた取組 

◎ ◎  ◎ ○ ◎ ◎ 

④こころのケ

ア、子ども

のこころの

ケア 

「震災こころの相談室」等での相談対応や支

援を必要とする被災者への個別訪問、健康教

育などによるきめ細かなこころのケアの取組 

◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 

「こころのケア」活動を担う「支援者」への

研修等による人材育成及び関係機関とのネッ

トワークの強化 

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ 

 

「いわてこどもケアセンター」を中心として、内

陸部の子どもを含め適切なこころのケアを提供

するとともに、関係機関と連携し子どものこころ

のケアを担う人材育成を支援 

◎ ◎ ◎   ○ ○ 

⑤歯科保健活

動の推進 

 

被災地における歯科健診、歯科保健指導、歯

科相談、口腔ケア等の歯科保健活動による住

民の健康づくりの推進 

◎ ◎    ◎ ◎ 

歯科医療救護活動と災害時の口腔ケア等の歯

科保健活動を円滑に実施するための災害時歯

科保健医療体制の構築 

◎ ◎    ◎  

⑥市町村保健

センターの

復旧（新設） 

地域医療再生基金等の活用による被災市町村

の保健センターの復旧（新設） ◎ ◎      

⑦ 関係団体

等との協力

体制の整備 

災害発生に備えた災害時の保健活動、栄養・

食生活支援に係るマニュアルの整備及び関係

団体等との協定の締結等 

◎ ○    ◎  

災害医療コーディネーターや災害派遣福祉チ

ーム等との連携による健康支援に係る協力体

制の構築 

◎ ◎ ○   ◎  

  【健康づくりサポーター】 

◎ 関係機関・団体の目的等に着目し、法律やその目的を達成するために事業を展開 

○ 関係機関・団体の目的や機能に関連する事業を展開 

△ 他の関係機関・団体との協力が望まれる 

  【県民】 

    ◎ 検診や健康教室への参加など積極的な役割が期待される 

    ○ 普及啓発等による正しい知識の習得など受動的な役割が期待される 
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【関連する計画】 

計画名 項目名 

岩手県保健医療計画 ・東日本大震災津波からの復興に向けた取組 

岩手県地域防災計画 
・災害予防計画 

・災害応急対策計画 

岩手県東日本大震災津波復興計画 
・健康の維持・増進、こころのケアの推進や

要保護児童等への支援 

イー歯トーブ 8020プラン（岩手県口腔の健康

づくり推進計画） 
・大規模災害時における歯科保健医療の体制 

 



 

 

 

 

 

 

第５章 計画の評価 
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１ 計画の評価及び見直し 

○ 本計画の進捗状況については、県の政策評価の取組と連動して、数値目標の達成状況、施策

の取組結果など、岩手県健康いわて 21 プラン推進協議会において、毎年度、評価・検証を行

います。 

 

○ また、併せて、各保健医療圏においては、毎年度、各保健医療圏（保健所）に設置する保健

医療圏協議会等の場において、情報を共有しながら地域の健康課題を明らかにしていきます。 

 

○ 全県及び保健医療圏における評価・検証の結果は、本計画の具体的な施策に反映させていき

ます。 

 

 ○ 計画期間の中間年に当たる 2017 年度（平成 29 年度）に中間評価を行い、その結果を踏まえ、

計画の見直しを行います。 

 

 ○ 計画期間の最終年となる 2022 年度（平成 34 年度）には最終評価を行います。 

 

 ○ 中間評価及び最終評価に当たっては、国の「健康日本２１（第２次）」における評価手法を参

考とするものですが、本プランに掲げる数値目標の評価とともに、健康サポーターの活動状況

や県、市町村、関係機関・団体の連携、県庁内部での連携状況などのプロセス、県民の健康に

関する意識や行動、県民の健康づくりの推進に資する環境、県民の健康の水準などについても

評価・分析を行います。（図 1、表 1） 

 

２ 進捗状況及び評価結果の公表 

○ 本計画の進捗状況及び評価結果については、県のホームページ等において公表します。 

 

３ 数値目標 

○ 本計画の各項目で設定した数値目標は表２のとおりです。 

 

（図１）評価に関するイメージ 

 

健康水準・県民の健康の状態はどのように変化したか？

・21プランの目標は達成されたか？

健康行動・県民の健康に関する行動はどのように変化したか？

・21プランの目標は達成されたか？

健康環境・県民の健康を支える環境はどのように変化したか？

・21プランの目標は達成されたか？

健康意識・県民の健康に関する意識はどのように変化したか？

・21プランの目標は達成されたか？

プロセス・健康サポーターの健康づくりに関する活動はどうだったか？

・県や市町村、関係団体との連携はうまくとれたか？

・県庁内部の連携はうまくとれたか？

変
化
の
状
況
に
対
す
る
要
因
分
析



第５章 計画の評価  １ 計画の評価及び見直し、２ 進捗状況及び評価結果の公表、３ 数値目標 

- 117 - 

（表１） 健康に関する水準、行動、環境、意識、プロセスに関する指標等 

区分 健康に関する水準、行動、環境、意識、プロセスに関する指標等 

健康

水準 

① 健康寿命 

② がんの年齢調整死亡率 

③ 脳血管疾患の年齢調整死亡率 

④ 心疾患の年齢調整死亡率 

⑤ 収縮期血圧 

⑥ LDL コレステロール値 

⑦ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群 

⑧ 糖尿病有病者数 

⑨ 糖尿病の治療継続者の割合 

⑩ 糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数 

⑪ 肥満者（男性：20 歳～60 歳代、女性：40～60 歳代）の割合 

⑫ 女性（20 歳代）のやせの割合 

⑬ ３歳児及び 12 歳児でむし歯がある者の割合 

⑭ 喪失歯、歯肉の炎症、歯周炎がある者の割合 

⑮ 自分の歯を有する者の割合 

⑯ 60 歳代における咀嚼良好者の割合 

⑰ 自殺者（人口 10 万人当たり） 

⑱ 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合 

⑲ 全出生数中の低出生体重児の割合 

⑳ 肥満傾向にある子どもの割合 

㉑ 低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合 

健康

行動 

① がん検診受診率 

② がん検診精密検査受診率 

③ 特定健康診査受診率 

④ 特定保健指導実施率 

⑤ 主食・主菜・副菜をほとんど毎日揃えて食べる者の割合 

⑥ 食塩摂取量 

⑦ 野菜摂取量 

⑧ 果物摂取量 

⑨ 家族等で食事を共にする者の割合 

⑩ １日の平均歩数 

⑪ 運動習慣者の割合 

⑫ 睡眠による休養を十分に取れていない者の割合 

⑬ 成人の喫煙率（全体、男性、女性） 

⑭ 未成年者の喫煙率 

⑮ 妊婦の喫煙率 

⑯ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

⑰ 未成年者の飲酒率 

⑱ 妊婦の飲酒率 

⑲ 定期的に歯科検診を受けている者の割合 

⑳ 朝食を毎日食べる子どもの割合 

㉑ 運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合 

㉒ 市民活動に参加している 60 歳以上の者の割合 

㉓ 健康や医療サービスに関係したボランティア活動をしている者の割合 
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区分 健康に関する水準、行動、環境、意識、プロセスに関する指標等 

健康

環境 

① 外食栄養成分表示登録店舗数 

② 特定給食施設の管理栄養士・栄養士配置率 

③ 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む市町村数 

④ 週労働時間 80 時間以上の雇用者の割合 

⑤ 受動喫煙の機会を有する者の割合（行政機関・医療機関・職場・家庭・飲食店） 

⑥ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合 

⑦ 健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業数 

⑧ 健康づくりに関して身近で専門的な支援・活動が受けられる民間団体の活動拠点数 

⑨ 東日本大震災津波で被災した市町村保健センターの復旧 

健康

意識 

① 慢性閉塞性肺疾患（COPD）を認知している県民の割合 

② ロコモティブシンドロームを認知している県民の割合 

③ 居住地域でお互いに助け合っていると思う者の割合 

④ 自分は健康であると思う者の割合 

⑤ 自分の食生活に問題があると思う者のうち、改善意欲のある者の割合 

⑥ 健康な生活を続けるために運動することを心掛けている者の割合 

⑦ 喫煙と健康に関する知識を持つ者の割合 

⑧ アルコールの飲み過ぎによる健康への悪影響を知っている者の割合 

⑨ ストレスの発散方法を持っていない者の割合 

⑩ がん予防 12 か条の内容を知っている者の割合 

⑪ 自分の血圧値を知っている者の割合 

⑫ 生活習慣病予防のためには健康診断が重要であることを知っている者の割合 

⑬ 一年間に自殺を考えたことのある者の割合 

プロ

セス 

① 市町村の取組 

② 保健医療関係機関・団体の取組 

③ 健康づくりに取り組む住民組織の取組 

④ 県や市町村、保健医療関係間・団体間の連携 

⑤ 県庁内部における連携 
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男性 ㉒
(健康寿命の増

加分)/(平均寿

命の増加分)>1

女性 ㉒
(健康寿命の増

加分)/(平均寿

命の増加分)>1

男性 ㉒ 69.43

女性 ㉒ 73.25

男性 ㉒ 78.53

女性 ㉒ 85.86

男性 ㉒
全国

ワースト１
全国ワースト１

からの脱却

女性 ㉒
全国

ワースト１
全国ワースト１

からの脱却

男性 ㉒ 20.6
20.6より
小さい

女性 ㉒ 10.2
10.2より
小さい

㉓ 85.7 ㉙ 72.8

（参考）
男性

㉓ 116.3

（参考）
女性

㉓ 61.2

胃がん ㉒ 36.1 ㉘ 50.0

肺がん ㉒ 31.5 ㉘ 50.0

大腸がん ㉒ 31.1 ㉘ 50.0

子宮
(頸)がん

㉒ 25.6 ㉘ 50.0

乳がん ㉒ 26.0 ㉘ 50.0

胃がん ㉒ 87.0 ㉘ 90.0

肺がん ㉒ 88.8 ㉘ 90.0

大腸がん ㉒ 81.8 ㉘ 90.0

子宮
(頸)がん

㉒ 85.4 ㉘ 90.0

乳がん ㉒ 87.8 ㉘ 90.0

男性 ㉒ 70.1 59.0

女性 ㉒ 37.1 34.0

男性 ㉒ 86.2 74.4

女性 ㉒ 43.0 38.5

男性 ㉔ 138 134

女性 ㉔ 135 131

男性 ㉓ 7.4 5.6

女性 ㉓ 10.1 7.6

10 ㉓ 166 ㉙
H23比
25％減

いわて健康データウエア
ハウス

㉒ 41 ㉙ 70

㉒ 17 ㉙ 45

番
号

分
野

目標項目 区分
年
度

基準値 目標値(H34) 出典

1

全
体
目
標

健康寿命の延伸
（平均寿命の増加分を上回る健康寿
命の増加）

（参考）
健康寿命

（参考）
平均寿命

2

脳卒中死亡率全国ワースト１からの
脱却
①脳血管疾患年齢調整死亡率の都道
府県順位（位）

②脳血管疾患年齢調整死亡率の全国
との格差の縮小
　（ポイント）

3

が
ん

75歳未満のがん（全がん）の年齢調
整死亡率の低下（人口10万対）

人口動態統計による都道
府県別がん死亡データ

4 がん検診受診率の向上（％） 国民生活基礎調査

5 精密検査受診率の向上（％）
地域保健・健康増進事業
報告

6

脳
血
管
疾
患
・
心
疾
患

脳血管疾患の年齢調整死亡率の低下
（人口10万対）

人口動態統計（業務加工
統計）

7
心疾患の年齢調整死亡率の低下
（人口10万対）

人口動態統計（業務加工
統計）

8
収縮期血圧の平均値の低下
（ｍｍＨｇ）

県民生活習慣実態調査

9
ＬＤＬコレステロールが160mg/ｄｌ
以上の者の割合の低下(％)

いわて健康データウエア
ハウス

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群
の減少(千人)

11
特定健康診査受診
率・特定保険指導実
施率の向上(％)

特定健康診査
厚生労働省調べ

特定保健指導

人口動態統計（業務加工
統計）

県健康国保課調べ

（表２）　健康いわて21プラン（第２次）目標一覧
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12 ㉓ 5.24 5.28
いわて健康データウエア
ハウス

13 ㉓ 65.5 75.0 県民生活習慣実態調査

14
144

(H20/2122の

3カ年平均)

133
わが国の慢性透析療法の
現況

15

Ｃ

Ｏ

Ｐ

Ｄ

㉔ 37.7 80.0 県民生活習慣実態調査

㉔ 32.7 30.0

㉔ 27.2 26.0

17 ㉔ 18.0 12.0 県健康国保課調べ

18 ㉔ 68.8 85.0 県民生活習慣実態調査

19 ㉔ 11.8 8.0 県民生活習慣実態調査

20 ㉔ 316 350 県民生活習慣実態調査

21 ㉔ 60.6 30.0 県民生活習慣実態調査

22
家族等で食事を共に
する機会の増加

㉔ 65.3 75.0 県民生活習慣実態調査

23 ㉔ 297 1,000 県健康国保課調べ

24 ㉔ 89.0 93.0 衛生行政報告例

㉔ 6,951 8,800

㉔ 6,449 8,200

㉔ 5,177 7,000

㉔ 3,901 5,700

総数 ㉔ 18.9 24.0

男性 ㉔ 27.4 38.0

女性 ㉔ 14.4 24.0

総数 ㉔ 35.6 46.0

男性 ㉔ 38.9 49.0

女性 ㉔ 33.3 43.0

27 10 33 県健康国保課調べ

28 ㉔ 16.0 12.6 県民生活習慣実態調査

29
第12次岩手労働災害防止
計画

男性 ㉔ 16.1 13.0

女性 ㉔ 7.5 6.4

31 ㉔ 2.6 0.0 県民生活習慣実態調査

32 ㉓ 3.3 0.0
いわて健康データウエア
ハウス

糖
尿
病

糖尿病有病者の増加の抑制　　(万人)

治療継続者の割合の向上(％)

糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減
少(人)

ＣＯＰＤの認知度の向上(％)
（慢性閉塞性肺疾患）

16

栄
養
・
食
生
活

適正体重を維持して
いる者の増加(肥満
(ＢＭＩ25以上)、や
せ(ＢＭＩ18未満)の
減少)(％)

肥満者の割合
【20歳～60歳・男性】

毎日最低1食は家族や友人など

と一緒に30分以上かけて食事を

している者の割合(%)

県民生活習慣実態調査
肥満者の割合
【40歳～60歳・女性】

やせの者の割合
【20歳代・女性】

適切な量と質の食事
をとる者の増加

主食・主菜・副菜をほとん
ど毎日揃えて食べる者の割
合（％）

食塩摂取量の平均値(ｇ)

野菜摂取量の平均値(ｇ)

果物摂取量100ｇ未満の者
の割合(％)

外食栄養成分表示登録店の増加(店舗)

特定給食施設における管理栄養士・栄養士の配
置の増加（％）

25

身
体
活
動
・
運
動

日常生活における歩
行数の増加(歩)

20歳～64歳男性

住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取
り組む自治体の増加（自治体）

　　〃　　女性

65歳以上男性

　　〃　女性

26
運動習慣者の割合の

増加(％)

20歳～64歳

65歳以上

休
養

睡眠による休養が十分にとれていない者の割合
の低下(％)

週労働時間80時間以上の雇用者の割合の低下
(％)

岩手労働局「第12次岩手労働災害防
止計画による」

30

飲
酒

生活習慣病のリスクを高める量を飲
酒している者の割合の低下(％)

未成年者の飲酒をなくす(％)

妊婦の飲酒をなくす(％)

番
号

分
野

目標項目 区分
年
度

基準値 目標値(H34) 出典

県民生活習慣実態調査

県民生活習慣実態調査

県民生活習慣実態調査
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全体 ㉔ 18.9 12.0

男性 ㉔ 34.0 21.0

女性 ㉔ 5.9 4.0

34 ㉔ 2.4 0.0 県民生活習慣実態調査

35 ㉓ 3.8 0.0
いわて健康データウエア
ハウス

㉔ 5.2 0.0 県健康国保課調べ

㉔ 10.0 0.0 医療施設調査

㉔ 37.6 0.0 企業・事業所行動調査

㉔ 8.2 3.0 県民生活習慣実態調査

㉔ 54.8 15.0 県民生活習慣実態調査

37 ㉔ 26.5 13
3歳児歯科健康診査結果
集計

38 ㉔
21

(H21/23/24の3

年分集計)

3
3歳児歯科健康診査結果
集計

39 ㉔ 38.7 28
公立学校定期健康診断結
果集計

40 ㉔
22

(H21/22/24の3

年分集計)
6

公立学校定期健康診断結
果集計

41 ㉔ 30.8 25 県民生活習慣実態調査

42 ㉔ 55.4 44 県民生活習慣実態調査

43 ㉔ 44.9 25 県民生活習慣実態調査

44 ㉔ 64.2 53 県民生活習慣実態調査

45 ㉔ 46.3 60 県民生活習慣実態調査

46 ㉔ 21.3 40 県民生活習慣実態調査

47 ㉔ 71.6 80 県民生活習慣実態調査

48 ㉔ 25.8 50 県民生活習慣実態調査

49 ㉒ 32.2 ㉖ 25.8
岩手県自殺対策アクショ
ンプラン

50 ㉔ 11.9 9.4 県民生活習慣実態調査

51 ㉔ - 100.0

目標値(H34)

80歳で20歯以上自分の歯を有する者の割合の向
上(％)

60歳代における咀嚼良好者の割合の向上(％)

成人期及び高齢期で定期的に歯科健康診査(検
診)を受けている者の割合の向上(％)

40・50歳代で進行した歯周炎がある者の割合の
低下(％)

出典
番
号

分
野

目標項目 区分
年
度

基準値

こ
こ
ろ
の
健
康

自殺者の減少(人口10万人当たり)

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感
じている者の割合の低下(％)

メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場
の割合の増加(％)

口
腔

3歳児でむし歯がある者の割合の低下(％)

3歳児でむし歯のある者の割合が30％以上である
市町村の減少　(箇所)

12歳児でむし歯がある者の割合の低下(％)

12歳児の一人平均むし歯数が1歯以上である市町
村の減少(箇所)

20・30歳代で歯肉に炎症所見がある者の割合の
低下(％)

30・40歳代で喪失歯がある者の割合の低下(％)

60歳代で進行した歯周炎がある者の割合の低下
(％)

60歳で24歯以上自分の歯を有する者の割合の向
上(％)

受動喫煙の機会を有
する者の割合の低下

(％)

行政機関(受動喫煙防止対策を

実施していない行政機関)

医療機関(受動喫煙防止対策を

実施していない医療機関)

職場(受動喫煙防止対策を実施

していない職場)

家庭

飲食店

33

喫
煙

成人の喫煙率の低下(％) 県民生活習慣実態調査

未成年者の喫煙をなくす(％)

妊娠中の喫煙をなくす(％)

36
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小学4年 ㉔ 97.7

中学3年 ㉔ 92.9

高校3年 ㉔ 87.0

中学1年
男子

㉔ 76.5

中学1年
女子

㉔ 53.8

54 ㉔ 9.3 ㉖
減少
傾向へ

人口動態統計

小学5年
男子

㉔ 8.05

小学5年
女子

㉔ 4.61

中学3年
男子

㉔ 6.47

中学3年
女子

㉔ 3.97

高校3年
男子

㉔ 6.84

高校3年
女子

㉔ 5.71

56 ㉔ 16.1 20.0 県民生活習慣実態調査

57 ㉔ 21.3 80.0 県民生活習慣実態調査

男性 ㉔ 38.1 60.0

女性 ㉔ 27.4 50.0

59 ㉔ 57.0 73.0 県民生活習慣実態調査

60 ㉓ 2.9 25.0 社会生活基本調査

61 ㉔ 3 30 県健康国保課調べ

62 ㉔ 313 600 県健康国保課調べ

63

震
災
津
波

㉔ 0 4 県健康国保課調べ

52

次
世
代
の
健
康

朝食を毎日食べる子どもの割合の増
加(％)

100パーセン
トに近づける

いわて健康データウエア
ハウス

53
運動やスポーツを習慣的にしている
子どもの割合の増加(％)

増加
傾向へ

いわて健康データウエア
ハウス

全出生数中の低出生体重児の割合の低下(％)

55
肥満傾向にある子どもの割合の低下
(％)

㉖
減少
傾向へ

学校保健統計調査

高
齢
者
の
健
康

低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合の増加の
抑制(％)

ロコモティブシンドロームを認知している県民
の割合の増加(％)

58
市民活動に参加している60歳以上の
者の割合の増加(％)

県民生活基本調査

社
会
環
境
の
整
備

居住地域でお互いに助け合っていると思う者の
割合の向上(％)

健康や医療サービスに関係したボランティア活
動をしている割合の向上(％)

健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に
情報発信を行う企業数の増加(社)

健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談
が受けられる民間団体の活動拠点数の増加(所)

市町村保健センターの復旧(新設)（市町村）

区分
年
度

基準値 目標値(H34) 出典
番
号

分
野

目標項目


